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附則

第一章　総則

（法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合）

第一条　健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所

に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の

数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務（当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常

の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。）に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

（法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法）

第一条の二　法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機

構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十三号）第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。）を送信する

方法とする。

第一章の二　保険者

第一節　通則

（選択）

第一条の三　被保険者（日雇特例被保険者を除く。以下同じ。）は、同時に二以上の事業所又は事務所（第七十四条第一項第一号、第七十

六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。）に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、そ

の被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

２　前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構（以下「機構」という。）の業務が二以上の年金事務所（日本年金機構

法（平成十九年法律第百九号）第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。）に分掌されているときは、被保険者は、その被保

険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする

場合はこの限りでない。

（選択の届出）

第二条　前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康

保険協会（以下「協会」という。）を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に

提出することによって行うものとする。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。）第二条第五項

に規定する個人番号（以下「個人番号」という。））

二　被保険者の氏名及び生年月日

三　各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所

四　各事業所の名称及び所在地

２　前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は

関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。

３　第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二条の五第一項第一

号に規定する第一号厚生年金被保険者（以下「第一号厚生年金被保険者」という。）に限る。以下同じ。）であるときは、同項の届書に個

人番号又は国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第十四条に規定する基礎年金番号（以下単に「基礎年金番号」という。）を付

記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」と
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いう。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければなら

ない。

４　第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会（以下「協会」とい

う。）を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」

と読み替えるものとする。

第一節の二　全国健康保険協会

（定款で定める事項）

第二条の二　法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定に

よる命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員（協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事

業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、

及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。）に関する事項とする。

（定款の変更）

第二条の三　法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　事務所の所在地の変更

二　前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

（運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項）

第二条の四　法第七条の十八第一項に規定する運営委員会（以下「運営委員会」という。）は、協会の理事長が招集する。

２　協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営

委員会を招集しなければならない。

３　運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

４　委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を行う。

５　運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くこ

とができない。

（運営規則）

第二条の五　法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　協会の事業を執行する権限の委任に関する事項

二　その他協会の業務の執行に関して必要な事項

（協会に対する情報の提供）

第二条の六　法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五

条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項

二　第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七

条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する被保険者証の

訂正に関する事項

三　第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関

する事項

四　第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手

帳の返納に関する事項

五　法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項

六　前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

（診療報酬の契約に関する認可の申請）

第二条の七　協会が行う法第七十六条第三項（法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項におい

て準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。）の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した

申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一　契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所

二　契約の内容

三　その他厚生労働大臣が必要と認める事項

２　前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。

（事業状況の報告）

第二条の八　協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならな

い。

第二節　健康保険組合

（設立の認可の申請）

第三条　法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、

厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっ

ては、第五号の書類は、添付することを要しない。

一　規約

二　事業計画書

三　一般保険料率及び介護保険料率

四　初年度の収入支出の予算

五　法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類

２　前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長（以

下「地方厚生局長等」という。）を経由して行うものとする。

（規約の記載事項）

第四条　法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　保険給付に関する事項
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二　一部負担金に関する事項

三　その他組織及び業務に関する重要事項

（規約の変更の認可の申請）

第五条　法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣（当該規約の変

更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等）に提出すること

によって行うものとする。

２　前項の場合において、設立事業所（健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。）の増加又は減少に係る規約の変更の認

可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（認可を要しない規約の変更）

第六条　法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一　法第十六条第一項第二号に掲げる事項

二　法第十六条第一項第三号に掲げる事項（設立事業所の増加又は減少（事業所の廃止に係る場合を除く。）に係る場合を除く。）

三　法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又

は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

四　予備費の費途

五　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

（合併の認可の申請）

第七条　法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出す

ることによって行うものとする。

一　合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数

二　合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　合併後における事業計画書

二　認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録

三　合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収

入支出の予算

３　合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

（分割の認可の申請）

第八条　法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出す

ることによって行うものとする。

一　分割しようとする健康保険組合の名称

二　分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びそ

の被保険者となる者の数

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　分割後における各健康保険組合の事業計画書

二　認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録

三　分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面

四　分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率及び介護保険料率並びに初年度の収入支出の予算

３　分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

（解散の認可の申請）

第九条　法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付し

て、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

一　組合員である被保険者の数を示した書面

二　認可の申請前一月以内現在における財産目録

三　法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となっ

たことを証する書類

四　協会が承継する権利義務を示した書面

（診療報酬の契約に関する認可の申請）

第十条　第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第

二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とある

のは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。

（組合債に係る認可を要しない事項）

第十一条　健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。）第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める

事項は、次のとおりとする。

一　組合債の金額（減少に係る場合に限る。）

二　組合債の利息の定率（低減に係る場合に限る。）

（帳簿の備付け）

第十二条　健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。

（一般保険料率の認可の申請）

第十三条　一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。

（事業状況の報告）

第十四条　健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等（当該健康

保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。）に報告しなければならない。

（規程の届出）

第十五条　健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければなら

ない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
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（理事長の就任等の届出）

第十六条　健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければな

らない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

（添付書類）

第十七条　健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等

に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならな

い。

２　前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を

記載した書面を添付しなければならない。

（管轄地方厚生局長等の経由）

第十八条　健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

第二章　被保険者

第一節　事業主による届出等

（新規適用事業所の届出）

第十九条　初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項

を記載した届書を厚生労働大臣（初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようと

するときは、健康保険組合）に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第

六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一　事業主の氏名又は名称及び住所

二　事業所の名称、所在地及び事業の種類

三　事業主が法人であるときは、次に掲げる事項

イ　法人番号（番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）又は会社法人等番号（商業登記法（昭和三十八年

法律第百二十五号）第七条に規定する会社法人等番号をいう。）

ロ　事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

ハ　内国法人（国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。）又は外国法人（内国法人以外の法人を

いう。）の別

四　事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

２　前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所（協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。）

の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）第四条の二第一項の規定によ

る届書（同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事

務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。）又は雇用保険法施行規則（昭和五十年労

働省令第三号）第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署

長（以下「所轄労働基準監督署長」という。）又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長（以下「所轄公共職業安定所長」という

。）を経由して提出することができる。

３　第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類（厚生労働大臣（当該届書を健康保険組合に提出す

る場合にあっては、健康保険組合）が必要と認めるものに限る。）を添付しなければならない。

（適用事業所に該当しなくなった場合の届出）

第二十条　適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請す

る場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければ

ならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるとき

は、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一　事業主の氏名又は名称及び住所

二　事業所の名称及び所在地

三　適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由

２　前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規

定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

３　第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

（任意適用事業所の申請）

第二十一条　法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、様式第一号による健康保険任意適用申請書を機構又は地方厚生局長等に提出

することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、健康保険任

意適用申請書にその旨を付記しなければならない。

２　法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあ

っては、健康保険任意適用申請書にその旨を記載しなければならない。

３　健康保険任意適用申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（任意適用事業所の取消しの申請）

第二十二条　法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、様式第二号による健康保険任意適用取消申請書を機構又は地方厚生局長等に

提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、健康保

険任意適用取消申請書にその旨を付記しなければならない。

２　健康保険任意適用取消申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請）

第二十三条　法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行

うものとする。

一　一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数

二　一の適用事業所としようとする理由

（特定適用事業所の該当の届出）

第二十三条の二　初めて公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成二十四年法

律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。）附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所（第二号及び第百五十九条の十一
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第一項第四号において「特定適用事業所」という。）となった適用事業所の事業主（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所

の事業主）は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければ

ならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に

規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　特定適用事業所となった年月日

三　事業主が法人であるときは、法人番号

（四分の三以上代表者）

第二十三条の二の二　年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の

三以上を代表する者（以下この条において「四分の三以上代表者」という。）は、次のいずれにも該当する者とする。

一　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二　四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基

づき選出されたものでないこと。

２　前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当

する者とする。

３　事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三

以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

４　事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務

を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

（特定適用事業所の不該当の申出）

第二十三条の三　年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提

出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者

の特定適用事業所（年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。）であるときは、当該申出書にその旨を付

記しなければならない。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（過半数代表者）

第二十三条の三の二　年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者（以下この

条において「過半数代表者」という。）は、次のいずれにも該当する者とする。

一　労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二　過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選

出されたものでないこと。

２　前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者

とする。

３　事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正

当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

４　事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができる

よう必要な配慮を行わなければならない。

（任意特定適用事業所の申出）

第二十三条の三の三　年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出す

ることによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその

旨を併記しなければならない。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（任意特定適用事業所の取消しの申出）

第二十三条の三の四　年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出す

ることによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその

旨を併記しなければならない。

一　事業所（事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所）の名称及び所在地

二　事業主が法人であるときは、法人番号

２　前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

（法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの）

第二十三条の四　法第三条第一項第九号ロの 低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するもの

として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　臨時に支払われる賃金

二　一月を超える期間ごとに支払われる賃金

三　所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

四　所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

五　午後十時から午前五時まで（労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時

から午前六時まで）の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

六　 低賃金において算入しないことを定める賃金（ 低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。）

（法第三条第一項第九号ロの額）

第二十三条の五　法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。

一　月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬（法第三条第一項第九号ロに

規定する報酬をいう。以下この条において同じ。）の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
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二　日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務

に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

三　前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業

務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

四　前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

（法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者）

第二十三条の六　法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者（卒業を予定している者であって、適用事業所に使

用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他

これらに準ずる者を除く。）とする。

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第五十条に規定する高等学校に在学する生徒

二　学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒

三　学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校（同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。）に在学する生徒

四　学校教育法第八十三条に規定する大学（同法第九十七条に規定する大学院を含む。）に在学する学生

五　学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生

六　学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生

七　学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒

八　学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒（修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。）

九　前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

２　前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。

一　学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者

二　学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者

三　学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者

四　学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者

五　学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者

六　専修学校設置基準（昭和五十一年文部省令第二号）第四条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第五条第一項に規定する通信

制の学科に在学する者

七　前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

３　第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。

一　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規

定する保育士を養成する学校その他の施設

二　あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号）第二条第一項に規定する学校及び養

成施設

三　理容師法（昭和二十二年法律第二百三十四号）第三条第三項に規定する理容師養成施設

四　栄養士法（昭和二十二年法律第二百四十五号）第二条第一項に規定する栄養士の養成施設

五　保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同

法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定

する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養

成所

六　歯科衛生士法（昭和二十三年法律第二百四号）第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養

成所

七　教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定す

る教員養成機関

八　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十九条第一項第二号に規定する養成機関

九　診療放射線技師法（昭和二十六年法律第二百二十六号）第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所

十　歯科技工士法（昭和三十年法律第百六十八号）第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養

成所

十一　美容師法（昭和三十二年法律第百六十三号）第四条第三項に規定する美容師養成施設

十二　臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号）第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所

十三　調理師法（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一号に規定する調理師養成施設

十四　理学療法士及び作業療法士法（昭和四十年法律第百三十七号）第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設

並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設

十五　製菓衛生師法（昭和四十一年法律第百十五号）第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設

十六　職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定す

る職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五

号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校（職業能力開発促進法施行規則（昭

和四十四年労働省令第二十四号）第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。）

十七　柔道整復師法（昭和四十五年法律第十九号）第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設

十八　視能訓練士法（昭和四十六年法律第六十四号）第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所

十九　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和五十一年法律第七十二号）第一条第二項

に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

二十　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項

第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設

二十一　臨床工学技士法（昭和六十二年法律第六十号）第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所

二十二　義肢装具士法（昭和六十二年法律第六十一号）第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所

二十三　救急救命士法（平成三年法律第三十六号）第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所

二十四　精神保健福祉士法（平成九年法律第百三十一号）第七条第三号に規定する学校及び養成施設
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二十五　言語聴覚士法（平成九年法律第百三十二号）第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養

成所

二十五の二　愛玩動物看護師法（令和元年法律第五十号）第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所

二十五の三　日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一号）第三条第

一項に規定する認定日本語教育機関（認定日本語教育機関認定基準（令和五年文部科学省令第四十号）第十七条第一項本文に規定する

課程に限る。）

二十六　森林法施行令（昭和二十六年政令第二百七十六号）第九条に規定する教育機関

二十七　農業改良助長法施行令（昭和二十七年政令第百四十八号）第三条第一号に規定する教育機関

二十八　学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第

百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設（文

部科学大臣が指定した課程に限る。）

二十九　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及

び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設

三十　国立研究開発法人水産研究・教育機構

三十一　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

三十二　独立行政法人海技教育機構（厚生労働大臣が定める課程に限る。）

三十三　独立行政法人航空大学校

三十四　前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

（被保険者の資格取得の届出）

第二十四条　法第四十八条の規定による被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の

二まで及び第四十二条において同じ。）の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した

様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合（第十一号において「保険者等」という。）

（様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構）に提出することによって行うものとする。

一　被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）

二　被保険者の生年月日

三　被保険者の種別（健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別）

四　被保険者資格の取得区分

五　被保険者の個人番号（協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被

保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。）

六　資格取得年月日

七　被扶養者の有無

八　被保険者の報酬月額

九　被保険者の住所（当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確

認情報（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供

を受けることができるときを除く。）

十　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

十一　その他保険者等が必要と認める情報

２　前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届（様式第三号の二によるものに限る。）は、所轄労働基準監督署長又は

所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

３　第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

４　第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した

光ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）及び次に掲げる事項を記載

した書類を提出することによって行うことができる。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

５　事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

（法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者）

第二十四条の二　法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用

される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者（以下「通常の労働者」という。）の一週間の所定労働時間の四分の三未満である

同号に規定する短時間労働者（以下「短時間労働者」という。）又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働

者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

（法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出）

第二十四条の三　被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合（以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号におい

て単に「共済組合」という。）の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所（当該共済組合に係るものを除く。）に係る法第二百条

第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨

を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得

届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。

２　第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。

（保険者による被保険者情報の登録）

第二十四条の四　保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構若しくは健

康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当

該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、

社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

に提供するものとする。

（報酬月額の届出）

第二十五条　毎年七月一日現に使用する被保険者（法第四十一条第三項に該当する者を除く。）の報酬月額に関する法第四十八条の規定に

よる届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって
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行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保

険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

３　前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人（事業年度（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第十三条及び第十四条に

規定する事業年度をいう。）開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等

の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠

出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第五項に規定す

る相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動

化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。）の事業所の事業主

にあっては、電子情報処理組織（機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条におい

て同じ。）と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。）を使用

して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

４　前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬

月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

（報酬月額の変更の届出）

第二十六条　法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報

酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者

が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなけれ

ばならない。

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

３　前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子

情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

４　前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬

月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

（育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出）

第二十六条の二　法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八

条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合に

おいて、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記

しなければならない。

一　当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

二　当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

三　当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等（以下「育児休業等」という。）を終了した日の翌日が属する月以後

三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五　その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又

はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者で

あって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

（産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出）

第二十六条の三　法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八

条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合に

おいて、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記

しなければならない。

一　当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月

二　当該被保険者に係る従前の標準報酬月額

三　当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業（以下「産前産後休業」という。）を終了した日の翌日が属する月

以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数

四　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

五　前条第五号の区別

（賞与額の届出）

第二十七条　被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険

被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

３　前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。

ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子

情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

（被保険者の個人番号変更の届出）

第二十七条の二　事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣

又は健康保険組合に提出しなければならない。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　被保険者の氏名及び生年月日

三　被保険者の住所（当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確

認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合

が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の

住所に係る情報の提供を求めないときに限る。）を除く。）

四　変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
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五　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

（被保険者の氏名変更の届出）

第二十八条　事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労

働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない（当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該

被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者

であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該健康保険組合が、当該

事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。）を除く。）。この場合において、協会が管掌する健康保険

の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者（国民年金法等の一部を改正

する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。）に該当することの有無を付記しなけれ

ばならない。

（被保険者の住所変更の届出）

第二十八条の二　事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣

又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者

であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　被保険者の氏名、生年月日及び住所

三　変更前の被保険者の住所

四　住所の変更年月日

五　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

（被保険者の区別変更の届出）

第二十八条の三　事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次

に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険

の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号）

二　被保険者の氏名及び生年月日

三　被保険者の住所（当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確

認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合

が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の

住所に係る情報の提供を求めないときに限る。）を除く。）

四　変更の年月日

五　事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

（被保険者の資格喪失の届出）

第二十九条　法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式

第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合（様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構）に提

出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を

喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

２　前項の規定により機構に提出する届書（様式第八号の二によるものに限る。）は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することがで

きる。

３　第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

（法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出）

第二十九条の二　被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所（当該共済組合に係るものを除く。）に係る法第

二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、

その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資

格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。

２　第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

（事業主の氏名等の変更の届出）

第三十条　事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第

四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなけれ

ばならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、

当該届書にその旨を付記しなければならない。

一　事業所の名称及び所在地

二　変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

２　前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類（厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるもの

に限る。）を添付しなければならない。

（事業主の変更の届出）

第三十一条　事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険

組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事

業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

一　事業所の名称及び所在地

二　変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所

三　変更の年月日

（給付制限事由該当等の届出）

第三十二条　事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以

内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
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一　事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等

記号・番号又は個人番号。以下同じ。）

二　被保険者の氏名及び生年月日

三　該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

２　任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号

のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

（法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合）

第三十二条の二　法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　少年法（昭和二十三年法律第百六十八号）第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容さ

れている場合

二　懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設（少年法第五十六条第三項の規定により少年院に

おいて刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留

の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置さ

れている場合

（証明書の発行等）

第三十三条　事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明

の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

（事業主による書類の保存）

第三十四条　事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。

（事業主の代理人選任の届出）

第三十五条　事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を

解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が

厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

第二節　被保険者による申出等

（被保険者の個人番号変更の申出）

第三十五条の二　被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければ

ならない。

（氏名変更の申出）

第三十六条　被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出

しなければならない。

（被保険者の住所変更の申出）

第三十六条の二　被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被

保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることが

できるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存

本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めない

ときに限る。）は、この限りでない。

（二以上の事業所勤務の届出）

第三十七条　被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大

臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項（同条第四項の規定により準用する場合を含む。）の届書を提出

するときは、この限りでない。

一　各事業主の氏名又は名称及び住所

二　各事業所の名称及び所在地

三　被保険者の氏名、生年月日及び住所

２　前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付

記しなければならない。

一　個人番号又は基礎年金番号

二　各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所（第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。）に該当することの有無

（法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの）

第三十七条の二　法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一　外国において留学をする学生

二　外国に赴任する被保険者に同行する者

三　観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

四　被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

五　前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

（法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者）

第三十七条の三　法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）第七条

第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在し

て、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継

続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

二　日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法

務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

（被扶養者の届出）

第三十八条　被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養

者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

一　被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号（個人番号を有する者に限る。）及び被保険者との続柄
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二　被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至

った理由

三　第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

２　前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。た

だし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者

に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の

提供を求めないときに限る。）は、この限りでない。

３　前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディス

クを提出することによって行うことができる。

４　第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場

合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　届出の件数

５　第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣

又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

（育児休業等を終了した際の改定の申出）

第三十八条の二　法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組

合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者で

あるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一　申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

三　育児休業等を終了した年月日

四　育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

（産前産後休業を終了した際の改定の申出）

第三十八条の三　法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組

合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者で

あるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

一　申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日

三　産前産後休業を終了した年月日

四　産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

（保険者による被扶養者情報の登録）

第三十九条　第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四

条の四中「機構若しくは健康保険組合が第二十四条第一項の規定による届出を受け、又は当該保険者が第四十二条の規定による申出」と

あるのは「厚生労働大臣又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る

被扶養者」と読み替えるものとする。

（介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出）

第四十条　被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第九条第二号に

該当する被保険者をいう。以下同じ。）に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生

労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでな

い。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　被保険者（被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者）の氏名及び生年月日

三　該当しなくなった年月日及びその理由

２　前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とある

のは、「保険者」とする。

３　第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所

を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

（介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出）

第四十一条　被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至った

ときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただ

し、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。

一　事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　被保険者（被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者）の氏名及び生年月日

三　該当するに至った年月日及びその理由

２　前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

３　第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住

所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

（任意継続被保険者の資格取得の申出）

第四十二条　法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

一　被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所

二　被保険者の資格を喪失した年月日

三　被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地

四　法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
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（任意継続被保険者の資格喪失の申出）

第四十二条の二　法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出

することによって行うものとする。

（任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出）

第四十三条　任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名

及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。

一　適用事業所に使用されるに至ったとき。

二　船員保険の被保険者となったとき。

三　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。）第五十条第二号の規定による

認定を受けたとき。

（任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出）

第四十四条　任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所

を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意

継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき（当該

健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。）は、この限りでない。

（通知）

第四十五条　保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならな

い。

第三節　被保険者証等

（事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知）

第四十六条　厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所

整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならな

い。

（被保険者証の交付）

第四十七条　協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければ

ならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この

限りでない。

一　法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨

二　事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨

三　第二十四条の三第一項の届書を受理した旨

２　健康保険組合は、次に掲げる場合においては、様式第九号による被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

一　法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき。

二　被保険者等記号・番号を変更したとき。

三　第二十四条の三第一項の届書を受理したとき。

３　保険者は、第一項又は前項の規定により被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。）に被保険者証を交

付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付

することができる。

４　前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

５　保険者は、第一項又は第二項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付

しなければならない。

（被保険者証の訂正）

第四十八条　被保険者は、被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に

提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事

業主を経由して行うものとする。

２　保険者は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しな

ければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由すること

を要しない。

３　前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由するこ

とを要しない。

（被保険者証の再交付）

第四十九条　被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出し

て、その再交付を申請しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　氏名及び生年月日

三　再交付申請の理由

２　被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

３　保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第九号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。

４　被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しな

ければならない。

５　第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、

被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業

主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

６　前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による被保険者証の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が

支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

（被保険者証の検認又は更新等）

第五十条　保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
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２　事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求めら

れたときは、被保険者（任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。）にその提出を求め、遅滞なく、これを保険

者に提出しなければならない。

３　被保険者は、前項の規定により被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主

に提出しなければならない。

４　任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の

提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

５　保険者は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付

しなければならない。

６　保険者は、前項の規定により被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保

険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

７　事業主は、前項の規定により被保険者証の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

８　保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければ

ならない。

９　第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

（被保険者資格証明書）

第五十条の二　厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、この省令の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が

行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が

療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

２　被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証

明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

３　被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有

効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

（被保険者証の返納）

第五十一条　事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場

合（被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。）において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一　被保険者が資格を喪失したとき。

二　被保険者の保険者に変更があったとき。

三　被保険者の被扶養者が異動したとき。

四　第二十九条の二第一項の届出を行うとき。

２　前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければなら

ない。

３　第一項第一号（被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。）又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき被保険者証は、

やむを得ない場合を除き、資格喪失届（同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。）に添

えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

４　被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。）は、次に掲げる場合においては、五日以内に、被保険者証を事業主

に提出しなければならない。

一　被保険者の資格を喪失したとき。

二　被保険者の保険者に変更があったとき。

三　被保険者の被扶養者が異動したとき。

四　被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所（当該共済組合に係るものを除く。）に係る法第二百条第一

項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。

５　第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要

した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は

埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。

（高齢受給者証の交付等）

第五十二条　保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条

第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなけ

ればならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して

得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。

２　前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなけ

ればならない。この場合（被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。）において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号か

ら第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。

一　被保険者の資格を喪失したとき。

二　保険者に変更があったとき。

三　法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。

四　高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

五　高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

３　前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければなら

ない。

４　第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び前条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用

する。

第三章　保険給付

第一節　通則

（法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務）

第五十二条の二　法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員（同条に規定する法人の役員以外の者をい

う。）が従事する業務と同一であると認められるものとする。
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第一節の二　療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第一款　療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

（法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法）

第五十三条　法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一　被保険者証を提出する方法

二　処方箋を提出する方法（保険薬局等（法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。）から療養を受けようとする場合に

限る。）

三　保険医療機関等（法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六

項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。）、保険薬局等又は指定訪問看護事業者（法第八十八条第一項

に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）が、過去に取得した療養又は指定訪問看護（法第八十八条第一項に規定する指定

訪問看護をいう。以下同じ。）を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次

項において同じ。）を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あら

かじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法（当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局

等から療養（居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。）を受け

ようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は

指定訪問看護事業者から電子資格確認（法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。）による確認を受けてから継続的な療養又

は指定訪問看護を受けている場合に限る。）

２　被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合（当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険

薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認（保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。）

を受けることができる場合を除く。）における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法と

する。

（処方せんの提出）

第五十四条　保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医

師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

（令第三十四条第二項に規定する収入の額）

第五十五条　令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付

を受ける日の属する年の前年（当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年）における所得税法

（昭和四十年法律第三十三号）第三十六条第一項に規定する各種所得の金額（退職所得の金額（同法第三十条第二項に規定する退職所得

の金額をいう。）を除く。）の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

（令第三十四条第二項の規定の適用の申請等）

第五十六条　令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければ

ならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

２　令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者（同項第一号に該当する者を除く。）は、その被

扶養者であった者（同号に規定する被扶養者であった者をいう。）が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、そ

の旨を保険者に申し出なければならない。

（法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情）

第五十六条の二　法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する

災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

（法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの）

第五十六条の三　法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院

二　その他厚生労働大臣が必要と認める病院

（入院時食事療養費の支払）

第五十七条　被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療

養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は

診療所に対して支払うものとする。

（食事療養標準負担額の減額の対象者）

第五十八条　法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者

二　令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者

三　令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者

四　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の

二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等

五　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成二十六年法律第五十号）第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定す

る指定難病の患者

第五十九条及び第六十条　削除

（食事療養標準負担額の減額に関する特例）

第六十一条　保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確

認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認

めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食

事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

２　前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

14



三　食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四　傷病名及び発病又は負傷の原因

五　食事療養について支払った食事療養標準負担額

六　食事療養を受けた者の入院の期間

七　第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八　疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所

が明らかでないときは、その旨）

九　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

（令和三年法律第三十八号）第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座（以下「公金受取口

座」という。）を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

３　前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければな

らない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報（番号利用法第二条第八

項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）の提供を受けることができるときは、この限りでない。

（入院時食事療養費に係る領収証）

第六十二条　保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養につ

いて被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

（入院時生活療養費の支払）

第六十二条の二　被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院

時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者

に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

（生活療養標準負担額の減額の対象者）

第六十二条の三　法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者（第六号に該当する者を除く。）

二　令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者（第六号に該当する者を除く。）

三　令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者（第六号に該当する者を除く。）

四　病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者

五　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

六　被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者（生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第二項に規定

する要保護者をいう。）である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば

生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの

（生活療養標準負担額の減額に関する特例）

第六十二条の四　保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていること

の確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないもの

と認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであっ

た生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

２　前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　生活療養を受けた者の氏名及び生年月日

三　生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地

四　傷病名及び発病又は負傷の原因

五　生活療養について支払った生活療養標準負担額

六　生活療養を受けた者の入院の期間

七　第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由

八　疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所

が明らかでないときは、その旨）

九　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

３　前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければな

らない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることがで

きるときは、この限りでない。

（入院時生活療養費に係る領収証）

第六十二条の五　保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない

領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額と

を区分して記載しなければならない。

（保険外併用療養費の支払）

第六十三条　被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から

保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保

険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

（保険外併用療養費に係る領収証）

第六十四条　保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければな

らない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が

含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額
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と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその

他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

一　当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）につき算定した費用の額（その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現

に当該療養に要した費用の額）から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二　当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三　当該生活療養に係る生活療養標準負担額

（第三者の行為による被害の届出）

第六十五条　療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為

によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

一　届出に係る事実

二　第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨）

三　被害の状況

（療養費の支給の申請）

第六十六条　法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保

険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日

三　傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過

四　診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所

五　診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名

六　診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又

は選定療養を含むものであるときは、その旨

七　療養に要した費用の額

八　療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由

九　疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所

が明らかでないときは、その旨）

十　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

３　前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

４　海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当（第二号において「海外療養」という。）について療養費の支給を受けようとするとき

は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二　保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

第二款　訪問看護療養費の支給

（法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準）

第六十七条　法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護

師等（看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。）が行う療養上の世話及び必要な

診療の補助を要することとする。

（法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者）

第六十八条　法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とす

る。

（訪問看護療養費の支給が必要と認める場合）

第六十九条　保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者（第六十七条の基準に適合してい

る者に限る。）であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者が当該

指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。）から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

第七十条　削除

（訪問看護療養費等の支払）

第七十一条　被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規

定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

（訪問看護療養費に係る領収証）

第七十二条　指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及

び運営に関する基準（平成十二年厚生省令第八十号）第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料に

ついて、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

（準用）

第七十三条　第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

（指定訪問看護事業者に係る指定の申請）

第七十四条　法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業

を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。

一　申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

二　訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地

三　当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日

四　申請者の定款、寄附行為又は条例等

五　申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要
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六　申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その

概要

七　訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要

八　指定訪問看護を受ける者の予定数

九　訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴（看護師等については、免許証の写しを添付すること。）

並びに管理者の住所

十　運営規程

十一　職員の勤務の体制及び勤務形態

十二　事業計画

十三　保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容

十四　指定訪問看護の事業に係る資産の状況

十五　その他厚生労働大臣が必要と認める事項

２　前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合において

は、当該分室を経由して行うものとする。

（掲示）

第七十五条　指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならな

い。

２　指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。

（法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準）

第七十五条の二　法第八十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項とする。

一　当該事業所において訪問看護に従事する看護職員の員数が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条に規定する員数

を満たすものであること。

二　当該事業所の管理者が、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第三条に規定する管理者であること。

（指定訪問看護事業者の別段の申出）

第七十六条　法第八十九条第二項ただし書の規定による別段の申出は、指定居宅サービス事業者（訪問看護事業を行う者に限る。以下同

じ。）の指定の申請書に併せて、次に掲げる事項を記載した申出書を当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の所在地を管轄する

地方厚生局長等に提出して行うものとする。

一　当該申請に係る居宅サービス事業を行う事業所の名称及び所在地

二　当該指定居宅サービス事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

三　法第八十八条第一項の指定を不要とする旨

２　第七十四条第二項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。

（変更の届出）

第七十七条　法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項

（同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴（看護師等については、免許証の写し

を含む。）及び住所に限る。）とする。

（休廃止等の届出）

第七十八条　指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステー

ションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。

一　廃止し、休止し、又は再開した年月日

二　廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由

三　廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置

四　休止した場合にあっては、その休止の予定期間

２　第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

（公示）

第七十九条　法第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一　法第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日

二　指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地

三　訪問看護ステーションの名称及び所在地

第三款　移送費の支給

（移送費の額）

第八十条　法第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、 も経済的な通常の経路及び方法により移送された

場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

（移送費の支給が必要と認める場合）

第八十一条　保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

一　移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二　移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

三　緊急その他やむを得なかったこと。

（移送費の支給の申請）

第八十二条　法第九十七条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければなら

ない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　移送を受けた者の氏名及び生年月日

三　傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四　移送経路、移送方法及び移送年月日

五　付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所

六　移送に要した費用の額
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七　疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しく

は居所が明らかでないときは、その旨）

八　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第六号の事実を証する書類を添付しなければならな

い。

一　移送を必要と認めた理由（付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由）

二　移送経路、移送方法及び移送年月日

３　前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

４　第六十六条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。

第四款　補則

（特別療養給付の申請等）

第八十三条　法第九十八条第一項の規定により被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げ

る事項を記載した特別療養給付申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療

養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス（同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをい

う。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス（同法第八条第一項に規定す

る居宅サービスをいう。以下同じ。）若しくはこれに相当するサービス（これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同

じ。）、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス（同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをい

う。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス（同法第八条第

十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。）若しくはこれに相当するサービス（これらのサービスのうち療養に相当す

るものに限る。以下同じ。）、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等（同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を

いう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、特例施設介護サービス費に係る施設サービス（同法第八条第二十六項に

規定する施設サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービ

ス（同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）（療養に相当するものに限る。以下同じ。）若しくは

特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス（同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。）若しくは

これに相当するサービス（これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。）を受けていた者の氏名、住所又は居所及

び生年月日

三　傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養

費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サ

ービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域

密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、

特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係

る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受け始めた年月日

四　資格を喪失した際療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看

護療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係

る指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係

る指定地域密着型サービス、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サ

ービス費に係る指定施設サービス等、特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス

若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けていた同法第四十一条第一項に規定

する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅

サービス（以下この号において「基準該当居宅サービス」という。）を行う事業所、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外

の居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者

の当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス若しくはこれに相当する

サービスを行う事業所、同法第八条第二十五項に規定する介護保険施設、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業

者の当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス（以下こ

の号において「基準該当介護予防サービス」という。）を行う事業所若しくは指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以

外の介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを行う事業所の名称及び所在地

五　現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療

養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　保険者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく、様式第十二号による特別療養証明書を前項の者に交付しなければ

ならない。

３　第一項の者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に特別療養証明書を提出して受けるものとする。

４　第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、

訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を保険

者に返納しなければならない。

５　前項の規定にかかわらず、特別療養証明書を返納すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受

けるべき者は、その申請の際、特別療養証明書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金

額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において特別療養証明書を返納しなければならない。
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６　第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、

訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を

記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。

７　第四十九条第一項から第四項までの規定は、特別療養証明書について準用する。

第二節　傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

（傷病手当金の支給の申請）

第八十四条　法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出

しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　被保険者の業務の種別

三　傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

四　労務に服することができなかった期間

五　被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間

六　傷病手当金が法第百八条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定によるものであるときは、障害厚生年金又は障害手当金の別、そ

の額（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障

害基礎年金の額との合算額）、支給事由である傷病名、障害厚生年金又は障害手当金を受けることとなった年月日（当該障害厚生年金

と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金を受けることとなった年月日及び当該

障害基礎年金を受けることとなった年月日）並びに障害厚生年金を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及び当該障

害厚生年金（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当

該障害基礎年金）の年金証書の年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。）

七　傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付（以下単に「老齢退職年

金給付」という。）の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証

書若しくはこれに準ずる書類の年金コード若しくは記号番号若しくは番号

八　傷病手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができな

かった報酬の額及び期間、法第百八条第一項ただし書、第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに

報酬を受けることができなかった理由

九　労務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス、特例居宅介護サー

ビス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス、特例地域密

着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等、特

例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護

予防サービス若しくはこれに相当するサービスを受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の

名称

十　同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）、国家公務員災害補

償法（昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。）又は地方公務員災害補償法（昭和四十

二年法律第百二十一号）若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、そ

の旨

十一　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書

二　前項第四号、第五号及び第八号に関する事業主の証明書

３　前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

４　療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を

受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項

の申請書にその旨を記載しなければならない。

５　第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利

用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

一　法第百八条第三項の規定に該当する者　障害厚生年金（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けるこ

とができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。）の年金証書の写し、障害厚生年金の額及び

その支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類

二　法第百八条第四項の規定に該当する者　障害手当金の支給を証する書類

三　法第百八条第五項の規定に該当する者　老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を

証する書類並びにその直近の額を証する書類

６　法第百八条第四項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった

者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間

及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書

二　前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類

７　第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

一　法第九十九条第二項（次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに次条第二項から第四項まで、第六

項及び第七項において同じ。）に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第九十九条第二項の標準報酬月額が定めら

れている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合　各事業所の名称、所在地及び各事業所に

使用されていた期間

二　次条第二項から第四項までに規定する標準報酬月額がある場合　合併により消滅した健康保険組合、分割により消滅した健康保険組

合若しくは分割後存続する健康保険組合又は解散により消滅した健康保険組合の名称及び当該各健康保険組合に加入していた期間
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８　第六十六条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。

（傷病手当金の額の算定）

第八十四条の二　被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。）の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷

病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者（任意継続被保

険者を除く。）の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者（任意継続被保険者を除く。）

が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

２　法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健

康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとす

る。

３　法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した

健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割

後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

４　法第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継

したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

５　法第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期

間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額

を含むものとする。

６　法第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報

酬月額は直近のもの（同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。）とする。

７　傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるとき

は、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいず

れか多い額を支給する。

（傷病手当金の支給期間の計算）

第八十四条の三　傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。

（埋葬料の支給の申請）

第八十五条　法第百条又は第百五条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号

二　死亡の年月日及び原因

三　法第百条第一項又は第百五条第一項の規定による埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄

四　法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行

った年月日及び埋葬に要した費用の額

五　死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らか

でないときは、その旨）

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨及び個人番号

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一　市町村長（特別区の区長を含む。）の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被

保険者の死亡に関する事業主の証明書又はこれに代わる書類（保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、こ

の限りでない。）

二　法第百条第二項又は第百五条第二項の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬に要

した費用の金額に関する証拠書類

３　第六十六条第三項の規定は、前項の書類について準用する。

（出産育児一時金の支給の申請）

第八十六条　法第百一条又は第百六条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険

者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　出産の年月日

三　死産であるときは、その旨

四　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）における出生に関して戸

籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類（保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けること

ができるときは、この限りでない。）

二　同一の出産について、法第百一条の規定による出産育児一時金（法、船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）、国民健康保険法、

国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）、地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）及び私立学校

教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定によるこれに相当する給付を含む。）の支給を別途申請していないことを示

す書類（保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができると

きは、この限りでない。）

３　令第三十六条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると保険者が認

める際に必要となる書類を添付しなければならない。
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４　第六十六条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。

（令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準）

第八十六条の二　令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

（令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由）

第八十六条の三　令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

一　天災、事変その他の非常事態

二　出産した者の故意又は重大な過失

（令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態）

第八十六条の四　令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則（昭和二十五年厚生省令第

十五号）別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。

（令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件）

第八十六条の五　令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者（以下この条及び次条において

「病院等」という。）に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者

で、出生した者を現に監護するものをいう。）（次条において「出生した者等」という。）に対して適切な期間にわたり支払うための保険

金（特定出産事故（同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。）が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病

院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。）が支払われるものであることとする。

（令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置）

第八十六条の六　令第三十六条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産

事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供

するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関

に委託することとする。

（出産手当金の支給の申請）

第八十七条　法第百二条第一項の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出し

なければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産

の予定年月日及び出産の年月日）

三　多胎妊娠の場合にあっては、その旨

四　労務に服さなかった期間

五　出産手当金が法第百八条第二項ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間

六　出産手当金が法第百九条の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができな

かった報酬の額及び期間、法第百八条第二項ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由

七　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書

二　多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書

三　前項第四号の期間に関する事業主の証明書

３　第八十四条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項第一号中「法第九十九条第二項」と

あるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」

と、「、第六項及び第七項」とあるのは「及び第六項」と、同項第二号中「次条」とあるのは「第八十七条の二において準用する次条」

と読み替えるものとする。

４　第二項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

５　同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明

書を添付することを要しない。

６　第六十六条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。

（出産手当金の額の算定）

第八十七条の二　第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一

項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第

二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項（第八十七条

の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」と

あるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項（第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）」と読み替えるものとする。

（法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至った場合の届出）

第八十八条　傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第百八条第三項から第五項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲

げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　第八十四条第一項第六号又は第七号に掲げる事項

（法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第八十九条　法第百八条第三項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金

の額（当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害

基礎年金の額との合算額）を三百六十で除して得た額（その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

２　法第百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額

（当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額）を三百六十で除して得た額（その額に一円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。
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第三節　家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

（家族療養費の支給）

第九十条　第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第

六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用す

る。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が

法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

第九十一条及び第九十二条　削除

（家族療養費の支払）

第九十三条　被保険者の被扶養者が第九十条において準用する第五十三条、第五十四条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五条第

四項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合においては、法第百

十条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

（家族訪問看護療養費の支給）

第九十四条　第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被

扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」

とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。

（家族移送費の支給）

第九十五条　第八十条から第八十三条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。

（家族埋葬料の支給の申請）

第九十六条　法第百十三条の規定により家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなけ

ればならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　被保険者の氏名

三　死亡した被扶養者の氏名及び生年月日

四　第八十五条第一項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項

五　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　第六十六条第三項及び第八十五条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。

（家族出産育児一時金の支給の申請）

第九十七条　法第百十四条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提

出しなければならない。

一　第八十六条第一項各号に掲げる事項

二　出産した被扶養者の氏名及び生年月日

２　第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。

第四節　高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

（令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第九十八条　令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条

の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十四条の二十四第三項において適用す

る場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）第十六条第一項第一号又は第二項第一号（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

二十四年法律第三十一号）第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。）の医療費の支給

三　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五十八条第一項の自立支援医療

費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医

療に関する給付

五　削除

六　麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する

給付

七　母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八　独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成十四年法律第百九十二号）第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費

の支給

九　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第三十七条第一項（同法第四十四条の九第一

項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。）、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項（同法第四

十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。）の規定により費用の負担が行われる医療に関する

給付又は当該医療に要する費用の支給

九の二　石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）第四条第一項の医療費の支給

九の三　新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法（平成二十一年法律第九十八号）第四条第一号の医療費

の支給

九の四　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成二十三年法律第百二十六号）第十二条第一項の定期検査

費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

九の五　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

十　沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令（昭和四十七年政令第百八号）第三条又は第四条の医療費の支給

十一　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
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（特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定）

第九十八条の二　令第四十一条第七項の規定による保険者の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとするときは、被保

険者は、次に掲げる事項を、同項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関（以下この条において「実施機関」とい

う。）を経由して、保険者に申し出なければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　被保険者の氏名

三　認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

四　認定を受けようとする者が受けるべき令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称

２　被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前

項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と

同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

３　保険者は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第四十二条第一項

各号又は第三項各号に掲げる者の区分（第五項及び第六項において「所得区分」という。）を通知しなければならない。

４　被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を保険者に申

し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。

一　令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったと

き。

二　令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。

三　令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。

５　保険者は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を

通知しなければならない。

６　認定を受けた者は、令第四十一条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養（同条第七項に規定する特定疾病給付対象

療養をいう。次項において同じ。）を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出な

ければならない。

７　認定を受けた者（令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認

定又は限度額適用認定を受けている者を除く。）が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しく

は保険薬局若しくは法第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局（第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第

四項及び第五項並びに第百六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。）又は指定訪問看護事業者から療養（令第四十一条第一

項第一号に規定する療養をいう。第百三条の二第五項、第百四条、第百五条第四項及び第百六条において同じ。）を受けたときの令第四

十三条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担

額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。

（特定疾病の認定の申請等）

第九十九条　令第四十一条第九項の規定による保険者の認定（以下この条において「認定」という。）を受けようとするときは、被保険者

は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

三　認定を受けようとする者がかかった令第四十一条第九項に規定する疾病の名称

２　前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付し

なければならない。

３　前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

４　保険者は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第十三号による特定疾病療養受療証を交付しなければな

らない。

５　特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を保

険者に返納しなければならない。

一　被保険者の資格を喪失したとき。

二　保険者に変更があったとき。

三　被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

四　令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

６　認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保

険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者

が、第五十三条（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、

被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむ

を得ない理由があるときは、この限りでない。

７　前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等

に提出しなければならない。

８　被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意

思を表示しなければならない。

９　第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、特定疾病療養受療証

について準用する。この場合において、これらの規定（第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。）中「任意継

続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第九十九条第八項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び

第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第九十九条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるも

のとする。

（令第四十一条の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第九十九条の二　令第四十一条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間

をいう。）において、基準日被保険者（同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。）が該当する次の表の上欄に掲げる期間

の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養（七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同

じ。）に係る同表の下欄に掲げる額とする。
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日雇特例被保険者（令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をい

う。以下同じ。）であった期間

令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第

一項第一号に規定する合算額

船員保険の被保険者（国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づ

く共済組合の組合員を除く。以下同じ。）であった期間

船員保険法施行令（昭和二十八年政令第二百四十号）第八

条の二第一項第一号に規定する合算額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 国家公務員共済組合法施行令（昭和三十三年政令第二百七

号）第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令（昭和三十七年政令第三百

五十二号）第二十三条の三の三第一項第一号に規定する合

算額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった

期間

私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年政令第四百二

十五号）第六条において準用する国家公務員共済組合法施

行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額

令第四十一条の二第九項に規定する国民健康保険の世帯主等（以下「国民健康保

険の世帯主等」という。）であった期間（同条第一項に規定する基準日（以下「基

準日」という。）において、国民健康保険の被保険者でない場合（基準日におい

て当該者と同一の世帯に属する全ての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法

施行令（昭和三十三年政令第三百六十二号）第二十九条の四の四第一項に掲げる

場合に該当する場合を除く。）にあっては、計算期間（令第四十一条の二第一項

に規定する計算期間をいう。）における基準日まで継続して国民健康保険の世帯

主等であった期間を除く。）

国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項第一号に

規定する合算額

高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成十九年政令

第三百十八号）第十四条の二第一項第一号に規定する合

算額

２　令第四十一条の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）に

おいて、基準日被扶養者（同項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。）が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に

応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

３　令第四十一条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）

において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る

同表の下欄に掲げる額とする。

４　令第四十一条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）

において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に

係る同表の下欄に掲げる額とする。

５　令第四十一条の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）

において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等（同条

第十項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。）であった者（基準日被扶養者を除く。）が受けた外来療養に係る同表の下欄に

掲げる額とする。

６　令第四十一条の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間（同号に規定する計算期間をいう。）

において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であっ

た者（基準日被保険者を除く。）が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

（令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第九十九条の三　令第四十一条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当

する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

日雇特例被保険者 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第一項各号に掲げ

る額

船員保険の被保険者 船員保険法施行令第八条の二第一項各号に掲げる額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項各号に掲げる額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の

加入者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法

施行令第十一条の三の四第一項各号に掲げる額

国民健康保険の世帯主等（国民健康保険の被保険者である者に

限り、国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲げ

る場合に該当する者を除く。）

国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項各号に掲げる額

（令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第九十九条の四　令第四十一条の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であ

った者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

日雇特例被保険者の被扶養者 令第四十四条第二項において準用する令第四十一条の二第二項において準用する同

条第一項各号に掲げる額

船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第八条の二第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額

国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合

員の被扶養者

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項

各号に掲げる額

地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組

合員の被扶養者

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第二項において準用する同条第

一項各号に掲げる額

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共

済制度の加入者の被扶養者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令

第十一条の三の四第二項において準用する同条第一項各号に掲げる額
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国民健康保険の世帯主等の世帯員（国民健康保険法施

行令第二十九条の二の二第一項第三号に規定する世帯

員をいう。）

国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第二項において準用する同条第一項各号

に掲げる額

（令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第九十九条の五　令第四十一条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。

一　高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額

二　計算期間（基準日後期高齢者医療被保険者（令第四十一条の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下こ

の条において同じ。）が組合等（高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条に

おいて同じ。）の組合員等（同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。）であり、かつ、当該基準

日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等（同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。）であっ

た者（基準日世帯被保険者（同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。）（基準

日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。）を除く。）が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった

間に限る。）において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者（基準日世帯被保険者を除く。）が当該組合等の組

合員等の被扶養者等（法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養につ

いて令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

三　計算期間（基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者（基準日後期高

齢者医療被保険者を除く。）が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。）において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等

であった者（基準日後期高齢者医療被保険者を除く。）が当該組合等の組合員等の被扶養者等（法第百十条第二項第一号ニの規定が適

用される者に相当する者である場合を除く。）として受けた外来療養について令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額及び前

条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

（令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、

第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省

令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額の算定）

第百条　令第四十二条第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四

号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労

働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第四十一条第一項第一

号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額

を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療

養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

一　令第四十一条第一項第一号イに掲げる額　法第七十六条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額

二　令第四十一条第一項第一号ロに掲げる額　法第八十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の

額（その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額）に前号に定める額を合算した額

三　令第四十一条第一項第一号ハに掲げる額　法第八十七条第二項の規定により算定した費用の額（その額が現にその療養に要した費用

の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額）

四　令第四十一条第一項第一号ニに掲げる額　法第八十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額

五　令第四十一条第一項第一号ホに掲げる額　法第百十条第二項（同項第二号及び第三号に係る部分を除く。）の規定により算定した費

用の額（その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額）

六　令第四十一条第一項第一号ヘに掲げる額　法第百十一条第二項の規定により算定した費用の額

（令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者）

第百一条　令第四十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第

五十八条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者

又は第六十二条の三第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要し

なくなる者とする。

（令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める要保護者）

第百二条　令第四十二条第三項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第

五十八条第二号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者

又は第六十二条の三第二号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要し

なくなる者とする。

（令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める要保護者）

第百三条　令第四十二条第三項第六号の厚生労働省令で定める者は、令第四十一条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、第

五十八条第三号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者

又は第六十二条の三第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要し

なくなる者とする。

（限度額適用の認定等）

第百三条の二　保険者は、被保険者が令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定に

よる保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定（令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対

して行われるものに限る。）（以下この項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。）を受けている場合を除き、

被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは

第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定（令第四十二条第二項第一号か

ら第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。）（以下この条において「限度額適用認定」という。）

を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該

限度額適用認定を取り消さなければならない

２　保険者は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第十三号の二による限度額適用認定証の交付を受けようとするものから申

請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなけ

ればならない。

３　限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を保険者

に返納しなければならない。
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一　被保険者の資格を喪失したとき。

二　保険者に変更があったとき。

三　被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

四　第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。

五　令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一

号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十

二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる

者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったと

き、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第

三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第三号ニに掲げる者が

令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第二

項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくな

ったとき。

六　限度額適用認定の有効期限に至ったとき。

４　被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対し、その旨の意思

を表示しなければならない。

５　限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関

等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額

適用認定を受けた者が、第五十三条（第一項第三号を除く。）に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受け

ようとするとき（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることが

できる場合を除く。）は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出し

なければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

６　前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護

事業者に提出しなければならない。

７　第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで及び第五十一条第三項から第五項までの規定は、限度額適用認定証に

ついて準用する。この場合において、これらの規定（第四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項を除く。）中「任意継続

被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と、第四十七条第三項、第五十条第二項及び

第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百三条の二第四項の意思を表示しない者」と読み替える

ものとする。

（令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定）

第百四条　第百条の規定は、令第四十三条第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニの厚生労

働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

（限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等）

第百五条　限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四

号に掲げる事項を証する書類を添付して、保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

三　限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間

四　令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれ

かに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨

２　保険者は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認

定証を有効期限を定めて交付しなければならない。

３　被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を事業主を経由して行おうとするときは、事業主及び保険者に対

し、その旨の意思を表示しなければならない。

４　限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ

当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならな

い。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条（第一項第三号を除く。）に規定する方法によ

り被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき（当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適

用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。）は、被保険者証又は処方せんに添えて、限

度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由

があるときは、この限りでない。

５　前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等

又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

６　第四十七条第三項から第五項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第三項から第五項まで及び第百三条の二第三項の規定

は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定（第四十七条第三項、第五十条第二項及び

第五十一条第三項を除く。）中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者又は第百五条第三項の意思を表示しない者」と、第

四十七条第三項、第五十条第二項及び第五十一条第三項中「任意継続被保険者」とあるのは「任意継続被保険者及び第百五条第三項の意

思を表示しない者」と、第百三条の二第三項第五号中「令第四十三条第一項第一号イに掲げる者が令第四十二条第一項第一号に掲げる者

に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ロに掲げる者が令第四十二条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令

第四十三条第一項第一号ハに掲げる者が令第四十二条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第一号ニに

掲げる者が令第四十二条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ハに掲げる者が令第四十二条第三

項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ニに掲げる者が令第四十二条第三項第四号に掲げる者に該当し

なくなったとき、令第四十三条第一項第三号ハに掲げる者が令第四十二条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第

四十三条第一項第三号ニに掲げる者が令第四十二条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第

四項の規定により令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれか」とあるのは「令第四十三条第一項第一号ホに掲げる者が令第四

十二条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第四十三条第一項第二号ホに掲げる者が令第四十二条第三項第五号に掲げる

者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる者が令第四十二条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなった
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とき、令第四十三条第一項第三号ホに掲げる者が令第四十二条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第

一項第三号ヘに掲げる者が令第四十二条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第四十三条第一項第四号ロに掲げる

者が令第四十二条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十二条第

二項第五号」と読み替えるものとする。

（令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第百六条　令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養につ

いては、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条

の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十四条の二十四第三項において適用す

る場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

四　削除

五　麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

六　母子保健法第二十条の養育医療の給付

七　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

七の三　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感

染防止医療費の支給

七の四　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

八　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

２　令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が指定訪問看護事業者から受ける療養につい

ては、次のとおりとする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給

一の二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養

介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

一の三　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に

関する給付

二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

二の二　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

三　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第百七条　令第四十三条第七項において読み替えて準用する法第百十条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりと

する。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条

の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項（同法第二十四条の二十四第三項において適用す

る場合を含む。）の障害児入所医療費の支給

二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

四　生活保護法第十五条の医療扶助

五　削除

六　麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七　母子保健法第二十条の養育医療の給付

八　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

八の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

八の三　特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費又は同法第十三条第一項の母子感

染防止医療費の支給

八の四　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

九　令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給

十　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付）

第百八条　令第四十三条第八項において読み替えて準用する法第八十八条第六項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおり

とする。

一　児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給

二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護

医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

三　削除

四　生活保護法第十五条の医療扶助

五　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関す

る給付

五の二　石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

五の三　難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

六　令第四十一条第九項の規定による高額療養費の支給
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七　前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

（令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日）

第百八条の二　令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間（令第四十一条の二

第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。）において医療保険加入者（令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第

百九条の九において同じ。）の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入

者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

（月間の高額療養費の支給の申請）

第百九条　法第百十五条の規定により高額療養費（令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。）

の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養（七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっ

ては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円（令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に

係るものにあっては、一万五百円）以上であるものに限る。）について、それぞれ次に掲げる事項

イ　その療養を受けた者の氏名及び生年月日

ロ　その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地

ハ　傷病名

ニ　療養期間

ホ　その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額

ヘ　その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払っ

た額

三　支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第

一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月

四　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二

号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

３　高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被

保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定によ

り当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

（年間の高額療養費の支給の申請等）

第百九条の二　法第百十五条の規定により高額療養費（令第四十一条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条に

おいて同じ。）の支給を受けようとする基準日被保険者（以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書

を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

四　申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

五　申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者（高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保

険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）の名称及びその加入期間

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零であって前項の

申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提

供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。

一　令第四十一条の二第一項第二号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号から第十八号までに掲げる額に関する証明書

（同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる額に関する証明書について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。）

二　基準日における申請者の所得区分を証する書類

３　第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内

容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第四十一条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

二　その他高額療養費の支給に必要な事項

４　精算対象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）が死亡した日その他これ

に準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費の額の算定の申請を行うことができる。

この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。

５　前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。）に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を

含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

（年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等）

第百九条の二の二　法第百十五条の規定により高額療養費（令第四十一条の二第二項から第七項までの規定により支給される高額療養費に

限る。以下この条において同じ。）の支給を受けようとする者（令第四十一条の二第二項から第七項までに規定する被保険者であった者

をいう。以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、

第三項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号
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二　計算期間の始期及び終期

三　基準日に加入する医療保険者の名称

四　申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日

五　申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。

３　保険者は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。

ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

一　被保険者等記号・番号

二　申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間

三　申請者の氏名及び生年月日

四　令第四十一条の二第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる額、計算期間（申請者が当該保険者の被保険者であった間に限

る。）において、当該申請者が当該保険者の被保険者（法第七十四条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。）として受

けた外来療養に係る令第四十一条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間（申請者が当該保険者の被保険者であり、かつ、当

該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。）において、当該申請者の被扶養者であった者が当該保険

者の被扶養者（法第百十条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。）として受けた外来療養に係る令第四十一条の二

第一項第一号に規定する合算額

五　証明書を交付する者の名称及び所在地

六　その他必要な事項

４　第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から

高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書

は提出されなかったものとみなすことができる。

５　保険者は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額療養費の

額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者（当該精算対象者を除く。）から受けたときは、当該

証明書を交付しなければならない。

６　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第一号、第二号及び第四

号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。

（令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第百九条の二の三　令第四十三条の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間において、基準日被保険

者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶

養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる額とする。

　第一欄 第二欄

一日雇特例被保険者であった期間 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第

一項第一号に規定する合算額

二船員保険の被保険者であった期間 船員保険法施行令第十一条第一項第一号に規定する合算額

三国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員（防衛省の職員の給

与等に関する法律施行令（昭和二十七年政令第三百六十八号）第十七条の三

第一項に規定する自衛官等（以下この条及び第百九条の四において「自衛官

等」という。）を除く。）であった期間

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項

第一号に規定する合算額

四自衛官等であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の

四第一項第一号に規定する合算額

五地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であった期間 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項

第一号に規定する合算額

六私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であっ

た期間

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家

公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一

号に規定する合算額

七国民健康保険の世帯主等であった期間（基準日において、国民健康保険の被

保険者でない場合（基準日において当該者と同一の世帯に属する全ての国民

健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第二十九条の四の四第一項に掲

げる場合に該当する場合を除く。）にあっては、計算期間における基準日まで

継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。）

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に

規定する合算額

八高齢者医療確保法の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一

項第一号に規定する合算額

（令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第百九条の三　令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。

一　令第四十三条の二第一項第一号から第四号までに掲げる額に相当する額　当該各号に掲げる額について、それぞれ七十歳に達する日

の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額

イ　令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費
あん

按分率（同条第三

項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額（同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除し

た額）を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額

ロ　令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
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ハ　令第四十一条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額

ニ　七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第五十三条に規定するその他の給付として令第四十三条の二第

一項第一号イ及びロに掲げる額に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額

二　令第四十三条の二第一項第五号に掲げる額に相当する額　同号に規定する療養（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療

養に限る。）に係る額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用

する同条の規定によりそれぞれ算定した額

一 の

項

令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の

翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項の規定に

より高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（令第四十四条第一項において

準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令

第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十

一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条

第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該

支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が

支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。）

二 の

項

船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る

ものに限る。）の合算額（同令第九条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以

上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療

養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を控除し

た額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額と

し、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。）

三 の

項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌

月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場

合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額か

ら同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得

た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合に

あっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、

当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額（七

十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行われる場合

にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

四 の

項

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属す

る月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定

により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十

歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一

部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定によ

り高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、国家公務員共済組合法第五十二条に規定する

短期給付として同令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後

に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する額を

控除した額とする。）

五 の

項

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌

月以後に受けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される

場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額

から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して

得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合

にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあって

は、当該支給額を控除した額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる

金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行わ

れる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

六 の

項

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令（以下この号において「準用国共済法施

行令」という。）第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受

けた療養に係るものに限る。）の合算額（準用国共済法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給され

る場合にあっては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算

額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除し

て得た率をいう。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場

合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあって

は、当該支給額を控除した額とし、私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げ

る金額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。）に係る負担を軽減するための給付が行

われる場合にあっては、当該給付に相当する額を控除した額とする。）

七 の

項

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額（七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受

けた療養に係るものに限る。）の合算額（同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあって

は、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率（同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規

定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう

。）を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、

当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給

額を控除した額とする。）
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八 の

項

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額（七十歳に達する日の属す

る月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規

定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療

養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。）

三　令第四十三条の二第一項第六号に掲げる額に相当する額　七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サー

ビス等に係る同号に掲げる額

四　令第四十三条の二第一項第七号に掲げる額に相当する額　七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防

サービス等に係る同号に掲げる額

（令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額）

第百九条の四　令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険

者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。

　第一欄 第二欄

一日雇特例被保険者又はその被扶養者 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号（令第四十四条第五項

において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）に掲げる額

二船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第十一条第一項各号（同条第三項において準用する場合を含む。）に掲

げる額

三国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合

の組合員（自衛官等を除く。）又はその被扶養

者（自衛官等の被扶養者を含む。）

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項各号（同条第三項において準用

する場合を含む。）に掲げる額

四自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項各号に掲げる額

五地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組

合の組合員又はその被扶養者

地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項各号（同条第三項において準用

する場合を含む。）に掲げる額

六私立学校教職員共済法の規定による私立学校教

職員共済制度の加入者又はその被扶養者

私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一

条の三の六の二第一項各号（私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公

務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第三項において準用する場合を含む。）に掲

げる額

七国民健康保険の被保険者（国民健康保険法施行

令第二十九条の四の四第一項に掲げる場合に該

当する者を除く。）

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項各号（同条第三項において準用する場合

を含む。）に掲げる額

（令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額）

第百九条の五　令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄

に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。

一の項 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

二の項 船員保険法施行令第十一条第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

三の項及び

四の項

国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の財務省令で定めるところにより算定した金額

五の項 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第二項の総務省令で定めるところにより算定した金額

六の項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第二項の文部科学省

令で定めるところにより算定した金額

七の項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額

（令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額）

第百九条の六　令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者

の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

（令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日）

第百九条の七　令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

（介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え）

第百九条の八　令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

令第四十四条第五項において準用

する令第四十三条の三第一項及び

第二項

次の各号に掲

げる者

第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者

にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者であ

る者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者

　 次条第一項 第四十四条第七項

船員保険法施行令第十二条第一項

及び第二項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者

である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者

国家公務員共済組合法施行令第十

一条の三の六の三第一項及び第二

項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員で

ある者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該組合員

防衛省の職員の給与等に関する法

律施行令第十七条の六の五第一項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において自衛官等

である次の各号に掲げる者

地方公務員等共済組合法施行令第

二十三条の三の七第一項及び第二

項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において組合員で

ある者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該組合員
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私立学校教職員共済法施行令第六

条において準用する国家公務員共

済組合法施行令第十一条の三の六

の三第一項及び第二項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において加入者で

ある者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者であ

る者にあつては次の各号に掲げる当該加入者

国民健康保険法施行令第二十九条

の四の三第一項及び第三項

国民健康保険

の世帯主等と

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者

である者と

国民健康保険

の 世 帯 主 等

及び

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者

である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び

　 被保険者が 健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者

である者が

高齢者の医療の確保に関する法律

施行令第十六条の三第一項

次の各号に掲

げる者

健康保険法施行令第四十三条の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者

である次の各号に掲げる者

（令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日）

第百九条の九　令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険

加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合と

し、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

（高額介護合算療養費の支給の申請等）

第百九条の十　法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者（以下この条において「申請

者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日

四　申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

五　申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者（介護保険法第三条の規定によ

り介護保険を行う市町村及び特別区をいう。）の名称及びその加入期間

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　前項の申請書には、令第四十三条の二第一項第二号から第七号までに掲げる額に関する証明書（同項第三号に掲げる額に関する証明書

について、保険者が不要と認める場合における当該証明書を除く。）をそれぞれ添付しなければならない。ただし、当該証明書に記載す

べき額が零であって前項の申請書にその旨を記載した場合、又は保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の

内容を含む特定個人情報の提供を受けることができる場合は、添付を省略することができる。

３　申請者が、令第四十三条の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申

請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内

容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

４　第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、次に掲げる事項を、第二項本文の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内

容を含む特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

一　当該申請者に適用される令第四十三条の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

二　当該申請者に適用される令第四十三条の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世

帯合算額

三　その他高額介護合算療養費等（高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法（第百三十四条の三及び第百五十六条の二に

おいて「医療保険各法」という。）若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療

合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。）の支給に必要な事項

５　精算対象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）が死亡した日その他これ

に準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うこと

ができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

６　前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対

象者（計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。）に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を

含む特定個人情報を提供した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。

（高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等）

第百九条の十一　法第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者（令第四十三条の二第三項から第五項まで

及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を保

険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　計算期間の始期及び終期

三　基準日に加入する医療保険者の名称

四　申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日

五　申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

六　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　払渡しを受けようとする預貯金口座として、公

金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる者以外の者　払渡しを受けようとする金融機関等の名称

２　保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。た

だし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
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一　被保険者等記号・番号

二　申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間

三　申請者の氏名及び生年月日

四　令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶

養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額

五　証明書を交付する者の名称及び所在地

六　その他必要な事項

３　第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から

高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当

該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

４　保険者は、精算対象者（計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。）に係る高額介護合算

療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者（当該精算対象者を除く。）から受けたと

きは、当該証明書を交付しなければならない。

５　第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して

当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四

号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提供しなければならない。

第五節　雑則

（証明書の省略）

第百十条　この省令の規定によって申請書又は届書に意見書又は証明書を添付しなければならない場合であっても、申請書又は届書に相当

の記載を受けたときは、意見書又は証明書の添付を要しないものとする。

（保険給付に関する手続の特例）

第百十一条　協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条（第九十条において準用する場合を含む。）

、第六十二条の四（第九十条において準用する場合を含む。）、第六十五条（第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。）、第

六十六条（第九十条において準用する場合を含む。）、第八十二条（第九十五条において準用する場合を含む。）、第八十四条から第八十八

条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二（第九十条において準用する場合を含む。）及び第百九条の規定にかかわらず、別段の

定めをすることができる。

２　前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続

について」と読み替えるものとする。

（保険給付に関する処分の通知）

第百十二条　保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合

において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

（医療費の通知）

第百十二条の二　保険者は、被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該被保険者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲

げる事項を通知することを標準とする。

一　被保険者又はその被扶養者の氏名

二　療養を受けた年月

三　療養を受けた者の氏名

四　療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称

五　被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額

六　保険者の名称

第四章　日雇特例被保険者に関する特例

（適用除外の申請及び承認）

第百十三条　日雇労働者は、法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生

労働大臣に提出しなければならない。

一　氏名及び生年月日

二　住所又は居所

三　適用除外の理由

四　適用除外の期間

五　日雇特例被保険者手帳を所持しているときは、その記号及び番号

２　前項の場合において、同項第三号の理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の申請書に添付しなければならな

い。

３　厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を文書で当該日雇労働者に通知しなければなら

ない。

４　厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、これを承認しないときは、その旨を当該日雇労働者に通知しなければならな

い。

（日雇特例被保険者手帳の交付の申請）

第百十四条　法第百二十六条第一項の規定による日雇特例被保険者手帳の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は指定

市町村長（令第六十一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した地域（以下「指定地域」という。）をその区域に含む市町村（以下「指

定市町村」という。）の長をいう。以下同じ。）に提出して行うものとする。

一　日雇特例被保険者の氏名、生年月日及び性別

二　日雇特例被保険者の住所（居所で申請を行うときは、住所及び居所）

三　初めて日雇特例被保険者となった年月日

四　雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第四十四条の規定により交付を受けた日雇労働被保険者手帳の交付番号及びその交付を

受けた公共職業安定所の名称

五　申請の日前の二年間に住所を変更したことがある日雇特例被保険者にあっては、現住所に転入した年月日並びにその転入前の住所及

び当該住所を有していた期間
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六　使用されている事業所（申請の日において使用されている事業所がないときは、 後に使用されていた事業所）の名称及び所在地並

びに当該事業所で初めて使用された年月日

２　前項の申請書には、住民票の写し（入管法第十九条の三各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し。以下同

じ。）を添付しなければならない。ただし、機構又は指定市町村長が申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができると

きは、この限りでない。

３　日雇特例被保険者手帳を所持している日雇労働者が、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなく

なった場合において、余白がなくなった月の翌月末日までに新たに日雇特例被保険者手帳の交付を申請しようとするときは、第一項の申

請書にその日雇特例被保険者手帳を添えなければならない。

４　前項の規定により日雇特例被保険者手帳を添えて申請する場合においては、当該申請者に係る住民票の記載事項に変更があった場合

（機構又は指定市町村長が当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。）を除き、第二項の規定に

かかわらず、住民票の写しを添付しないこととすることができる。

（日雇特例被保険者手帳の様式）

第百十五条　介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者及び介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険

者に交付する日雇特例被保険者手帳の様式は、それぞれ様式第十五号及び様式第十五号の二による。

（日雇特例被保険者手帳の交換）

第百十六条　日雇特例被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特

例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。この場合において、当該日雇特例被保険者が第百三十四条第二項の規

定により読み替えて準用される第四十条第一項の規定により行う届出は、当該申請と同時に行うものとする。

２　前項の申請があったときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該申請の際提出された日雇特例被保険者手帳（以下この項において

「旧手帳」という。）に代えて様式第十五号による日雇特例被保険者手帳を交付するものとする。ただし、旧手帳に印紙をはり付けるべき

余白があるときは、厚生労働大臣又は指定市町村長は、当該旧手帳に介護保険第二号被保険者に該当しない旨の確認の表示を行って返付

するものとし、この場合において、当該旧手帳は様式第十五号によるものとみなす。

３　前二項の規定は、日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当することとなったときについて準用する。この場合において、第

一項中「第四十条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、第二項中「様式第十五号」とあるのは「様式第十五号の二」と読み替え

るものとする。

（日雇特例被保険者手帳に係る準用）

第百十七条　第四十八条（第三項を除く。）の規定は日雇特例被保険者手帳の訂正に、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）の規定は日

雇特例被保険者手帳の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養

者の氏名」とあるのは「その氏名、住所又は居所」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは

事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「厚生労働大臣又は指定

市町村長に提出しなければならない」と、同条第二項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と、「訂正し、事業主

を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認める

ときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三

項及び第四項中「保険者」とあるのは「厚生労働大臣又は指定市町村長」と読み替えるものとする。

（日雇特例被保険者手帳の返納）

第百十八条　日雇特例被保険者は、その所持する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった場合において

は、第百十四条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を添付する場合を除き、速やかに、その日雇特例被保険者手帳を返納しなけれ

ばならない。

２　日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける

べき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

３　法第百二十六条第三項又は前二項の規定による日雇特例被保険者手帳の返納は、機構又は指定市町村長に対して行うものとする。

（確認）

第百十九条　日雇特例被保険者は、法第百二十九条第三項の規定により受給資格者票の交付又は受給資格者票への確認を申請しようとする

ときは、協会又は令第六十一条第二項の規定に基づき協会が日雇特例被保険者に係る事務を委託した市町村（以下「委託市町村」とい

う。）に、日雇特例被保険者手帳を提出するとともに、受給資格者票を所持するときは併せてこれは提出しなければならない。

２　協会又は委託市町村は、前項の申請があった場合において、法第百二十九条第二項第一号に該当することを確認したときは、様式第十

六号の受給資格者票を作成又はこれに確認の表示を行い、これを申請者に交付しなければならない。

（被扶養者の届出）

第百二十条　日雇特例被保険者は、被扶養者を有するときは日雇特例被保険者手帳の交付の申請を行う際、厚生労働大臣を経由して協会

に、又は委託市町村に第三十八条第一項各号に掲げる事項を記載した被扶養者届を提出しなければならない。

２　日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、被扶養者届を協会又

は委託市町村に提出しなければならない。

３　日雇特例被保険者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その都度、その旨を協会又は委託市町村に届け出な

ければならない。

（受給資格者票に係る準用）

第百二十一条　第四十八条（第三項を除く。）の規定は受給資格者票の訂正に、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）の規定は受給資格

者票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏名に変更

があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者に異動が

生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康

保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」と、同条第

二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被

保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあるのは「訂

正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町

村」と読み替えるものとする。

（受給資格者票の返納）

第百二十二条　日雇特例被保険者は、次のいずれにも該当する場合には、速やかに、受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければ

ならない。
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一　日雇特例被保険者手帳を所持していないこと。

二　法第百二十九条第二項第一号に該当したことにより受けた同条第三項の規定による確認の表示を将来の期間について受けていないこ

と。

三　日雇特例被保険者が療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費

に係る療養を受けていないこと及びその被扶養者が家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費に係る療養を受けていないこと。

２　日雇特例被保険者が死亡したときは、その被扶養者又はその日雇特例被保険者に係る埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける

べき者は、その申請の際、その日雇特例被保険者が所持していた受給資格者票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

（処方せんの提出）

第百二十二条の二　法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養

者は、同項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを

当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から受給資格者票又は特別療養費受給票の提出を求められたときは、当該処方せ

ん及び受給資格者票又は特別療養費受給票を提出しなければならない。

（療養費の支給の申請）

第百二十三条　日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者

手帳（日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明

する文書）を添えなければならない。

（移送費の支給の申請）

第百二十四条　前条の規定は、法第百三十四条の規定による移送費の支給の申請について準用する。

（傷病手当金の支給の申請）

第百二十五条　日雇特例被保険者は、雇用保険法の規定による給付を受けることができる期間について法第百三十五条の規定による傷病手

当金の支給の申請をしようとするときは、失業の認定を受けていないことを明らかにし、また、その者が同法第四十三条に規定する日雇

労働被保険者であるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第一項の規定による保険料の納付が行われていないこと

を証明することができる日雇労働被保険者手帳その他の文書を傷病手当金の支給申請書に添えなければならない。

２　第百二十三条の規定は、法第百三十五条の規定による傷病手当金の支給の申請について準用する。

（埋葬料の支給の申請）

第百二十六条　法第百三十六条の規定により埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、その申請書に日雇

特例被保険者手帳を添えなければならない。

（出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請）

第百二十七条　第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の

申請について準用する。

（被扶養者に係る療養費の支給の申請）

第百二十八条　委託市町村に住所又は居所を有する日雇特例被保険者が法第百四十条第二項又は第百四十五条第七項において準用する法第

百三十二条の規定による被扶養者に係る療養費の支給の申請を行うときは、その申請書に当該委託市町村が交付する申請に係る者が当該

日雇特例被保険者の被扶養者である旨の証明書を添付しなければならない。

２　第百二十三条の規定は、被扶養者に係る療養費の支給の申請について準用する。

（家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請）

第百二十九条　第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料

及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。

（限度額適用認定の申請等）

第百二十九条の二　令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第

四項の規定による協会の認定（令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号に掲げる区分に該当する者に対して行わ

れるものに限る。）（以下この条において「認定」という。）を受けようとするときは、日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者

を含む。以下この条及び次条において同じ。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。

一　日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号

二　認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日

２　協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十三号の二による限度額適用認定証を有効期限を定めて交付しなければなら

ない。

３　限度額適用認定証の交付を受けた日雇特例被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証

を協会に返納しなければならない。

一　日雇特例被保険者の資格を喪失したとき。

二　被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

三　令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保

険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令

第四十四条第一項において準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二

条第二項第一号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が当該区分に該当しなく

なったとき。

四　限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。

４　認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局

又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適用

認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると

きは、この限りでない。

５　前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局

又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

（限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等）

第百二十九条の三　令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しく

は第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定（令第四十四条第一項において準用する令第

四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。）（以下この条において「認定」という。）を受けようと
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するときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会

に提出しなければならない。

一　日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号

二　認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の氏名及び生年月日

三　認定を受けようとする日雇特例被保険者又はその被扶養者の入院の期間

四　令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若し

くは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨

２　協会は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証を有効期限を定めて交付し

なければならない。

３　認定を受けた日雇特例被保険者又はその被扶養者は、法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局

又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、受給資格者票若しくは特別療養費受給票又は処方せんに添えて、限度額適

用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを

得ない理由があるときは、この限りでない。

４　前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該病院若しくは診

療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

５　前条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、同項第三号中「令第四十四条第一項

において準用する令第四十三条第一項第一号イに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が

令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第一号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において

準用する令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第一号」とあるの

は、「令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被

保険者又はその被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第

四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又は

その被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十

四条第一項において準用する令第四十三条第一項第二号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその

被扶養者が令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第三項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき、令第四十四条第一項

において準用する令第四十三条第一項第三号ホに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が

令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第五号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項にお

いて準用する令第四十三条第一項第三号ヘに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第

四十四条第一項において準用する令第四十二条第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなったとき若しくは令第四十四条第一項において

準用する令第四十三条第一項第四号ロに掲げる場合に該当している旨の認定を受けている日雇特例被保険者又はその被扶養者が令第四十

四条第一項において準用する令第四十二条第五項第二号に掲げる場合に該当しなくなったとき又は令第四十四条第一項において準用する

令第四十三条第三項若しくは第四項の規定により令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号」と読み替えるものと

する。

（特別療養費受給票の交付）

第百三十条　日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提

出しなければならない。

（特別療養費受給票の様式）

第百三十一条　特別療養費受給票の様式は、様式第十七号による。

（準用）

第百三十二条　第四十八条（第三項を除く。）の規定は特別療養費受給票の訂正に、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）の規定は特別

療養費受給票の再交付について準用する。この場合において、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名又は被扶養者の氏

名に変更があったとき」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所若しくはその被扶養者の氏名に変更があったとき、又はその被扶養者

に異動が生じたとき」と、「保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順

に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする」とあるのは「協会又は委託市町村に提出しなければならない」

と、同条第二項中「保険者」とあるのは「協会又は委託市町村」と、「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。

ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」とあ

るのは「訂正して、被保険者に返付しなければならない」と、第四十九条第一項、第三項及び第四項中「保険者」とあるのは「協会又は

委託市町村」と読み替えるものとする。

（特別療養費受給票の返納）

第百三十三条　日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、又は受給資格者票の交付を受けたときは、速やかに、

特別療養費受給票を協会又は委託市町村に返納しなければならない。

２　第百二十二条第二項の規定は、特別療養費受給票の返納について準用する。

（準用）

第百三十四条　この章に規定するもののほか、日雇特例被保険者に係る保険給付については、第三十二条第一項、第三十二条の二、第三十

三条、第五十七条、第五十八条、第六十一条から第六十六条まで、第六十九条、第七十一条、第七十二条、第八十一条、第八十二条、第

八十四条（第七項を除く。）、第八十五条から第八十七条まで（同条第三項を除く。）、第八十八条、第八十九条第一項、第九十三条、第九

十五条から第百三条まで（第九十九条第五項第一号及び第二号、第八項並びに第九項を除く。）、第九十九条の二から第九十九条の五ま

で、第百六条から第百十条まで、第百十二条及び第百十二条の二の規定を準用する。この場合において、これらの規定（第八十四条第一

項第九号及び第八十五条第一項第三号を除く。）中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）」

と、「被保険者証」とあるのは「日雇特例被保険者手帳」と、「被保険者等記号・番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番

号」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるも

のとする。

第三十二条第一項 事業主は、被保険者 日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）は、その

者

　 厚生労働大臣又は健康保険組合 協会
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　 事業所整理記号及び被保険者整理番号（健康保険

組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続

被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は

個人番号。以下同じ。）

日雇特例被保険者手帳の記号及び番号又は個人番号

第五十七条 法第八十五条第一項 法第百三十条

第五十八条 受ける者 受ける日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）又

はその被扶養者

第六十一条第一項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

　 入院時食事療養費又は保険外併用療養費 入院時食事療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費

第六十一条第二項 受けた者 受けた日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）又

はその被扶養者

　 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

第六十二条 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

　 入院時食事療養費 入院時食事療養費、家族療養費又は特別療養費

　 から支払 又はその被扶養者から支払

第六十二条の二 法第八十五条の二第一項 法第百三十条の二

第六十二条の三 受ける者 受ける日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）又

はその被扶養者

第六十二条の四第

一項

保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

　 入院時生活療養費又は保険外併用療養費 入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費

第六十二条の四第

二項

受けた者 受けた日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）又

はその被扶養者

　 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

第六十二条の五 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

　 入院時生活療養費 入院時生活療養費、家族療養費又は特別療養費

　 から支払 又はその被扶養者から支払

第六十三条 法第八十六条第一項 法第百三十一条第一項

第六十四条 保険医療機関等又は保険薬局等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院、診療所又は薬局

　 保険外併用療養費 日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）に係る保

険外併用療養費、家族療養費又は特別療養費

　 から支払 又はその被扶養者から支払

第六十五条 療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入

院時生活療養費若しくは保険外併用療養費

日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）に係る療

養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険

外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費

第六十六条第一項 法第八十七条第一項 法第百三十二条

　 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費、家族療養費若しくは特別療養費

第七十一条 法第八十八条第三項 法第百三十三条

　 訪問看護療養費 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費

第八十一条 移送費 法第百四十九条において準用する移送費又は家族移送費

第八十二条第一項 法第九十七条第一項の移送費 法第百三十四条の移送費又は法第百四十二条の家族移送費

第八十四条第一項 法第九十九条第一項 法第百三十五条第一項

第八十四条第四項 若しくは保険外併用療養費 、保険外併用療養費若しくは特別療養費

第八十五条第一項 法第百条又は第百五条 法第百三十六条第一項又は第三項

　 法第百条第一項又は第百五条第一項 法第百三十六条第一項

　 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項

第八十五条第二項 法第百条第二項又は第百五条第二項 法第百三十六条第三項

第八十六条第一項 法第百一条 法第百三十七条

第八十七条第一項 法第百二条第一項 法第百三十八条第一項

第九十三条 第九十条において準用する第五十三条、第五十四

条、第九十九条、第百三条の二第五項又は第百五

条第四項

法第百四十条第一項又は第百四十五条第一項

　 家族療養費 家族療養費又は特別療養費

第九十六条第一項 法第百十三条 法第百四十三条第一項

第九十七条第一項 法第百十四条 法第百四十四条第一項

第九十八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものと

して

第九十八条第十一号の規定による

第九十八条の二第

一項第一号

被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票

第九十九条第六項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

　 被保険者証 受給資格者票若しくは特別療養費受給票

第九十九条第七項 保険医療機関等 法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所

第百六条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものと

して

第百六条第八号の規定による
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第百七条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものと

して

第百七条第十号の規定による

第百八条 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものと

して

第百八条第七号の規定による

第百八条の二 令第四十三条第十一項の 令第四十四条第四項の

第百九条 法第百十五条 法第百四十七条

第百九条の二第一

項

法第百十五条 法第百四十七条

第百九条の二の二

第一項

法第百十五条 法第百四十七条

令第四十一条の二第二項から第七項まで 令第四十一条の二第二項及び第五項から第七項まで

第百九条の三 令第四十三条の二第一項第一号から第四号まで 令第四十三条の二第一項第一号及び第三号

第百九条の九 令第四十三条の四第一項 令第四十四条第七項

第百九条の十第一

項

法第百十五条の二 法第百四十七条の二

第百九条の十一第

一項

法第百十五条の二 法第百四十七条の二

　 令第四十三条の二第三項から第五項まで 令第四十三条の二第三項及び第五項

第百九条の十一第

二項

令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第

二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請

者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者

がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同

項第一号に規定する合算額

令第四十三条の二第一項第三号に掲げる額

２　第四十条第一項の規定は日雇特例被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなったときについて、第四十一条第一項の規定は介

護保険第二号被保険者に該当しない被保険者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときについて準用する。この場合において、

これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは「厚

生労働大臣又は指定市町村長」と、「事業所整理記号及び被保険者整理番号」とあるのは「日雇特例被保険者手帳の記号及び番号」と読

み替えるものとする。

３　第四十八条（第三項を除く。）、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）、第五十条（第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。）及

び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健康保険特定疾病療養受療証について準用する。この場合におい

て、これらの規定（第四十八条第二項を除く。）中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）

」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出

しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主

を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しな

ければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由すること

を要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）に返付しなければならない」と、第五

十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）」と、同条第五項

中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条

第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協

会」と読み替えるものとする。

４　第四十八条（第三項を除く。）、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）、第五十条（第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。）及

び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの

規定（第四十八条第二項を除く。）中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）」と読み替え

るほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提出しなければな

らない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行

うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならな

い。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない」

とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）に返付しなければならない」と、第五十条第四項及

び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）」と、同条第五項中「第二項又

は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九条第二項第一号」

とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と読み替える

ものとする。

５　第四十八条（第三項を除く。）、第四十九条（第五項及び第六項を除く。）、第五十条（第二項、第三項、第六項及び第七項を除く。）及

び第百二十二条の規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合に

おいて、これらの規定（第四十八条第二項を除く。）中「被保険者」とあるのは、「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含

む。）」と読み替えるほか、第四十八条第一項中「被保険者等記号・番号、その氏名」とあるのは「その氏名、住所若しくは居所」と、「提

出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業

主を経由して行うものとする」とあるのは「提出しなければならない」と、同条第二項中「訂正し、事業主を経由して被保険者に返付し

なければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由するこ

とを要しない」とあるのは「訂正して、日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）に返付しなければならない」と、第

五十条第四項及び第八項中「任意継続被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者（日雇特例被保険者であった者を含む。）」と、同条第五

項中「第二項又は前項」とあるのは「前項」と、第百二十二条第一項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協会」と、「法第百二十九

条第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第百二十九条第二項第一号」と、同条第二項中「協会又は委託市町村」とあるのは「協

会」と読み替えるものとする。
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第五章　費用の負担

（出産育児交付調整金額）

第百三十四条の二　当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額（法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項

において同じ。）が同年度の確定出産育児交付金の額（法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同

じ。）を超える場合における出産育児交付調整金額（法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において

同じ。）は、その超える額（次条において「出産育児交付超過額」という。）に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とす

る。

２　当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、

その満たない額（次条において「出産育児交付不足額」という。）に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

（出産育児交付算定率の算定方法）

第百三十四条の三　出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚

生労働大臣が定める率とする。

一　全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金（医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同

じ。）の額が同年度の確定出産育児交付金（医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。）の額に

満たない保険者（高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同

じ。）（次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。）に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児

交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者（次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。）に係る出産

育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会

保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金（法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。）を交付する業務上生

じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額

二　全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超

過額の合計額との差額

（出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法）

第百三十四条の四　法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三

号に掲げる率を乗じて得た額とする。

一　当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額

二　当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじ

め厚生労働大臣が定める率

三　当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大

臣が定める率

２　当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立し

た保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児

一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する

額とする。

（保険料等交付金の額の算定）

第百三十四条の五　令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金（以下この条において「保険料等交付金」という。）は、同一の月

に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等（同項に規定する保険料等をいう。）の額の合算額（同月に保険料等交付金とし

て交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。）から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用

に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額（同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた

額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。）を控除した額を交付するものとする。

（育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等）

第百三十五条　法第百五十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項（第七号に掲げる事項にあっては、育児休業等を開始した日の

属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。）を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出

することによって行うものとする。

一　申出に係る被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。）の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

三　事業所の名称及び所在地

四　育児休業等を開始した年月日

五　育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

六　育児休業等を終了する年月日

七　育児休業等の日数

２　法第百五十九条第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定

の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は

健康保険組合に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第百五十九条の三の規

定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

３　前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保

険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

４　法第百五十九条第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等

を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数（被保険者が育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第九条の二第一項に規定する出生時育児

休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数（当該事業

主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数（その数に一未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）をいう。）を除いた日数）とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合（法

第百五十九条第二項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。）には、これらの育児休業等につきそれぞれこの

項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

５　法第百五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であって、一の育児休

業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
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（産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等）

第百三十五条の二　法第百五十九条の三の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することに

よって行うものとする。

一　申出に係る被保険者（任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。）の事業所整理記号及び被保険者整理番号

二　申出に係る被保険者の氏名及び生年月日

三　事業所の名称及び所在地

四　産前産後休業を開始した年月日

五　産前産後休業に係る子の出産予定年月日

六　多胎妊娠の場合にあっては、その旨

七　申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、出産の年月日

八　産前産後休業を終了する年月日（以下「産前産後休業終了予定日」という。）

２　法第百五十九条の三の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、前項に掲げる事項に変更があったとき、又は

産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なけれ

ばならない。

３　前二項の規定による申出又は届出をしようとする事業主に使用される協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保

険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

（法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付）

第百三十五条の二の二　法第百六十条第三項第一号に規定する厚生労働省令で定める保険給付は、次に掲げるものとする。

一　療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

二　家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

三　高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支部被保険者（法第百六十条第一項に規定する支部被保険者

をいう。以下同じ。）及びその被扶養者に係る保険給付のうち、当該各号に掲げる額を合算した額に係る保険給付は、前項第一号から第

三号までに掲げる保険給付から除くものとする。

一　一の事業年度（令第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率（法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をい

う。以下同じ。）を算定する場合にあっては、適用月（令第四十五条の三第一号に規定する適用月をいう。以下同じ。）の属する事業年

度の前事業年度。以下同じ。）の前事業年度におけるイからホまでに掲げる額を合算した額から法第百五十三条の規定による国庫補助

の額を控除した額が当該一の事業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の当該支部被保険者

（任意継続被保険者を除く。）の総報酬額（標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。）の総額及び当該一の事業年度の

前事業年度の四月から三月までの各月の当該支部被保険者（任意継続被保険者に限る。）の総報酬額の総額の合算額（以下「支部総報

酬額」という。）の千分の〇・一に相当する額を超える場合　当該超える額

イ　第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免額

ロ　第五十六条の二に規定する特別の事情による療養の給付に係る一部負担金の減免（ハにおいて「一部負担金減免」という。）によ

り加算された保険外併用療養費の額

ハ　一部負担金減免により加算された訪問看護療養費の額

ニ　法第百十条の二に規定する保険者が定めた割合とする措置（ホにおいて「特例措置」という。）により加算された家族療養費の額

ホ　特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額

二　厚生労働大臣が定めるところにより算定した一の事業年度の翌事業年度における原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六

年法律第百十七号）にいう被爆者に係る費用の額の見込額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える

場合　当該超える額

三　一の事業年度の翌事業年度における診療報酬の算定方法第五号の規定に基づき定められた療養担当手当に係る額の見込額から当該見

込額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額及び法第百五十三条の規定による国庫補助の額の合算額の見込額を控除

した額が令第四十五条の二第二号に掲げる額の千分の〇・一に相当する額を超える場合　当該超える額

四　その他特別の事情がある場合　厚生労働大臣が定める額

３　前項第一号から第三号までに定める額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額とし、五百円以上千円未満の端数が生じたときは、これを千円に切り上げた額とする。

（端数処理）

第百三十五条の三　令第四十五条の二又は第四十五条の三の規定に基づき都道府県単位保険料率を算定する場合において、その率に千分の

〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千

分の〇・一に切り上げた率とする。

（令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率の算定）

第百三十五条の四　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二に規定する予定保険料納付率は、当該一の事業年度の前事業年度

の当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。

（令第四十五条の二第一号イ及びロに掲げる額の算定）

第百三十五条の五　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における

当該額等を勘案して、協会が定めるものとする。

２　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額は、当該一の事業年度の前事業年度における当該額等を勘案

して、協会が定めるものとする。

（令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定）

第百三十五条の五の二　令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部（法第七条の四第一項に規定する支部をいう。）ごとに第一号に

掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。

一　イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額

イ　（１）に掲げる数から（２）に掲げる数を減じて得た数（（２）に掲げる数が（１）に掲げる数を上回る場合にあっては、零）

（１）　当該支部の総得点

（２）　各支部の（１）に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち も低い総得点として協会が定める数

ロ　当該支部の支部総報酬額

二　各支部の前号に掲げる額を合算した額
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三　各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額

２　前項第一号イ（１）の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の

前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。

一　特定健康診査（高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。）その他

の健康診査であって協会が定めるもの（第四号において「特定健康診査等」という。）の実施率

二　高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導（次号において「特定保健指導」という。）の実施率

三　特定保健指導の対象者の減少率

四　支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者

の保険医療機関の受診率

五　後発医薬品（保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をい

う。）の使用割合

（令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額の算定）

第百三十五条の六　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第二号に掲げる合算額の見込額は、当該一の事業年度の前事業年

度における当該合算額等を勘案して、協会が定めるものとする。

（協会が定める額の算定に当たっての勘案事項）

第百三十五条の七　協会は、一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額及び

同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を定めるに当たっては、当該支部被保険者に係る第一号に掲げる額及び第

二号に掲げる額等を勘案するものとする。

一　一の事業年度の前事業年度における、令第四十五条の二第一号に掲げる額から同号ハに掲げる額のうち準備金の積立ての予定額を控

除した額に同号ニに掲げる額のうち取り崩すことが見込まれる準備金の額を加えた額と次のイからハまでに掲げる額を合算した額から

ニに掲げる額を控除した額との差額に相当する額

イ　療養の給付等（法第百六十条第三項第一号に規定する療養の給付等をいう。以下同じ。）に要した費用の額（法第百五十三条の規

定による国庫補助の額を除く。）から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に

法第百六十条第四項の規定に基づく調整を行うことにより得られた額

ロ　法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等（以下「流行初期医療確保拠出金等」という。）に要した費用

の額（法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額（イの国庫

補助の額を除く。）並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。）から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべ

き一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率（法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。）

を乗じて得た額

ハ　保健事業及び福祉事業に要する費用の額（法第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。）並びに健康保険事業の事務の

執行に要した費用の額（法第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。）のうち当該支部被保険者が負担すべき額として協会

が定めた額

ニ　健康保険事業に要する費用のための収入の額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の財政においてその収入とみなすべき

額として協会が定めた額

二　一の事業年度の前事業年度における、納付が見込まれる当該支部被保険者に係る保険料の額と納付された保険料の総額のうち各月の

当該支部被保険者の総報酬額に当該各月の都道府県単位保険料率を乗じて得た額の総額等を勘案して協会が定めた額との差額に相当す

る額

（令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額の算定）

第百三十五条の八　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の三第二号及び第三号に掲げる額は、支部総報酬額並びに当該一の事

業年度の前々事業年度の三月から当該一の事業年度の前事業年度の二月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者（任意継続被保

険者を除く。）の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の四月から三月までの各月の協会が管掌する健康保険の被保険者（任

意継続被保険者に限る。）の総報酬額の総額の合算額（以下「協会総報酬額」という。）並びに協会総報酬額に占める当該一の事業年度の

前事業年度の当該適用月の前々年における当該月（以下この条において「適用月相当月」という。）から二月までの各月の協会が管掌す

る健康保険の被保険者（任意継続被保険者を除く。）の総報酬額の総額及び当該一の事業年度の前事業年度の適用月相当月から三月まで

の各月の協会が管掌する健康保険の被保険者（任意継続被保険者に限る。）の総報酬額の総額の合算額の割合等を勘案して、協会が定め

るものとする。

（令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級）

第百三十五条の九　令第四十五条の四第四項第一号の年齢階級は、〇歳から六十九歳までの五歳ごと及び七十歳以上とする。

（令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該年齢階級に属する者の合計数の見込数の算定）

第百三十五条の十　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の当該支部被保険者及びその被扶養者であって当該

年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

（令第四十五条の四第四項第一号に規定する年齢階級別平均一人当たり給付額の算定）

第百三十五条の十一　令第四十五条の四第四項第一号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって

当該年齢階級に属する者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度におけ

る当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。

２　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第一号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者であって当

該年齢階級に属する者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

（令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数の算定）

第百三十五条の十二　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の当該支部被保険者及びその被扶養者の合計数の

見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

（令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定）

第百三十五条の十三　令第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るも

のについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定める

ものとする。

２　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の

見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

41



（令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定）

第百三十五条の十四　一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事

業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。

（保険料等の納入告知）

第百三十六条　保険者は、保険料その他法の規定による徴収金（任意継続被保険者が法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定

により納付するものを除く。）を徴収しようとするときは、徴収すべき金額を決定し、納付義務者に対し、その徴収金の種類並びに納付

すべき金額（一般保険料額については、その内訳として、基本保険料額（各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第百六

十条第十二項の基本保険料率を乗じて得た額をいう。）及び特定保険料額（各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同条第

十一項の特定保険料率を乗じて得た額をいう。））、期日及び場所を記載した書面（以下「納入告知書」という。）で納入の告知をしなけれ

ばならない。ただし、即納させる場合は、口頭で納入の告知をすることができる。

（納期日変更の告知）

第百三十七条　健康保険組合は、法第百七十二条の規定により納期の到らない保険料を徴収しようとするときは、前条の書面にその旨を記

載しなければならない。

２　納入の告知をした後、法第百七十二条の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者

に書面で告知しなければならない。

（任意継続被保険者の保険料納付）

第百三十八条　任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付

書により納付しなければならない。

２　前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。

３　法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請

書を保険者に提出しなければならない。

（任意継続被保険者の保険料の前納）

第百三十九条　任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払

い込まなければならない。

２　任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われ

ることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保

険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが令第五十条の規定により当該期間の各月につき納付す

べきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足を生ずる月の十日までに払い込まなければならない。

（前納保険料の還付）

第百四十条　保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引下げが行われることとなっ

た場合においては、前納された保険料の額のうち当該保険料の額の引下げが行われることとなった後の期間に係る額から当該期間の各月

につき納付すべきこととなる保険料の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き保険料を前納することができる期間

に係る前納されるべき保険料の額の一部とみなす。ただし、当該被保険者の請求があったときは、当該控除した額を当該被保険者に還付

するものとする。

（還付の請求）

第百四十一条　法第百六十五条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書

をその者又は被相続人が任意継続被保険者の資格を喪失したときの保険者（当該請求をしようとする者が当該資格を喪失しないものであ

るときは、その者の保険者）に提出しなければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所

三　前号に掲げる者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日

四　次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

イ　還付金の払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者　還付金の払渡しを受けようとする預貯

金口座として、公金受取口座を利用する旨

ロ　イに掲げる以外の者　還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称

五　還付を受けようとする理由

２　前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなけ

ればならない。ただし、保険者が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

一　任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類

二　先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

（口座振替による納付の申出）

第百四十二条　法第百六十六条の規定による納付義務者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うも

のとする。

一　事業所の名称及び所在地

二　預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別

三　納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称

（口座振替による納付に係る納入告知書の送付）

第百四十三条　厚生労働大臣は、法第百六十六条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入

告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。第百五十三条の五において同じ。）により通知をしたときは、この限りでない。

（保険料控除の計算書）

第百四十四条　法第百六十七条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備えな

ければならない。

一　被保険者の氏名

二　控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日

三　控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
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（健康保険印紙購入通帳）

第百四十五条　適用事業所の事業主であって日雇労働者を使用する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して、様

式第十八号の健康保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。ただし、既に健康保険印紙購入通帳の交付を受け、これに余白があ

るときは、この限りでない。

一　事業所整理記号（健康保険組合が管掌する健康保険の事業主にあっては、被保険者証の記号）

二　事業所の名称及び所在地

三　事業の種類

四　健康保険組合（法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者を含む。）を設立する事業主にあっては、当該健康保険組合の名称、

所在地及び保険者番号

２　第四十九条（第五項及び第六項を除く。）、第百十四条第三項及び第百十八条第一項の規定は、健康保険印紙購入通帳について準用す

る。

（健康保険印紙の購入及び買戻し）

第百四十六条　事業主は、健康保険印紙を購入するときには、健康保険印紙購入通帳に購入しようとする健康保険印紙の種類、枚数、金額

及び購入年月日を記入し、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所（郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。）に提出しな

ければならない。

２　事業主は、次に掲げる場合においては、健康保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に健康保険印紙購入通帳を提出して、その

保有する健康保険印紙の買戻しを請求することができる。

一　事業所を廃止したとき。

二　日雇特例被保険者を使用しなくなったとき（保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇特例被保険者を使用しなくなっ

たときを含む。）。

三　健康保険印紙の形式が変更されたとき。

３　事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により健康保険印紙の買戻しを請求しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に、

その事由に該当することについて、あらかじめ、厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

（消印）

第百四十七条　事業主は、法第百六十九条第三項の規定により消印する場合に使用する印章の印影を、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出

なければならない。印章を変更しようとするときも、同様とする。

２　前項の印章は、事業所の名称及びその電話番号を明らかにするものでなければならない。

３　法第百六十九条第三項の規定による消印は、印影が明瞭に読み取ることができるよう行わなければならない。

（日雇特例被保険者に係る保険料控除の計算書）

第百四十八条　法第百六十九条第六項前段の保険料の控除に関する計算書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、事業所ごとに、これを備

えなければならない。

一　被保険者の氏名

二　控除した標準賃金日額に係る保険料の額及び控除した年月日

三　控除した賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日

（健康保険印紙の受払等の報告）

第百四十九条　法第百七十一条第一項の報告は、毎月における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の

納付の状況を記載した様式第十九号の健康保険印紙受払等報告書を、翌月末日までに機構に提出して行うものとする。

２　法第百七十一条第二項の報告は、翌月末日までに行うものとする。

３　法第百七十一条第三項の報告は、毎年度における健康保険印紙の受払及び法第百七十条第一項に規定する告知に係る保険料の納付の状

況を記載した報告書を、翌年度五月末日までに機構に提出して行うものとする。

（概算日雇拠出金）

第百五十条　法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保

険事業（前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同

じ。）についての予定額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額か

ら第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。

一　保険給付費

二　前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等

三　保健事業費等業務勘定への繰入れの額

四　諸支出金（国債整理基金特別会計への繰入れに必要な経費及び賠償償還及払戻金の額のうち日雇拠出金に係るものを除く。）

五　保険料収入

六　一般会計よりの受入れのうち印紙売りさばき手数料補てんの額

七　業務勘定よりの受入れの額

八　雑収入

（確定日雇拠出金）

第百五十一条　法第百七十六条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、前年度の決算における日雇特例被保険者に係る健康保

険事業についての決算額のうち、前条第一号から第四号までに掲げる額の合算額から同条第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控

除した額とする。

（納付の猶予の申請）

第百五十二条　令第五十六条第一項の規定により日雇拠出金の一部の納付の猶予を受けようとする者は、機構を経由して厚生労働大臣に対

し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。

一　納付の猶予を受けようとする日雇拠出金の一部の額

二　納付の猶予を受けようとする期間

２　前項の申請書には、やむを得ない事情により申請者が日雇拠出金を納付することが著しく困難であることを明らかにすることができる

書類を添付しなければならない。

（督促状の様式）

第百五十三条　法第百八十条第二項の規定（法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。）により発する督促状

は、様式第二十号によるものとする。
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（協会による保険料の徴収に係る通知）

第百五十三条の二　法第百八十一条の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一　協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨

二　協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる期間

三　協会が当該滞納者から徴収を行うこととなる保険料の額

第六章　保健事業及び福祉事業

（法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者等）

第百五十三条の三　法第百五十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等（法

第百五十条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十三条の五において同じ。）に対し健康診断（特定健康

診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。）を実施しているもの（同法その他の法令に基づき健

康診断を実施する責務を有する者を除く。）

二　船舶所有者（船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する

規定の適用を受ける者をいう。）

２　法第百五十条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等（同項に規定する事業者等をいう。次条及び第百五十六条第三項におい

て同じ。）が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し（労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存し

ているものを除く。）とする。

（事業者等が行う記録の写しの提供）

第百五十三条の四　保険者が、法第百五十条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提

供を求めることができる健康診断に関する記録の写し（前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。）は、特定

健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成十九年厚生労働省令第百五十七号）第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しそ

の他法第百五十条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって保険者が必要と認める情報とす

る。

２　法第百五十条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写

しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適

切な方法により行うものとする。

（療養の給付等に関する記録の提供）

第百五十三条の五　保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等

に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することがで

きる。

（利用料）

第百五十四条　法第百五十条第六項の規定による利用料に関する事項は、協会にあっては定款で、健康保険組合にあっては規約で定めなけ

ればならない。

（保健事業及び福祉事業の実施命令）

第百五十五条　法第百五十条第七項の規定により厚生労働大臣が健康保険組合に対し行うことを命ずることができる事業は、次のとおりと

する。

一　傷病の予防に関する事業

二　健康診断に関する事業

三　療養に関する事業

四　保養に関する事業

五　健康の保持に関する事業

（法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者）

第百五十五条の二　法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、診療等関連情報（法第七十七条第三項に規定する診療等関連情

報をいう。以下同じ。）に係る特定の者であって、次に掲げるものとする。

一　高齢者医療確保法第七条第四項に規定する加入者及び高齢者医療確保法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者並びにこれに

準ずる者

二　前号に掲げる者を診察した医師又は歯科医師

（法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準）

第百五十五条の三　法第百五十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一　診療等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること（当該全部又は一部の記

述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

二　診療等関連情報に含まれる個人識別符号（個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第二条第二項に規定する個人

識別符号をいう。）の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き

換えることを含む。）。

三　診療等関連情報と当該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相

互に連結する符号に限る。）を削除すること（当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該診療等関連情報と当

該診療等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。）。

四　特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えること

を含む。）。

五　前各号に掲げる措置のほか、診療等関連情報に含まれる記述等と当該診療等関連情報を含む診療等関連情報データベース（診療等関

連情報を含む情報の集合物であって、特定の診療等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

をいう。）を構成する他の診療等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該診療等関連情報データベースの性質を勘案し、その

結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

（匿名診療等関連情報の提供に係る手続等）

第百五十五条の四　法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報（同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。以下同じ。）

の提供を受けようとする同項各号に掲げる者（当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下

「提供申出者」という。）は、次に掲げる事項を記載した書類（以下「提供申出書」という。）に、厚生労働大臣が当該匿名診療等関連情
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報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名診療等関連情報の提供の

申出をしなければならない。

一　提供申出者が公的機関（国の行政機関（厚生労働省を除く。）又は地方公共団体をいう。以下同じ。）であるときは、次に掲げる事項

イ　当該公的機関の名称

ロ　担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

二　提供申出者が法人等（法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。）であるときは、次に掲げる事項

イ　当該法人等の名称、住所及び法人番号

ロ　当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先

三　提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項

イ　当該個人の氏名、生年月日及び住所

ロ　当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

四　提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

五　代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

イ　当該代理人の氏名、生年月日及び住所

ロ　当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

六　当該匿名診療等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先

七　当該匿名診療等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名診療等関連情報を特定するために必要な事項

八　当該匿名診療等関連情報の利用場所（日本国内に限る。）並びに保管場所（日本国内に限る。）及び管理方法

九　当該匿名診療等関連情報の利用目的

十　当該匿名診療等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要 小限である旨及びその判断の根拠となる情報

十一　当該匿名診療等関連情報を取り扱う者が第百五十五条の八第二号イ（１）から（３）までに掲げる者に該当しない旨

十二　前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有

すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項

イ　次の（１）から（３）までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該（１）から（３）までに掲げる事項

（１）　提供申出者が公的機関である場合　当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が適正な保健医療サービスの提供に資する施策

の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨

（２）　提供申出者が大学その他の研究機関である場合　当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が疾病の原因並びに疾病の予防、

診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究に資する目的である旨

（３）　提供申出者が次条に規定する者である場合　当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的が第百五十五条の六第一項に規定する

業務に資する目的である旨

ロ　当該匿名診療等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間

ハ　当該匿名診療等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名診療等関連情報を利用して作成する成果物の内容

ニ　当該業務の成果物を公表する方法

ホ　個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨

ヘ　第百五十五条の八に規定する措置として講ずる内容

ト　当該匿名診療等関連情報の提供を受ける方法及び年月日

チ　イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項

２　提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

一　提供申出書及びこれに添付すべき資料（以下「提供申出書等」という。）に記載されている提供申出者（提供申出者が個人である場

合に限る。）及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、

健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務

員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、入管法第十九条の

三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十

一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足り

る書類

二　代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

３　提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報（以下「連結対象情報」という。）と連結して利用することができる

状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならな

い。

高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報（以下

「匿名医療保険等関連情報」という。）

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成十九年

厚生労働省令第百二十九号）第五条の五第一項に規定す

る提供の申出

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる

情報（匿名診療等関連情報を除く。）

同表の下欄に掲げる提供の申出

４　厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認

めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

５　厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、

当該申出に係る匿名診療等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。

６　前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名診療等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書

に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。

７　提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとす

る事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。

（法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者）

第百五十五条の五　法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二（同法第二百八十三条第一

項の規定により適用する場合を含む。）の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法

（平成二十六年法律第四十九号）第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて
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次条第一項に定める業務を行う個人（第百五十六条の二第二項において「民間事業者等」という。）であって、次の各号のいずれにも該

当しないものとする。

一　法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律（連結対象情報に係

るものに限る。）、統計法（平成十九年法律第五十三号）若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に

違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下この号におい

て「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

三　法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

四　暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれの

ある者

五　前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等（匿名診療等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百五十五条の八

第二号において同じ。）を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確

保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の

下欄に掲げる者が認めた者

（法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務）

第百五十五条の六　法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一　医療分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ　匿名診療等関連情報を医療分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。

ロ　匿名診療等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。

ハ　個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。

ニ　第百五十五条の八に規定する措置が講じられていること。

二　適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる

業務

イ　匿名診療等関連情報を適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。

ロ　匿名診療等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。

ハ　前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

三　疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ　匿名診療等関連情報を疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究の用に供することを直接の目的とするこ

と。

ロ　匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ　第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

四　保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ　匿名診療等関連情報を保健医療の経済性、効率性及び有効性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。

ロ　匿名診療等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。

ハ　第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

五　国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務

イ　匿名診療等関連情報を国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。

ロ　匿名診療等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。

ハ　第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

２　提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報（連結対象情報に限

る。）と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該

当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

匿名医療保険等関連情報 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に

掲げる業務

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄

に掲げる情報

同表の下欄に掲げる業務

（匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報）

第百五十五条の七　法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。

（法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置）

第百五十五条の八　法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一　次に掲げる組織的な安全管理に関する措置

イ　匿名診療等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。

ロ　匿名診療等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

ハ　匿名診療等関連情報に係る管理簿を整備すること。

ニ　匿名診療等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

ホ　匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

二　次に掲げる人的な安全管理に関する措置

イ　匿名診療等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

（１）　第百五十五条の五第一号に該当する者

（２）　暴力団員等

（３）　匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医

療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれ

ぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者

ロ　匿名診療等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

三　次に掲げる物理的な安全管理に関する措置

イ　匿名診療等関連情報を取り扱う区域を特定すること。

ロ　匿名診療等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
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ハ　匿名診療等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。

ニ　匿名診療等関連情報を削除し、又は匿名診療等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

四　次に掲げる技術的な安全管理に関する措置

イ　匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名診療等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な

措置を講ずること。

ロ　不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセ

ス行為をいう。）を防止するため、適切な措置を講ずること。

ハ　匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

五　次に掲げるその他の安全管理に関する措置

イ　匿名診療等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名診療等関連情報の安全管理の

ために必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。

ロ　イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

ハ　匿名診療等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名診療等関連情報を取り扱うことを禁止するこ

と。

（法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者）

第百五十五条の九　法第百五十条の九の厚生労働省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者として厚生労働大臣

が認めた者とする。

（手数料に関する手続）

第百五十五条の十　厚生労働大臣は、法第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供するときは、匿名診療等関連情報利

用者（法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。以下同じ。）に対し、当該匿名診療等関連情報利用者が納付すべ

き手数料（法第百五十条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。）の額及び納付期限を通知するものとする。

２　前項の通知を受けた匿名診療等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

（令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面）

第百五十五条の十一　令第四十四条の二第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

一　手数料の額

二　手数料の納付期限

三　その他必要な事項

（手数料の免除に関する手続）

第百五十五条の十二　厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者から令第四十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同

条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名診療等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな

い。

第七章　健康保険組合連合会

（準用）

第百五十六条　第三条第一項（第三号及び第五号を除く。）、第五条第一項、第九条（第一号及び第四号を除く。）、第十一条、第十二条、第

十六条及び第十七条の規定は、健康保険組合連合会について準用する。この場合において、第十六条中「理事長」とあるのは、「会長」

と読み替えるものとする。

２　第百五十三条の四第一項の規定は、健康保険組合連合会が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第二項の規定によ

り健康診断に関する記録の写しの提供を求める場合について準用する。

３　第百五十三条の四第二項の規定は、健康保険組合又は事業者等が法第百八十八条において読み替えて準用する法第百五十条第三項の規

定により高齢者医療確保法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報又は健康診断に関する記録の写しを提供する場合について準用

する。

第八章　雑則

（法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等）

第百五十六条の二　法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一　厚生労働大臣

二　財務大臣

三　地方厚生局長等

四　協会

五　健康保険組合

六　適用事業所の事業主

七　健康保険組合連合会

八　社会保険診療報酬支払基金

九　国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会

十　国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人

十一　保険医療機関等

十二　保険薬局等

十三　法第八十七条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者

十四　指定訪問看護事業者

十五　都道府県知事

十六　市町村長

十七　機構

２　法第百九十四条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一　保険者（前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。）又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療

保険各法（法を除く。）若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

二　保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた健康保険事業に関連する事務を行う場合

三　被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた保険者（当該保険者か

ら委託を受けた者を含む。）に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
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四　国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第二十三条第一項の規

定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

五　がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

六　独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘ

に掲げる業務（同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。）を行う場合

七　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律（平成二十九年法律第二十八号）第十条第

一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ

同法第二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

八　医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二条第五項に規定する医療情報取扱事業

者が、同法第五十二条第一項各号又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定す

る医療情報を取得する場合

九　第四号から第八号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

イ　国の行政機関（前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。）　適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関

する調査

ロ　大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体　疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究そ

の他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

ハ　民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの　医療分野の研究開発に資する分析（特

定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

十　高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十

六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

十一　社会保険労務士（社会保険労務士法人を含む。）が、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項各号に掲げ

る業務を行う場合

十二　独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合

十三　法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者

（第百五十五条の九に規定する者に限る。）が、当該事務を行う場合

（身分を示す証明書の様式）

第百五十七条　職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一　法第七条の三十八第一項（法第二十九条第一項において準用する場合を含む。）の規定により質問又は検査を行う場合に同条第二項

の規定により携帯すべき証明書　様式第二十一号

二　法第六十条第三項（法第百四十九条において準用する場合を含む。）において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯す

べき証明書　様式第二十二号

三　法第七十八条第二項（法第百四十九条において準用する場合を含む。）において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯

すべき証明書　様式第二十三号

四　法第九十四条第二項（法第百四十九条において準用する場合を含む。）において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯

すべき証明書　様式第二十四号

五　法第百九十四条の三第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書　様式第二十四号の二

六　法第百九十八条第二項において準用する法第七条の三十八第二項の規定により携帯すべき証明書　様式第二十五号

（申請書等の回付）

第百五十七条の二　厚生労働大臣は、この省令の規定により協会に提出すべき書類の提出を受けた場合においては、遅滞なく、これを協会

に回付するものとする。協会が、この省令の規定により厚生労働大臣に提出すべき書類の提出を受けた場合においても、同様とする。

（機構の経由）

第百五十八条　事業主（次項に掲げる事業主を除く。）が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。

２　健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄す

る地方厚生局長等を経由しなければならない。

（法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限）

第百五十八条の二　法第二百四条第一項第十六号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一　国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七号）第三十二条第一項の規定の例による告知

二　国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促

三　国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

四　国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第十一条の規定の例による延長

五　国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知（納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。）

六　国税通則法第四十二条において準用する民法（明治二十九年法律第八十九号）第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に

属する権利の行使

七　国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求

八　国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予

九　国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し

十　国税通則法第六十三条の規定の例による免除

十一　国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付

（法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限）

第百五十八条の三　法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

一　第二条第一項の規定による届書の受理

二　第二条第二項の規定による通知又は通知の受理

三　第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理

四　第十九条第一項の規定による届書の受理

五　第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理

六　第二十三条の規定による申請書の受理

六の二　第二十七条の二第一項の規定による届書の受理

48



七　第二十八条の規定による届出の受理

八　第二十八条の二第一項の規定による届書の受理

九　第三十条第一項の規定による届書の受理

十　第三十一条の規定による届書の受理

十一　第三十二条第一項の規定による届出の受理

十二　第三十五条の規定による届出の受理

十三　第三十七条第一項の規定による届書の受理

十四　第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理

十五　第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理

十六　第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理

十七　第四十六条の規定による通知

十八　第四十八条第一項の規定による被保険者証の受領

十九　第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付

二十　第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領

二十一　第五十一条第一項の規定による被保険者証の受領

二十二　第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領

二十三　第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領

二十四　第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理

二十五　第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知

二十六　第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

二十七　第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付

二十八　第百十七条において準用する第四十八条（第三項を除く。）による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付

二十九　第百十七条において準用する第四十九条（第五項及び第六項を除く。）による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領

及び再交付

三十　第百二十条の規定による被扶養者届の受理

三十一　第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理

三十二　第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理

三十三　第百三十五条第二項の規定による届出の受理

三十三の二　第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理

三十四　第百四十三条の規定による告知

三十五　第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付

三十六　第百四十六条第三項の規定による確認

三十七　第百四十七条第一項の規定による届出の受理

三十八　第百五十七条の二の規定による書類の回付

三十九　第百五十八条第一項の規定による書面の受理

四十　第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表

（厚生労働大臣に対して通知する事項）

第百五十八条の四　法第二百四条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる

事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

一　厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容

二　厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由

三　その他必要な事項

（法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項）

第百五十八条の五　法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲

げる事項とする。

一　厚生労働大臣が法第二百四条第二項に規定する滞納処分等（以下「滞納処分等」という。）を行うこととなる旨

二　機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日

三　機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称

四　当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等の根拠となる法令

七　滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八　その他必要な事項

（法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等）

第百五十八条の六　法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限（以下この条において「権限」という。）

の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次

の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。

二　権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等）

第百五十八条の七　法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所（第一条

の三第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所）に対してするものとする。
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（法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限）

第百五十八条の八　法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限は、第百五十八条の二第一号、第二号及び第六号から第九号まで

に掲げる権限とする。

（令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数）

第百五十八条の九　令第六十三条第一号の厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

（令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額）

第百五十八条の十　令第六十三条第三号の厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。

（滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等）

第百五十八条の十一　法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項の規定による滞納処分等その他の処分

（法第二百四条の二第一項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。）の執行の状況及びその結果に関する報告は、六月に一

回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一　財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額

二　その他必要な事項

（財務大臣による通知に関する技術的読替え等）

第百五十八条の十二　法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定により同法第百条の四第五項の規

定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第三項の規定により自ら行うこととした滞納

処分等」とあるのは「健康保険法第二百四条の二第一項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚

生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とある

のは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。

２　法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項

の規定による通知は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行

われる場合には、当該委任を 後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。

（法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生

労働省令で定める事項）

第百五十八条の十三　法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条

の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一　財務大臣（法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた

場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長）が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨

二　厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日

三　厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省（法第二百四条の二第二項において準用する厚生

年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署）の部局の名称

四　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所

五　当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地

六　当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令

七　滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額

八　その他必要な事項

（滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等）

第百五十八条の十四　法第二百四条の二第一項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとする

ときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

２　法第二百四条の二第一項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないも

のとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

二　滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

三　その他必要な事項

（機構が行う滞納処分等の結果の報告）

第百五十八条の十五　法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる

事項について行うものとする。

一　機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業

所の名称及び所在地

二　差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果

三　その他参考となるべき事項

（滞納処分等実施規程の記載事項）

第百五十八条の十六　法第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲

げる事項とする。

一　滞納処分等の実施体制

二　滞納処分等の認可の申請に関する事項

三　滞納処分等の実施時期

四　財産の調査に関する事項

五　差押えを行う時期

六　差押えに係る財産の選定方法

七　差押財産の換価の実施に関する事項

八　法第百八十条第一項に規定する保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項

九　その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
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（令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合）

第百五十八条の十七　令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一　機構の職員が、保険料等（法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。）を納付しようとする納付義務者に対し

て、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする

場合

二　納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所（年金事務所を除く。）での納付が困難であると認められる場合

（令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるもの）

第百五十八条の十八　令第六十四条の五第二項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一　年金事務所の名称及び所在地

二　年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

（領収証書等の様式）

第百五十八条の十九　令第六十四条の八第一項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式

第二十六号による。

（保険料等の日本銀行への送付）

第百五十八条の二十　機構は、法第二百四条の六第一項の規定により保険料等を収納したときは、送付書（様式第二十七号）を添え、これ

を現金収納の日又はその翌日（当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休

日、一月二日、同月三日、十二月二十九日、同月三十日又は同月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。）に

おいて日本銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。）に送付しなければならない。

（帳簿の備付け）

第百五十八条の二十一　令第六十四条の九の帳簿は、様式第二十八号によるものとし、収納職員（令第六十四条の四第三号に規定する収納

職員をいう。以下同じ。）ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。

（徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領）

第百五十八条の二十二　徴収職員（法第二百四条の三第一項の徴収職員をいう。以下同じ。）は、保険料等を徴収するため第三債務者、公

売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。

２　徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。

３　国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費

用の額に相当する金銭を受領するものとする。

４　徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならな

い。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでな

い。

５　第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十九号による。

（現金の保管等）

第百五十八条の二十三　収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

２　収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

（証券の取扱い）

第百五十八条の二十四　収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。

（収納に係る事務の実施状況等の報告）

第百五十八条の二十五　法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の収納に係る事務の実施状況及びそ

の結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書（様式第三十号）により行わなければならない。

（帳簿金庫の検査）

第百五十八条の二十六　機構の理事長は、毎年三月三十一日（同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはそ

の前々日とする。）又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を

命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

２　機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を

検査させるものとする。

３　検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

４　検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提

出しなければならない。

５　検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとす

る。

（収納職員の交替等）

第百五十八条の二十七　収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りを

し、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。

２　前任の収納職員は、様式第三十一号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収

納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員にお

いて記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。

３　収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前二項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続

をしなければならない。

４　前任の収納職員又は廃止される収納職員が第一項及び第二項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の

理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。

（送付書の訂正等）

第百五十八条の二十八　機構は、令第六十四条の八第一項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第百五十八条の二十に規定

する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収

官又は日本銀行（本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。）にその訂正を請求しなければならない。

２　機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正

の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
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（領収証書の亡失等）

第百五十八条の二十九　機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければ

ならない。

（権限の委任）

第百五十九条　法第二百五条第一項及び令第三十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限（協会の主たる事務所の指導及

び監督に係るものを除く。）は、地方厚生局長に委任する。ただし、第一号、第二号、第五号、第五号の三、第六号の三、第九号の二か

ら第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。

一　法第七条の三十八第一項の規定による権限

一の二　法第十六条第二項及び第三項の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う

場合を除く。）

二　法第二十九条第一項において準用する法第七条の三十八及び法第七条の三十九の規定による権限（法附則第二条第六項において準用

する場合を含む。）

三　法第三十一条第一項及び第三十三条第一項の規定による権限（健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。）

四　法第四十九条第一項及び第三項から第五項までの規定による権限

五　法第六十条第一項及び第二項（これらの規定を法第百四十九条において準用する場合を含む。）の規定による権限

五の二　法第六十三条第三項第一号、第六十四条、第六十九条ただし書、第八十条、第八十一条及び第八十三条の規定による権限

五の三　法第七十三条（法第七十八条第二項、第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百

四十九条において準用する場合を含む。）及び第七十八条第一項（法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、

第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。）の規定による権限

六　法第七十六条第三項の規定による権限（国の開設する保険医療機関又は保険薬局に係る場合を除く。）

六の二　法第八十八条第一項の規定による指定の権限並びに法第九十三条及び第九十五条の規定による権限

六の三　法第九十一条及び第九十四条第一項（これらの規定を法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。）の

規定による権限

七　法第百五十条第七項の規定による権限

八　法第百六十条第十三項において準用する同条第八項の規定による権限（健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第

三条第一項の認可に伴う場合を除く。）

九　法第百八十条第五項の規定による権限（法第百八十一条の三第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。）

九の二　法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予

九の三　法第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し

十　法第百九十八条第一項の規定による権限

十の二　法第百九十九条第二項の規定による権限

十の三　法第二百四条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合におけ

る当該権限

十の四　法第二百四条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項及び第五項の規定による権限

十の五　法第二百四条の三第一項の規定による権限

十の六　法第二百四条の三第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定による権限

十の七　法第二百四条の五第一項の規定による権限

十の八　法第二百四条の六第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項及び第四項の規定による権限

十の九　法第二百四条の八第一項の規定による権限

十の十　法第二百五条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げ

る事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限

十一　法附則第二条第九項の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除

く。）

十一の二　法附則第三条の二第二項の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場

合を除く。）

十二　法附則第八条第一項の規定による権限（健康保険組合の設立、合併又は分割を伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合

を除く。）

十三　令第十六条第一項の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。）

十四　令第二十二条の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。）

十五　令第二十三条の規定による権限（健康保険組合の合併又は分割に伴う場合及び法附則第三条第一項の認可に伴う場合を除く。）

十六　令第二十四条第一項の規定による権限

２　法第二百五条第二項及び令第三十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方

厚生支局長に委任する。ただし、同項第一号、第五号、第九号の二から第十号まで及び第十号の三から第十号の十までの権限にあって

は、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない。

（法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限）

第百五十九条の二　法第二百五条の二第一項第五号、第七号、第八号及び第十号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限と

する。

一　法第百八十条第一項の規定による督促

二　法第百八十条第二項の規定による督促状の送付

（機構による厚生労働大臣の保有する情報の提供に関する法律の規定）

第百五十九条の三　法第二百五条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの（当該法律又は他の法

律において準用する場合を含む。）とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。

一　法第五十一条の二

二　船員保険法第二十八条及び第五十条

三　削除

四　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十三条の二
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五　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第二十六条及び第二十八条第

二項

六　賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第十二条の二

七　高齢者医療確保法第百三十八条

八　介護保険法第六十八条

九　統計法第二十九条及び第三十一条

十　平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五

年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二

（法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務）

第百五十九条の四　法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

一　令第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務

二　令第五十六条第二項の規定による通知に係る事務

（法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等）

第百五十九条の五　法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするも

のとする。

（情報の提供）

第百五十九条の六　機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労

働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

（法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの）

第百五十九条の七　法第二百五条の四第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一　法第五十二条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給

二　法第百二十七条第一項に掲げる保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算

療養費の支給

（法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務）

第百五十九条の八　法第二百五条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

一　法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

二　法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

三　法第百五十五条の規定による保険料の徴収

四　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成二十

六年内閣府・総務省令第五号）第二条各号に掲げる事務

（法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務）

第百五十九条の九　法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

一　法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給

二　法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施

三　法第百五十五条の規定による保険料の徴収

四　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令

（平成二十六年内閣府・総務省令第七号）第二条各号又は第三条各号に掲げる事務

（法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの）

第百五十九条の十　法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防

衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

（事業所の適用情報等の公表）

第百五十九条の十一　厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受

けた事業主の事業所（協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。）に係る次の各号に掲げる事項（第二十三条の

二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であっ

て、当該届出又は申出に係る変更後のもの）をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　適用事業所に該当した日

四　特定適用事業所であるか否かの別

五　当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

六　事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

七　使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数

２　厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業

所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。

一　事業主の氏名又は名称

二　事業所の名称及び所在地

三　適用事業所に該当しなくなった年月日

四　当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所

五　事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

（電子情報処理組織による手続）

第百六十条　健康保険組合は、事業主又は被保険者に関する手続のうちこの省令の規定により書面等（情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第五号に規定する書面等をいう。）により行うこととしているものについては、

電子情報処理組織（健康保険組合の使用に係る電子計算機と事業主又は被保険者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を使用して行うことができる。
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（交付金の交付の対象）

第百六十一条　令第六十五条第一項第一号イに規定する健康保険組合は、当該健康保険組合の同号イに規定する所要保険料率が健康保険組

合連合会の会員である全健康保険組合の平均の所要保険料率を相当程度上回る健康保険組合とする。

（交付金の算定方法）

第百六十二条　令第六十五条第一項第一号イに該当する健康保険組合に対する交付金額は、当該健康保険組合の財政状況に応じて算定しな

ければならない。

（特定健康保険組合の要件）

第百六十三条　法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一　特例退職被保険者及びその被扶養者（以下この条及び次条において「特例退職被保険者等」という。）に係る健康保険事業の実施が

将来にわたり当該健康保険組合の事業の運営に支障を及ぼさないこと。

二　特例退職被保険者に係る保険給付及び保険料等の徴収を適切かつ確実に行うことができること。

三　特例退職被保険者等に対し特例退職被保険者等以外の被保険者及びその被扶養者に対すると同程度又はこれを超える水準の保健事業

及び福祉事業を行うことができること。

四　特例退職被保険者の資格の確認を適切かつ確実に行うことができること。

（特定健康保険組合の認可の申請）

第百六十四条　法附則第三条第一項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付することによって行うものとする。

一　特例退職被保険者等に係る健康保険事業の事業計画書

二　特例退職被保険者等に係る健康保険事業の収入支出の見込みを示す書類

三　特例退職被保険者の資格の確認の方法を記載した書類

（特定健康保険組合の認可の取消し）

第百六十五条　厚生労働大臣は、特定健康保険組合が第百六十三条の要件に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請が

あったときは、その認可を取り消すことができる。

（特定健康保険組合の認可の取消しの申請）

第百六十六条　特定健康保険組合について、厚生労働大臣の認可の取消しを受けようとするときは、申請書に、認可の取消しを受けること

につき当該健康保険組合の組合会において議員定数の三分の二以上の多数により議決していることを証する書類を添付して、厚生労働大

臣に提出しなければならない。

（特定健康保険組合の健全化計画の策定）

第百六十七条　特定健康保険組合が法第二十八条第一項の規定による指定を受けたときは、その同項に規定する健全化計画において令第三

十条第二項第三号の具体的措置として特例退職被保険者であるべき者の範囲を制限する措置を定めることができる。

２　前項の措置の内容は、当該措置の開始の際現に特例退職被保険者であるべき者として当該特定健康保険組合の規約で定めるものに該当

している者の保護に欠けるおそれがないものでなければならない。

（特例退職被保険者の資格取得の申出）

第百六十八条　法附則第三条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を特定健康保険組合に提出することによって行うものとす

る。

一　氏名、生年月日、性別及び住所

二　当該健康保険組合の組合員である被保険者であった間、使用されていた事業所の名称

三　前号の事業所ごとに、当該事業所に使用されるに至った年月及び使用されなくなった年月

四　受給権を有する健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第十三条の規定による改正前の国民健康保険法

（以下「旧国民健康保険法」という。）第八条の二第一項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付（以

下「被用者年金給付」という。）の支給を行う者の名称、当該被用者年金給付の名称及びその受給権を取得した年月日（当該被用者年

金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止された者については、その停止すべき事由が消滅した年月日）

五　当該特定健康保険組合が特例退職被保険者に係る保険給付の支給に関する事務に個人番号を利用し、申出を行う者が個人番号を有し

ているときは、その番号

２　前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　住民票の写し（特定健康保険組合が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。）

二　厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書その他年金受給権を有することを証する書類（以下「年金証書等」という。）の写し

（特定健康保険組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書等と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることがで

きるときは、この限りでない。）

三　通算老齢年金又は通算退職年金の受給権者である場合にあっては、旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間を

記載した書類の写し

四　前号の場合であって、かつ、四十歳に達した月以後の旧国民健康保険法第八条の二第一項の被保険者等であった期間が十年以上であ

ることをもって同項に規定する退職被保険者であるべき者である場合にあっては、当該事実を明らかにする書類

３　第一項の申出を行う者が旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるときは、第一項の申出は、前項の規定にか

かわらず、その被保険者証を提示して、これを行うことができる。

４　第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日（被用者年金給付の支給がその者の年齢を

事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日）から起算して三月以内にしなければな

らない。ただし、健康保険組合が法附則第三条第一項の認可を受けた場合において、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書

等が既に到達したとき（被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき

事由が既に消滅したとき）は、当該認可があった日の翌日から起算して三月以内にしなければならない。

５　前項に規定する期限を経過した後の申出であっても、健康保険組合において正当の理由があると認めるときは、受理することができ

る。この場合において、特例退職被保険者になろうとする者は、第一項の申出書に当該期限経過後に申出をする理由を付記しなければな

らない。

（退職被保険者であるべき者に該当しなくなったときの届出）

第百六十九条　特例退職被保険者は、旧国民健康保険法第八条の二第一項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき

は、遅滞なく、次に掲げる事項を特定健康保険組合に届け出なければならない。

一　被保険者等記号・番号又は個人番号

二　特例退職被保険者の氏名及び生年月日
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三　退職被保険者であるべき者に該当しなくなった年月日及びその理由

（準用）

第百七十条　第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十

四条の二第一項及び第五項（これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。）並びに第百三十八条第三項の任意継続被保

険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第

三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第

三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

（法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合）

第百七十条の二　法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を

超える健康保険組合とする。

（承認法人等の要件）

第百七十一条　令第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一　定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業（以下「給付事業」という。）を行うことを明らかにしていること。

二　給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。

三　給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。

四　剰余金の分配を行わないこと。

五　長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。

（承認法人等の承認の申請）

第百七十二条　令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付

して厚生労働大臣に申請しなければならない。

一　定款

二　登記事項証明書

三　事業計画

四　給付事業の対象となる事業所（以下「対象事業所」という。）の名称及び給付事業の対象となる被保険者（以下「対象被保険者」と

いう。）の氏名

五　掛金率及びその計算の基礎を示した書類

六　初年度の収入支出の予算

七　法人を代表する者の氏名及び住所

八　現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

（掛金率等の変更）

第百七十三条　法附則第四条第一項に規定する承認法人等（以下単に「承認法人等」という。）は、掛金率を変更しようとするときは、あ

らかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

２　承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければなら

ない。

（掛金の計算）

第百七十四条　対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。

（掛金の負担割合）

第百七十五条　対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において事業主が

負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

（掛金の計算書）

第百七十六条　承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えな

ければならない。

一　対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名

二　徴収した掛金の額

三　徴収した年月日

（承認法人等の予算）

第百七十七条　承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに（当該予算を変更したと

きは、速やかに）、厚生労働大臣に届け出なければならない。

（承認法人等の事業に関する報告）

第百七十八条　承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

附　則

第一条　第八条、第九条、第十三条から第十六条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条から第四十四条まで、第六十七条、第八十条及

び第八十一条の規定は大正十五年七月一日から、第一条の規定は大正十五年十月一日から、第二条から第五条まで、第十条から第十二条

まで、第十八条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定は大正十五年十一月一日から、第六条、第七条、第十七条、第四十五条か

ら第六十六条まで及び第六十八条から第七十九条までの規定は大正十六年一月一日から施行する。

第一条の二　令附則第九条の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一　当該各事業年度の前事業年度末における法第七条の三十一第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額

二　当該各事業年度における当該各事業年度の前事業年度に属する収入の見込額（介護納付金に係るものを除く。）と支出の見込額（介

護納付金に係るものを除く。）との差額

第一条の三　平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用につい

ては、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対

処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。）第五十八条第二項の規定に

よる国庫補助」と、「ホ　特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「／ホ　特例措置により加算された家族訪問

看護療養費の額／ヘ　特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額／ト　特別法第五十一条の規定による算

定により加算された入院時生活療養費の額／チ　特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額／リ　特別

法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額／ヌ　特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額

／」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。
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第一条の四　平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第百三十五条の七中「準備金の積立ての予定額及び同号」とあるのは「同

号」と、同条第一号中「準備金の積立ての予定額を控除した額に同号」とあるのは「同号」と、「額を加えた額」とあるのは「額」とす

る。

第一条の五　平成二十七年度及び平成二十八年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用に

ついては、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した

額」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の六　平成二十九年度及び平成三十年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用につ

いては、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」

と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の七　令和元年度及び令和二年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用について

は、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、

第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の八　令和三年度及び令和四年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用について

は、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、

第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第一条の九　令和五年度及び令和六年度における第百三十五条の二の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用について

は、第百三十五条の二の二第二項第一号中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額を合算した額」と、

第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助の額」とあるのは「国庫補助の額及び厚生労働大臣が定める額」とする。

第二条　法附則第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過

措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣

に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することと

された規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長（以下「社会保険庁長官等」という。）がすべき決定、

承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの

とする。

第三条　前項に規定する社会保険庁長官等がすべき決定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等

に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後

の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきもの

とする。

附　則　（昭和四年六月一日内務省令第一八号）

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

附　則　（昭和四年七月三一日内務省令第二九号）　抄

本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

附　則　（昭和九年一二月二九日内務省令第三九号）　抄

本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和九年法律第十三号実施ノ為ニ予メ必要ナル事項ニ関シテハ昭和十年一月一日ヨリ之ヲ

施行ス

附　則　（昭和一五年五月三一日厚生省令第一九号）

本令ハ昭和十五年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条ノ二ノ改正規定、第四十四条ノ二、第四十四条ノ三、第五十六条ノ三、第五十六

条ノ四、第五十六条ノ五、第五十六条ノ六、第六十四条ノ改正規定、第六十六条ノ改正規定、第六十六条ノ二ノ改正規定及第七十三条ノ

改正規定並ニ様式第六号中（二）（三）ノ改正規定、様式第七号中（二）（三）ノ改正規定、様式第八号中（二）ノ改正規定及様式第十号

ノ改正規定ハ昭和十四年法律第七十四号中第一条第二項、第七条第二項、第四十七条第二項第三項、第六十二条第四項及第六十九条ノ二

ノ規定並ニ第七十六条ノ改正規定施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前ニ交付シタル被保険者証ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

附　則　（昭和一七年一月三一日厚生省令第五号）

本令ハ昭和十七年二月一日ヨリ之ヲ施行ス

事業主ハ昭和十七年二月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又ハ

健康保険組合ニ届出ヅベシ但シ政府管掌被保険者ニシテ労働者年金保険ノ被保険者タル者ニ関シテハ様式特第一号ニ依ル届書（正副二

通）ヲ提出スベシ

本令施行ノ日後昭和十七年四月一日前ニ於テ健康保険法第十三条又ハ同法第十五条ニ規定スル被保険者ノ資格ヲ取得シタル者アルトキ

ハ事業主ハ第十条第一項又ハ第十一条ノ規定ニ依ル届出ヲ為スノ外従前ノ規定ニ依リ届出ヲ為スベシ

第二項又ハ前項ノ規定ニ依ル届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ標準報酬ヲ決定シ遅滞ナク之ヲ事業主ニ通知スベシ

附　則　（昭和一七年一二月二八日厚生省令第五九号）　抄

本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十七年法律第三十八号中第一条第二項、第十三条及第四十五条ノ改正規定並ニ第十

三条ノ二、第四十三条ノ三乃至第四十三条ノ五及第五十九条ノ二ノ規定実施ノ為ニ予メ必要ナル範囲内ニ於テハ昭和十八年一月一日ヨリ

之ヲ施行ス

職員健康保険法施行規則ハ之ヲ廃止ス

前項ノ規定施行ノ際職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ健康保険ノ被保険者タルベキモノハ昭和十七年法律第三十八号附則第五項

ノ規定ニ依リ法第十三条、法第十五条又ハ法第二十条ノ各規定ニ依ル健康保険ノ被保険者ト為ルモノトス

第二項ノ規定施行ノ際現ニ職員健康保険ノ被保険者タリシ者ニシテ引続キ健康保険ノ被保険者ト為リタルモノニ付テハ事業主ハ第十条

ノ規定ニ依ル届出ヲ為スコトヲ要セズ

事業主ハ昭和十八年四月一日現在ニ依リ令第七十八条ノ三ニ規定スル被保険者ニ付様式第四号ニ準ジ同月十日迄ニ地方長官又ハ組合ニ

届出ヅベシ但シ昭和十八年四月一日ニ於テ新ニ被保険者ト為リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

本令施行前ヨリ引続キ被保険者タル者ニ付テハ第六十三条ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十八年四月一日ニ被保険者ノ資格ヲ取得シタルモ

ノト看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル命令又ハ処分ハ本令中ノ相当規定ニ基キテ之ヲ為シタルモノト

看做ス第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ為シタル申請、報告又ハ届出ニ付亦同ジ

本令施行前ニ交付シタル被保険者証及療養証明書並ニ第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キテ交付シタル被保険者証ハ本

令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
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被保険者ハ本令施行前ニ交付ヲ受ケタル処方箋及第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ基キ交付ヲ受ケタル処方箋ニ依リ薬剤

ノ支給ヲ受クルコトヲ妨ゲズ

本令施行前ヨリ引続キ存スル健康保険組合及第二項ノ規定施行ノ際現ニ存スル職員健康保険組合ニシテ健康保険組合ト為リタルモノノ

昭和十七年度ノ決算、事業報告、財産目録及事業状況報告ノ様式ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

第二項ノ規定施行前職員健康保険法施行規則ニ違反シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ニ関スル件、官吏及待遇官吏ハ健康保険ノ被保険者タラサルノ件、健康保険組合台帳閲覧ノ

件、健康保険法第十条ノ規定ニ依ル職権委任ノ件、職員健康保険ノ被保険者タラザル者ニ関スル件、職員健康保険組合台帳閲覧ノ件及昭

和十六年厚生省令第二十号ハ之ヲ廃止ス

附　則　（昭和一九年一月一九日厚生省令第一号）

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附　則　（昭和一九年五月二四日厚生省令第一八号）　抄

本令ハ昭和十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第四十八条、第四十九条、第五十六条ノ四、第五十八条及第八十一条ノ改正規定、附則

第四項並ニ第六十三条ノ十三ノ改正規定ニ於テ準用スル第四十八条及第四十九条ノ規定ハ昭和十九年法律第二十一号附則第十六条ノ規定

施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前ニ交付ヲ受ケタル被保険者証、療養証明書、家族診療券及家族療養証明書ハ本令施行後ト雖モ之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ

本令施行前ニ於テ旧規定第八十条第一号、第七号及第八十一条第四号ノ規定ニ該当シタル者ノ処罰ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

附　則　（昭和二〇年七月一六日厚生省令第二四号）

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附　則　（昭和二一年四月一日厚生省令第一五号）　抄

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

事業主ハ昭和二十一年四月一日ノ現在ニ依リ被保険者ノ報酬月額算定ノ基礎ニ関スル届書ヲ様式第一号ニ依リ同月十日迄ニ地方長官又

ハ健康保険組合ニ届出ヅベシ

前項ノ届出アリタルトキハ地方長官又ハ健康保険組合ハ遅滞ナク標準報酬ヲ決定シ事業主ニ通知スベシ

第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ怠リ又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ為シタル者ニ付適用スベキ第八十条ノ罰則ニ付テハ第四条ノ規定ヲ準用ス

本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ニ於テ報酬ニ増減アリタル場合ハ第二条ノ二ノ改正規定ニ依ル

附　則　（昭和二二年六月一七日厚生省令第一九号）　抄

この省令は、昭和二十二年六月一日から、これを施行する。但し、第八条ノ二第一項（「第十条ノ二、第十条ノ三、」を削る規定及び

「第六十三条ノ十四」の下に「、第六十三条ノ十五」を加える改正規定を除く。）、第四十五条ノ二第三項、第四十五条ノ三、第四十六条、

第四十八条第一項、第五十三条、第五十五条、第五十六条ノ二第二項、第五十六条ノ三第一項、第五十七条、第五十九条、第六十条、第

六十三条ノ八、第六十三条ノ十及び第六十三条ノ十二第一項の規定は労働者災害補償保険法施行の日から、これを施行する。

事業主は、昭和二十二年六月一日の現在において、被保険者の報酬月額算定の基礎に関する届書を、様式第一号によつて、同月十日迄

に、都道府県知事又は健康保険組合に届出なければならない。

前項の届出があつた時は、都道府県知事又は健康保険組合は遅滞なく標準報酬を決定し、事業主に通知しなければならない。

第二項の規定による届出を怠り又はその届書に虚偽の記載をなした者に対する罰則の適用については、第八十条の規定を準用する。

附　則　（昭和二三年七月三一日厚生省令第三一号）

この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

附　則　（昭和二五年七月一二日厚生省令第三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和二六年一月一三日厚生省令第二号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令施行の日において現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者は、昭和二十六年一月

三十一日までに被保険者証及び第四十八条の改正規定による届書を都道府県知事又は組合に提出しなければならない。

３　前項の届出があつたときは、都道府県知事又は組合は、遅滞なく健康保険継続療養証明書を交付しなければならない。

４　この省令施行の際現に被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付又は家族療養費の支給を受けている者が所持している被保険者証は、

第二項に規定する期限を経過したときは無効とする。

附　則　（昭和二八年一〇月一六日厚生省令第五七号）

１　この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

２　健康保険法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百十六号）附則第二項の規定に該当する者に関して、第十条を適用する場合に

おいては、同条中「様式第四号」とあるのは「改正前ノ様式第一号」と読み替えるものとする。

附　則　（昭和二九年七月一日厚生省令第三六号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

附　則　（昭和三〇年八月一七日厚生省令第一三号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十年八月一日から適用する。

附　則　（昭和三一年七月二六日厚生省令第二六号）

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十一条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律（昭和三十一年法律第百四

十七号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和三二年四月三〇日厚生省令第九号）

（施行期日）

１　この省令中様式第六号及び様式第六号ノ二の改正規定は昭和三十二年六月一日から、様式第七号及び様式第八号の改正規定は同年八月

一日から、その他の規定は同年五月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十六条及び第四十七条の規定は、同年六月

三十日までは適用しない。

（経過規定）

２　昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号による被保険者証は、同年同月三十日までは、

改正後の同様式によるものとみなす。

３　昭和三十二年六月一日において現に交付されているこの省令による改正前の様式第六号ノ二による継続療養証明書は、改正後の同様式

によるものとみなす。

附　則　（昭和三二年七月一日厚生省令第二九号）　抄
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（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号ノ二の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附　則　（昭和三三年六月一四日厚生省令第一六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附　則　（昭和三三年一〇月一日厚生省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三五年四月三〇日厚生省令第一三号）

この省令は、昭和三十五年五月一日から施行する。

附　則　（昭和三六年七月一四日厚生省令第三二号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三六年一一月一七日厚生省令第四八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年六月五日厚生省令第三〇号）

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

附　則　（昭和三七年六月三〇日厚生省令第三五号）

この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附　則　（昭和三七年一〇月一日厚生省令第四六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三七年一二月二四日厚生省令第五三号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日において現に交付されているこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養

証明書は、当該健康保険継続療養証明書に記載された有効期間が満了するまでの間は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式

第六号ノ二による健康保険継続療養証明書とみなす。

３　この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第六号ノ二による健康保険継続療養証明書の交付を受けた者については、この省令に

よる改正前の健康保険法施行規則第四十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

附　則　（昭和三八年四月三〇日厚生省令第一六号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の第五条ノ二及び第十六条の規定は昭和三十八年四月分以降の保険料につい

て、第四十九条、第五十八条及び第六十三条ノ二第二項の改正規定は昭和三十八年四月一日から適用する。

附　則　（昭和四〇年六月五日厚生省令第三〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四一年一〇月二四日厚生省令第三七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四三年七月二五日厚生省令第三一号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。

（経過規定）

２　厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第十七条の規定による届出につい

ては、なお従前の例によることができる。

３　前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前

の様式によることができる。

一　健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届

二　健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

三　厚生年金保険被保険者種別変更届

四　厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書

附　則　（昭和四四年八月二三日厚生省令第二三号）

１　この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている健康保険又は船員保険の被保険者証は、それぞれ、改正後の健康保険法施行規則様式第六号又

は改正後の船員保険法施行規則様式第四号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和四五年四月一五日厚生省令第一三号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四七年一月二六日厚生省令第一号）

この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。

附　則　（昭和四八年一〇月一日厚生省令第三九号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証及び船員保険被扶養者証は、この省令による改正後の様式によるものとみ

なす。

附　則　（昭和四八年一二月一〇日厚生省令第五五号）

１　この省令は、公布の日から施行する。
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２　この省令の施行の際現に交付されている健康保険被保険者証、日雇労働者健康保険受給資格者票及び日雇労働者健康保険特別療養費受

給票は、それぞれ、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和四九年八月三一日厚生省令第三一号）

１　この省令は、公害健康被害補償法（昭和四十八年法律第百十一号）の施行の日（昭和四十九年九月一日）から施行する。

２　この省令の施行前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附　則　（昭和四九年一〇月二一日厚生省令第四一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。

附　則　（昭和五〇年三月一八日厚生省令第六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和五一年六月二九日厚生省令第二五号）

この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附　則　（昭和五一年八月二日厚生省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉

法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則

（昭和二十五年厚生省令第十五号）別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則（昭和三十二

年厚生省令第八号）様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則（昭和四十七年厚生省令第五十三号）様式第二号の改

正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則（昭和三十八年厚生省令第四十六号）様式第三号及び様式第十四号の改正規定、

附則第二十四条中母子保健法施行規則（昭和四十年厚生省令第五十五号）様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十

月一日から施行する。

（健康保険被保険者証等の経過措置）

第十条　昭和五十一年十月一日において現に交付されている健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、日雇労働者健康保険受給資格

者票、日雇労働者健康保険特別療養費受給票、船員保険被保険者証及び船員保険被扶養者証（以下この条において単に「被保険者証」と

いう。）であつて、保険者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。

附　則　（昭和五二年一二月一六日厚生省令第四九号）

１　この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみ

なす。

附　則　（昭和五三年一一月二八日厚生省令第七一号）

この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和五四年四月二一日厚生省令第一八号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

（被保険者の氏名等の届出）

２　事業主は、昭和五十四年八月一日現に使用する被保険者（同年七月一日から八月一日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。）

について、同月十日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖

縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。

一　被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）及び生年月日

二　年金手帳の厚生年金保険の記号番号

三　被保険者の種別

四　健康保険被保険者証の記号番号

３　事業主は、前項に規定する被保険者（厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第二十三条の規定により昭和五十四年八月から

十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。）について、同年八月十日までに提出する厚生

年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の

届書を提出することを要しない。

一　被保険者の氏名（片仮名で振り仮名を付するものとする。）及び生年月日

二　年金手帳の厚生年金保険の記号番号

附　則　（昭和五四年一一月二〇日厚生省令第四三号）

この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。

附　則　（昭和五六年二月二一日厚生省令第三号）

１　この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第六号の様式によるものとみ

なす。

附　則　（昭和五六年一〇月一三日厚生省令第六三号）

１　この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現に交付されている被保険者証は、昭和五十七年三月三十一日までは、この省令による改正後の健康保険法施行規

則様式第六号の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和五八年二月一日厚生省令第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証、健康保険被保険者証及び健康保険継続療養証明書は、それぞれ、第一条

の規定による改正後の様式によるものとみなす。

附　則　（昭和五九年九月二二日厚生省令第四九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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（日雇労働者健康保険法施行規則の廃止）

第二条　日雇労働者健康保険法施行規則（昭和二十八年厚生省令第六十一号）は、廃止する。

（日雇労働者健康保険法施行規則の廃止に伴う経過措置）

第三条　旧日雇労働者健康保険法施行規則（以下「旧日雇健保規則」という。）第一条第三項の規定により交付されている承認証は、この

省令による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）第七十二条第三項の規定により交付されている文書とみなす。

２　健康保険法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定により健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第

六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳とみなされた旧日雇労働者健康保険法（昭和二十八年法律第二百七号。

以下「旧日雇健保法」という。）第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳及び法第六十九条の十二第三項の

規定による表示をした受給資格者票とみなされた旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票につ

いて、都道府県知事又は指定市町村長は、必要な範囲内で補正を行うことができる。

３　旧日雇健保規則第二十一条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳は、この省令の施行の日から六月を経過するまで

の間は、新健保規則第九十四条第一項の規定により交付されている健康保険印紙購入通帳とみなす。

４　旧日雇健保規則第二十三条の規定により届け出られている印章の印影は、この省令の施行の日から六月を経過するまでの間は、新健保

規則第九十六条第一項の規定により届け出られている印章の印影とみなす。

５　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、旧日雇健保規則様式第十三号による。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第四条　この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険被保険者証は、それぞれ新健保規則の様式によるものとみな

す。

２　この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書は、当分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

（昭和五十九年度の概算日雇拠出金の算定方法の特例）

第五条　昭和五十九年度の法第七十九条ノ十一の命令をもつて算定する額は、新健保規則第九十九条の規定にかかわらず、同条の規定によ

り算定した額に八分の五を乗じて得た額とする。

附　則　（昭和六〇年二月二一日厚生省令第四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年三月一五日厚生省令第六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

（退職被保険者等証明書に係る特例）

第二条　国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十九年厚生省令第四十一号）附則第三条に規定する退職被保険者等証明書

を有効に所持している者に係るこの省令による改正後の健康保険法施行規則第十五条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「国民

健康保険法施行規則（昭和三十三年厚生省令第五十三号）第六条ノ規定ニ依リ交付セラレタル同令ノ様式第一の二ニ依ル被保険者証」と

あるのは、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和五十九年厚生省令第四十一号）附則第三条ノ規定ニ依リ交付セラレタ

ル退職被保険者等証明書」とする。

附　則　（昭和六〇年八月六日厚生省令第三五号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（昭和六一年二月一〇日厚生省令第二号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（昭和六一年三月三一日厚生省令第二一号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正前の健康保険法施行規則様式第一号、様式第一号ノ二、様式第四号、様式第五号及び様式第五号ノ四による届書

は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の健康保険法施行規則（以下「新規則」という。）の様式によるものとみなす。

３　新規則第三条に規定する様式第一号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届（別記様

式）によることができる。

４　この省令の施行の際現に交付されている健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、それぞれ新規則の

様式によるものとみなす。

別記様式

（健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係）
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別記様式(健康保険法施行規則の一部を改正する省令附則第三項関係) 

(表  面) 

  

  
届 書 コ ー ド 処 理 区 分 

    

2 2 5         

  

  ①健康保険被保険者証の記号   健 康 保 険 
被 保 険 者 報 酬 月 額 算 定 基 礎 届 

            厚 生 年 金 保 険 

※   (平成  年 8月 1 日現在)      
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方
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裏
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書

い

て

あ
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ま

す

か
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よ
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読
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下

さ

い

。 

 
 

◎
「

※

」

印

欄

は

記

入

し

な

い

で

下

さ

い

。 

 

② 

健 康 保 険

被 保 険 者

証の番号 

 

ア 

 

被保険者の氏名 

 

③ 

 

生 年 月 日 

 

イ 

種 別 

(性別) 

 

ウ 

従 前 の

標 準 報

酬 月 額 

エ 報 酬 月 額  標 準 報 酬 
⑥※ ⑦※ 

  

サ 

 

備 考 

  

算 定

基礎月 

オ 

支払基

礎日数 

カ 

金銭(通貨)に

よるものの額 

キ 

現物による

ものの額 

ク 

合計 
ケ平均額 ④※ 

適 用 年 月 

⑤※ 

月 額 

改定

予定

月 

作成

原因 
コ修正平均額 

  

  (氏) (名) 
明 1 
・ 
大 3 
・ 
昭 5 
・ 
平 7 

年 月 日 

 

５
・
６
・
７ 

１
・
２
・
３ 

健 千円 5 月 日 円 円 円 円 
年 月 健 千円 

        

            6 月 日 円 円 円     

1 0 

      

            
年 千円 7 月 日 円 円 円 円 

年 千円 

      支払基礎日数 20 日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

  (氏) (名) 明 1 
・ 
大 3 
・ 
昭 5 
・ 
平 7 

年 月 日 

 

５
・
６
・
７ 

１
・
２
・
３ 

健 千円 5 月 日 円 円 円 円 年 月 健 千円         

            6 月 日 円 円 円     

1 0 

      

            
年 千円 7 月 日 円 円 円 円 

年 千円 

      支払基礎日数 20 日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

  (氏) (名) 明 1 
・ 
大 3 
・ 
昭 5 
・ 
平 7 

年 月 日 

 

５
・
６
・
７ 

１
・
２
・
３ 

健 千円 5 月 日 円 円 円 円 年 月 健 千円         

            6 月 日 円 円 円     

1 0 

      

            
年 千円 7 月 日 円 円 円 円 

年 千円 

      支払基礎日数 20 日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

  (氏) (名) 明 1 
・ 
大 3 
・ 
昭 5 
・ 
平 7 

年 月 日 

 

５
・
６
・
７ 

１
・
２
・
３ 

健 千円 5 月 日 円 円 円 円 年 月 健 千円         

            6 月 日 円 円 円     

1 0 

      

            年 千円 7 月 日 円 円 円 円 
年 千円 

      支払基礎日数 20 日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

  (氏) (名) 明 1 
・ 
大 3 
・ 
昭 5 
・ 
平 7 

年 月 日 

 

５
・
６
・
７ 

１
・
２
・
３ 

健 千円 5 月 日 円 円 円 円 年 月 健 千円         

            6 月 日 円 円 円     

1 0 

      

            
年 千円 7 月 日 円 円 円 円 

年 千円 

      支払基礎日数 20 日以上の月の報酬月額の総計 円       

  

事 業 所 所 在 地 

事 業 所 名 称 

事 業 主 氏 名 

電 話 

〒   ― 

 

 

印  

 

(    局)           番  

   平成  年  月  日  提出 

  社 会 保 険 労 務 士 の 提 出 代 行 者 印 

    
印 
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(裏  面) 

 

(記入の方法) 

1 ③の年号は、該当する文字を○で囲むこと。生年月日は、たとえば、昭和 32年 2月 7日生まれの場合は、 

「 明 1 

・ 

大 3 

・ 

昭 5 

・ 

平 7 

年 月 日 

」 

のように記入すること。 

3 2 0 2 0 7 

2 イは、被保険者が坑内員以外の男子であるときは「1」を、女子であるときは「2」を、坑内員であるときは「3」を○印で囲むこと。ただし、厚生年金基金の加入員であって、坑内員以外の男子であるときは「5」を、女子

であるときは「6」を、坑内員であるときは「7」を○印で囲むこと。 

3 ウのうち、「健」の欄には健康保険の標準報酬月額を、「年」の欄には厚生年金保険の標準報酬月額を記入すること。 

4 エには、下記により記入すること。 

   カには、報酬のうち、臨時に受けたもの及び 3 月を越える期間ごとに受けたもの以外のもので、金銭(通貨)で支払われた賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償と

して受けた、すべてのものの額を、それぞれ該当の欄に記入すること。 

   キには、報酬のうち、食事、住宅、被服など金銭(通貨)以外のもので支払われたものについて、健康保険法第 2条第 2項若しくは第 3項又は厚生年金保険法第 25条の規定によって都道府県知事又は健康保険組合が定め

た価額によって算定した額を、それぞれ該当の欄に記入すること。 

5 ケには、「支払基礎日数 20日以上の月の報酬月額の総計」の欄の額を、報酬支払の基礎となった日数 20日以上の月の数で除して得た額を記入すること。 

6 サには、健康保険の被保険者証の番号の通知をまだ受けていないときは、その旨を記入すること。 

備 考 1：この用紙は、日本工業規格 B列 5番とすること。 

    2：表面の左側の余白は、つづりしろとし、その幅を 25ミリメートルとすること。 
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附　則　（昭和六一年一二月二七日厚生省令第六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附　則　（昭和六二年二月一二日厚生省令第九号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（昭和六二年九月二五日厚生省令第三九号）

この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日（昭和六十二年十月一日）から施行する。

附　則　（昭和六三年二月一〇日厚生省令第七号）

（施行期日）

１　この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

附　則　（昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二号）

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成元年二月二二日厚生省令第六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成元年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

附　則　（平成元年三月二四日厚生省令第一〇号）　抄

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際この省令による改正前の様式（以下「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の

様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

４　この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当で

ないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附　則　（平成二年二月二一日厚生省令第四号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則様式第十三号の様式に

よるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（平成二年三月二七日厚生省令第一五号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令による改正後の健康保険法施行規則（以下「新規則」という。）第三条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日ま

での間は、同条第三項の規定にかかわらず、健康保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和六十一年厚生省令第二十一号）別記様式に

よることができる。

３　新規則第四条第一項の規定による届出は、平成五年三月三十一日までの間は、同条第三項の規定にかかわらず、改正前の健康保険法施

行規則様式第一号ノ二によることができる。

附　則　（平成二年六月八日厚生省令第三三号）

この省令は、公布の日より施行する。

附　則　（平成四年二月二九日厚生省令第二号）

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年三月四日厚生省令第六号）

（施行期日）

１　この省令は、平成四年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際この省令による改正前の様式により現に使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成四年三月三一日厚生省令第二一号）

この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、分べんの日が同年四月一日前である被保険者又は被保険者であった者に係る出

産手当金の支給の請求書については、なお従前の例による。

附　則　（平成四年四月一四日厚生省令第二七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成四年五月一日から施行する。
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（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則

様式第十三号の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（平成四年六月二六日厚生省令第三九号）

（施行期日）

１　この省令は、平成四年十月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている健康保険法第六十九条の九の規定による手帳は、この省令による改正後の健康保険法施行規則

様式第十三号の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、この省令による改正前の健康保険法施行

規則様式第十八号による。

附　則　（平成六年二月二八日厚生省令第六号）

１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成六年三月三〇日厚生省令第二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附　則　（平成六年八月一七日厚生省令第五一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は平成六年十月一日から施行する。

附　則　（平成六年九月九日厚生省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中健康保険法施行規則第二十五条ノ三の改正規定、同令第四十四条ノ二の改正規定、同令第九十九条の改正規定、同令様式第

七号の改正規定及び同令様式第八号の改正規定、第三条中船員保険法施行規則の目次の改正規定（「福祉施設」を「福祉事業」に改め

る部分に限る。）、同令第二章の章名の改正規定、同令第八十二条ノ三第二項第五号の改正規定、同令第八十二条ノ十第一項の改正規

定、同令第八十二条ノ十ノ二第一項の改正規定及び同令第二章第九節ノ三の節名の改正規定、第四条中国民健康保険法施行規則第十六

条の改正規定及び同令第十九条の改正規定並びに第五条中国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の改正規定

（「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。）　平成七年四月一日

二　第八条中老人保健法施行規則第二十三条の二の改正規定、第十二条中老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準第

二十五条第一項の改正規定、第二十二条中戦傷病者特別援護法施行規則様式第十四号（１）及び様式第十四号（２）の改正規定（「／

昭和／平成／」を「平成」に改める部分に限る。）並びに附則第七条の規定、附則第八条の規定、附則第十四条の規定、附則第十九条

の規定及び附則第二十三条の規定　公布の日

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証は、この省令による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」と

いう。）の様式によるものとみなす。

２　この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職

被保険者継続療養証明書、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当

分の間、新健保規則の様式によるものとみなす。

第三条　平成六年十月一日前に行われた健康保険の食事の提供、看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例によ

る。

第四条　平成六年十月一日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日前まで

の傷病手当金及び出産手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第五条　分べんの日が平成六年十月一日前である健康保険の被保険者又は被保険者であった者に係る分娩費、育児手当金、配偶者分娩費又

は配偶者育児手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第六条　健康保険法等の一部を改正する法律（平成六年法律第五十六号。以下「改正法」という。）附則第四条第一項（同条第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定により支給される療養費の支給の申請については、この省令による改正前の健康保険法施行規則第五十

三条及び第五十四条の規定の例による。

（指定老人訪問看護事業者の別段の申出）

第七条　改正法附則第六条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を当該指定老人訪問看護事業を行う事業所の

所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

２　前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。

（標準負担額減額認定証の交付に関する規定の施行前の準備）

第八条　保険者は、被保険者が平成六年十月一日において新健保規則第四十五条ノ三各号の一に該当すると認めるときは、同日前において

も新健保規則第四十五条ノ四第一項及び第二項の規定の例により標準負担額減額認定証を交付することができる。

附　則　（平成六年一二月一四日厚生省令第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、

平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年三月二八日厚生省令第一七号）

１　この省令は、平成七年四月一日から施行する。

２　この省令による改正前の様式による健康保険継続療養証明書及び健康保険特例退職被保険者継続療養証明書は、当分の間、この省令に

よる改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成七年三月二八日厚生省令第一九号）

この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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附　則　（平成七年六月二六日厚生省令第三八号）

この省令は、平成七年七月一日から施行する。

附　則　（平成七年九月二六日厚生省令第五五号）

この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成八年二月二七日厚生省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成八年四月一日から施行する。

（経過措置）

第五条　第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健康保険法施行規則」という。）第十条ノ二第一項の規定による届出

は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則（以下「旧健

康保険法施行規則」という。）様式第四号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。

２　新健康保険法施行規則第十条ノ二第一項の被保険者が政府の管掌する健康保険の被保険者であって厚生年金保険の被保険者である場合

においては、前項の届書に被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。

第六条　新健康保険法施行規則第十条ノ三第一項の規定による届出は、平成八年十二月三十一日までの間、同条第三項の規定にかかわら

ず、旧健康保険法施行規則様式第五号によることができる。

附　則　（平成八年六月一九日厚生省令第三五号）

この省令は、平成八年七月一日から施行する。

附　則　（平成八年一〇月一一日厚生省令第五八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年一月一日から施行する。

（基礎年金番号に関する通知書）

第二条　社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者（同日において当該各号のいずれかに該当す

るに至った者を除く。）に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。

一　国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。）第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第

五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律（平成六年法律第九十五号）附則第十一条第一項の規定により被保険者となっ

た者（法第三条第二項に規定する共済組合（以下この項及び次条において単に「共済組合」という。）の組合員（農林漁業団体職員共

済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。）である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっ

ては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。）

二　第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則（以下「新国民年金法施行規則」という。）第十六条第一項第六号ニからトまでに

掲げる年金たる給付の受給権者（法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場

合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）による年金たる保険

給付の受給権者である者を除く。）

２　国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければなら

ない。

（事業主等の経由）

第三条　社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業

主を経由することができる。

２　社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由す

るものとする。

（準用）

第三条の二　厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場

合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受け

たとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。

（年金証書の交付）

第四条　社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給

付（同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。）又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者（同日において当該

年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。）である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金

の年金証書を交付しなければならない。

一　年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード（年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。）

二　受給権者の氏名及び生年月日

三　受給権を取得した年月

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第十二条　附則第二条第一項に規定する者に係る第四条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下この条において「新健康保険法施

行規則」という。）第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知

書に記載された記号番号とする。

２　附則第四条に規定する者に係る新健康保険法施行規則第二条第三項に規定する基礎年金番号は、同項の規定にかかわらず、附則第四条

第一号の記号番号とする。

第十三条　この省令の施行の際現にある第四条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による届書及び申請書の用紙は、当分の

間、これを使用することができる。

（請求等に係る経過措置）

第二十一条　この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれ

ぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。

附　則　（平成八年一〇月三一日厚生省令第六〇号）

この省令は、平成九年一月一日から施行する。

附　則　（平成九年一月三一日厚生省令第五号）

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附　則　（平成九年八月一四日厚生省令第六一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成九年九月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法（大正十一年法律第七十号）第六十九条の九の規定による

手帳は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）の様式によるものとみなす。

２　この省令による改正前の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職

被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票及び健康保険医療保険カードは、当分の

間、新健保規則の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法

施行規則様式第十八号による。

附　則　（平成一〇年一月二九日厚生省令第一〇号）

１　この省令は、平成十年二月二日から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一〇年三月二四日厚生省令第二四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律（平成九年法律第百二十五号）による改正前の医療法（昭和二十三年法律第

二百五号）第四条の規定による承認を受けている病院（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十三条第三項第一号に規定する保険

医療機関又は同法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。以下「旧総合病院」という。）において

この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前に行われた療養に係る同法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例

による。

２　旧総合病院については、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第六十三条ノ十三（同令第九十三条第一項において準用する

場合を含む。）の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附　則　（平成一〇年三月二七日厚生省令第三二号）

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年七月二七日厚生省令第七一号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十年八月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三十六条第一項（同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合

を含む。）の規定により事務所の開設又は廃止に係る場合の事務所の所在地並びに予備費の費途に係る規約の変更（以下「健保組合等の

規約変更」という。）の認可を受けている健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又はその申請を行っている健康保険組合若しくは健

康保険組合連合会は、健保組合等の規約変更に係る同法第三十六条第二項（同法第四十二条ノ三第五項において準用する場合を含む。）

の規定による届出を行ったものとみなす。

附　則　（平成一〇年九月二九日厚生省令第七八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十年十月一日から施行する。

附　則　（平成一〇年一二月二八日厚生省令第九九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成一一年一一月一日厚生省令第九一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　この省令の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二号及び様式第二号ノ三による健

康保険検査証は、それぞれ同条の規定による改正後の健康保険法施行規則（附則第六条において「新健保規則」という。）様式第二号及

び様式第二号ノ三によるものとみなす。

第四条　施行日前の労務に服することのできない期間に係る健康保険の傷病手当金の支給の請求については、なお従前の例による。

第五条　施行日前の死亡に係る健康保険の埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の支給の請求については、なお従前の例による。

（指定老人訪問看護事業者の別段の申出）

第六条　介護保険法施行法第三十条ただし書の別段の申出は、指定訪問看護事業を行わない旨の申出書を老人保健法第四十六条の五の二第

一項に規定する指定老人訪問看護の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。

２　前項の申出書については、新健保規則第四十七条ノ十の規定の例による。

附　則　（平成一二年三月二八日厚生省令第四七号）

（施行期日）

１　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現に交付されている日雇特例被保険者手帳は、この省令の施行の日において、介護保険第二号被保険者である日雇

特例被保険者以外の日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号によるものと、

介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者に係るものにあってはこの省令による改正後の健康保険法施行規則の様式第十三号の二

によるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、改正前の健康保険法施行規則様式第十八

号による。

附　則　（平成一二年三月二九日厚生省令第五二号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現に交付されている健康保険検査証及び健康保険法（大正十一年法律第七十号。以下「法」という。）第六十

九条の九の規定による手帳（以下「手帳」という。）並びにこの省令の施行の際現に発せられている督促状は、第一条の規定による改正

後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）の様式によるものとみなす。

２　第一条の規定による改正前の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者

資格取得届、健康保険被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険

被保険者受給資格者票、健康保険被保険者特別療養費受給票、健康保険印紙購入通帳及び健康保険医療保険カードは、当分の間、新健保

規則の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の日の属する月の末日までに提出すべき健康保険印紙受払等報告書の様式は、第一条の規定による改正前の健康保険法

施行規則様式第十八号又は様式第十八号の二による。

（申請等に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの省令の施

行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞ

れの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

２　この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県知事に対し届出、報告その他の手続をしなければならない事項で、

この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の機関に対し

て届出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞ

れの省令の規定を適用する。

附　則　（平成一二年三月三一日厚生省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附　則　（平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

４　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十三年一月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続

療養証明書、健康保険特例退職被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当

分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成一三年一月九日厚生労働省令第四号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号）　抄

１　この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

２　保険者は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）第二十三条の規定にかかわらず、当分の

間、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則第二十三条の様式による健康保険被保険者証及び健康保険特例退職被保険者証（以

下「旧健保被保険者証」という。）を交付することができる。この場合において、旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にか

かわらず、なお従前の例による。

３　この省令の施行の際現に交付されている旧健保被保険者証については、新健保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

４　第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証（健康保険継続療養証明書を含む。第七項において同

じ。）の返還に際する所定事項の記入又は記録については、第二条の規定による改正後の保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

７　第一条の規定による改正後の様式による健康保険被保険者証以外の被保険者証への必要な事項の記載については、第四条の規定による

改正後の指定訪問看護及び指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八三号）

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号）

１　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成十四年三月一日）から施行する。

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一四年三月一一日厚生労働省令第二五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十四年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

附　則　（平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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（様式に関する経過措置）

第七条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第七号及び第三条の規定による改正前の健

康保険法施行規則様式第四号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成一四年三月二六日厚生労働省令第三二号）

この省令は、平成十四年六月一日から施行する。

附　則　（平成一四年四月三〇日厚生労働省令第六五号）

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第五条ノ六、船員保険法施行規則第九十六条ノ三ノ六

及び厚生年金保険法施行規則第二十五条の四の規定は、平成十四年三月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。

附　則　（平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行規則第七十八条第二項の改正規定（「第六十九

条の十二第二項第一号」を「第百二十九条第二項第一号」に改める部分を除く。）及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届、健康保険被保険者報酬月額

変更届、健康保険検査証、健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険任意包括被保険者認可申請書、健康保

険任意包括被保険者脱退認可申請書、健康保険被保険者証、健康保険特例退職被保険者証、健康保険継続療養証明書、健康保険特例退職

被保険者継続療養証明書、健康保険被保険者手帳、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の

間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

第三条　附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第二条の規定による改正前の様式第十五号による受給資格者票

は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後においても、なお効力を有する。

附　則　（平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

（経過措置）

第三条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成一五年一〇月二三日厚生労働省令第一六五号）

この省令は、平成十五年十月二十七日から施行する。ただし、第六条の規定は、平成十六年八月五日から施行する。

附　則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一六年九月一七日厚生労働省令第一三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。

附　則　（平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年一月二六日厚生労働省令第八号）　抄

１　この省令は、平成十八年七月一日から施行する。

３　第三条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるも

のとみなす。

附　則　（平成一八年三月六日厚生労働省令第二八号）

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月一〇日厚生労働省令第二九号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号）　抄
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（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六号）

この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

附　則　（平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年四月一〇日厚生労働省令第一一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。

附　則　（平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

（様式に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものと

みなす。

附　則　（平成一八年五月二三日厚生労働省令第一二二号）

この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日（平成十八年五月二十四日）から施行する。

附　則　（平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証、健康保険特別療養証明書、健康保

険限度額適用・標準負担額減額認定証、健康保険被保険者受給資格者証及び健康保険被保険者特別療養費受給票は、当分の間、同条の規

定による改正後の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者資格取得届、健康保険被保険者報酬月額算定基礎

届、健康保険被保険者報酬月額変更届、健康保険被保険者資格喪失届、健康保険被保険者手帳、健康保険印紙受払等報告書（介護保険第

２号被保険者非該当者用）及び健康保険印紙受払等報告書（介護保険第２号被保険者該当者用）は、当分の間、同条の規定による改正後

の健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現に交付されている第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険標準負担額減額認定証

は、平成十九年七月三十一日までの間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則様式第十四号によるものとみなす。

附　則　（平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成一九年三月二九日厚生労働省令第三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附　則　（平成一九年六月一日厚生労働省令第八六号）

この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

附　則　（平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行前に交付された第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳は、同条によ

る改正後の同令の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険印紙購入通帳については、当分の

間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成一九年一〇月二六日厚生労働省令第一三〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
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（労働条件の内容となるべき事項）

第二条　健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。）附則第十五条第一項の規定により提

示する労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第七号から第十四号までに掲げる事項については、改正法附則第十三条第一項に規

定する設立委員（以下「設立委員」という。）がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一　労働契約の期間に関する事項

二　就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

三　始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合にお

ける就業時転換に関する事項

四　賃金（退職手当及び第八号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支

払の時期並びに昇給に関する事項

五　健康保険法（大正十一年法律第七十号）による健康保険、厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）による厚生年金、労働者

災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）による労働者災害補償保険及び雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による雇用

保険の適用に関する事項

六　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

七　退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

八　臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び次に掲げる賃金並びに 低賃金額に関する事項

イ　一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当

ロ　一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

ハ　一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当

九　職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

十　安全及び衛生に関する事項

十一　職業訓練に関する事項

十二　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十三　表彰及び制裁に関する事項

十四　休職に関する事項

（労働条件及び採用の基準の提示の方法）

第三条　改正法附則第十五条第一項の規定による提示は、全国健康保険協会（以下「協会」という。）の職員の労働条件及び協会の職員の

採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、若しくは備え付け、又は社会保険庁の職員

に交付することにより行うものとする。

（職員の意思の確認の方法）

第四条　改正法附則第十五条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

（名簿の記載事項等）

第五条　改正法附則第十五条第二項の名簿には、同項に規定する協会の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する部署及び役職名を記

載するものとする。

２　前項の名簿には、設立委員が必要と認める書類及び当該名簿に記載した職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとす

る。

附　則　（平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式（健康保険検査証を除く。）は、当分の間、同条の規定による改正後の健

康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

２　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成二〇年六月二三日厚生労働省令第一一八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一四九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際に、第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の規定によりされている申請、届出その他の行為でこの

省令の施行の日においてこれらの行為に係る健康保険事業の事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における改正後の健

康保険法施行規則の規定の適用については、改正後の健康保険法施行規則の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

第三条　全国健康保険協会の 初の事業年度の第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二条の八に規定する報告については、同

条中「毎月の事業状況を翌月末日までに」とあるのは、「各月の事業状況を協会の 初の事業年度の終了後遅滞なく」とする。

（様式に関する経過措置）

第四条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式（督促状及び健康保険検査証を除く。）は、当分の間、この省令による改正後のそ

れぞれの省令の様式によるものとみなす。

２　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができ

る。

附　則　（平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行前に日本年金機構法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令による改正前の健康保険法施行令（大正十五

年勅令第二百四十三号）第六十三条第一項第九号、第十一号、第十三号、第十九号又は第二十号の規定により地方社会保険事務局長がし

た指定その他の処分又は通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は

地方厚生支局長がした指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２　この省令の施行の際現に健康保険法施行規則第七十四条、第七十六条若しくは第七十八条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保

険医及び保険薬剤師の登録に関する政令（昭和三十二年政令第八十七号）又は保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬

剤師の登録に関する省令の規定により地方社会保険事務局長に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この

省令の施行後の法令の相当規定に基づいて、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

附　則　（平成二〇年一二月一二日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

附　則　（平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第二条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則の様式によ

るものとみなす。

附　則　（平成二一年三月二七日厚生労働省令第四七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成二一年三月二七日厚生労働省令第五〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第七号の平均保険料率の算定）

第二条　経過措置期間適用月（健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成二十一年政令第六十三号。以下「改正政令」という。）附則

第二条第六号に規定する経過措置期間適用月をいう。以下同じ。）が三月以外の場合における同条第七号の平均保険料率については、一

の事業年度における令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協

会の管掌する健康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率の算定）

第三条　経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十号の第一号平均保険料率については、一の事業年度におけ

る令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、当該支部被保険者を協会の管掌する健

康保険の被保険者と、都道府県単位保険料率を第一号平均保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率の算定）

第四条　経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十一号の第一号都道府県単位保険料率については、一の事業

年度における令第四十五条の二第一号イに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第一号都道府県単

位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率の算定）

第五条　経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十三号の第二号都道府県単位保険料率については、一の事業

年度における令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第二号都道府県単

位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率の算定）

第六条　経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十四号の第三号都道府県単位保険料率については、一の事業

年度における令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を令第四十五条の三第一号に掲げる額と、都道府県単位保険料率を第三号都道府県単

位保険料率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率の算定）

第六条の二　経過措置期間適用月が三月以外の場合における改正政令附則第二条第十五号の収入等見込額相当率については、一の事業年度

において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位と

する健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を令第四十五条の三第一号に掲げる額

と、都道府県単位保険料率を収入等見込額相当率とみなして、同条の規定の例により算定するものとする。

（収入等見込額相当率の算定の特例）

第六条の三　平成二十五年度及び平成二十六年度においては、前条中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他

健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

（端数処理に関する経過措置）

第七条　改正政令附則第七条の規定に基づき都道府県単位保険料率（健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をい

う。以下同じ。）を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・

〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。この場合において、この省令による改正

後の健康保険法施行規則（以下「改正省令」という。）第百三十五条の三の規定は、適用しない。

（協会が定める額の算定に関する経過措置等）

第八条　改正省令第百三十五条の七の規定は、平成二十三年度以降の事業年度における算定について適用する。

２　平成三十三年度までの事業年度における算定については、改正省令第百三十五条の七第一号イ中「法第百六十条第四項の規定」とある

のは、「法第百六十条第四項の規定及び健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）附則第三十一条の規定」と読

み替えるものとする。

附　則　（平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四号）　抄

（施行期日）
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１　この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　平成二十一年五月から九月までの間においては、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第七十四条第一項第三号又は第百十条第

二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十一条第一項第一号に規定する病院等

に健康保険法施行規則第百三条の二第二項の限度額適用認定証又は同令第百五条第二項の限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して

健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この省令による改

正後の健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

附　則　（平成二一年九月三〇日厚生労働省令第一四二号）

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月一六日厚生労働省令第一五五号）

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（平

成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十二年六月三十日）から施行する。

（常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置）

第二条　この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第二条に

規定する政令で定める日までの間、第三条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律施行規則第五章、第六章、第二十条の二第一項の表第二十四条の項、第二十条の二第二項の表第三十条の六（見出しを含む。）の項、

同表第三十条の七（見出しを含む。）の項及び第三十三条の二から第三十四条までの規定は、適用しない。この場合において、第三条の

規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十四条、第五条の規定による

改正前の健康保険法施行規則第二十六条の二、第六条の規定による改正前の船員保険法施行規則第十条第五号、第七条の規定による改正

前の厚生年金保険法施行規則第十条、第八条の規定による改正前の厚生年金基金規則第十六条の二の規定は、なおその効力を有する。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第百十七条、国民年金法施行規則第百二十二条、健康保険法施行規則第百五十八

条の二十、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十八条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律施行規則第十九条の二十四の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第十二条第一項の規定により機構が

承継を受けて保有する出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第一号書式の現金払込書を取り繕い使用することができ

る。

第三条　この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが

できる。

附　則　（平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附　則　（平成二二年三月三一日厚生労働省令第四五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康

保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二二年五月一二日厚生労働省令第七〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則

の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第

一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。

（健康保険法施行令附則第九条の厚生労働省令で定める額に関する経過措置）

第二条　平成二十二年度における第五条の規定による改正後の健康保険法施行規則附則第一条の二第一号の規定の適用については、同号中

「予定額」とあるのは、「額及びその予定額」とする。

附　則　（平成二二年八月三一日厚生労働省令第九八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による健康保険被保険者証（次項において「旧健保被保険者証」という。）

は、当分の間、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（次項において「新健保規則」という。）の様式によるものとみなす。

２　前項の規定により旧健保被保険者証が新健保規則の様式による健康保険被保険者証とみなされる場合における新健保規則第四十八条第

一項の規定の適用については、同項中「又は被扶養者の氏名に変更」とあるのは、「、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名

に変更（協会が管掌する健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く。）」と読み替えるものとす

る。

附　則　（平成二三年三月三一日厚生労働省令第三八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康

保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二三年三月三一日厚生労働省令第四〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみな

す。

附　則　（平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二三年一〇月二一日厚生労働省令第一三二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二三年一一月一五日厚生労働省令第一三五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式による書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険法施行規則

の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二四年一月一三日厚生労働省令第二号）

この省令は、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日（平成二十四年一月十三日）から施行する。

附　則　（平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二六日厚生労働省令第三六号）

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附　則　（平成二四年三月二八日厚生労働省令第四三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康

保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

附　則　（平成二四年七月三一日厚生労働省令第一〇九号）　抄

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

附　則　（平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五号）

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附　則　（平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号）

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年二月一九日厚生労働省令第一七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二五年三月二七日厚生労働省令第三四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

２　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険

法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附　則　（平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号）
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この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日（平成二十五年四月十三日）から施行する。

附　則　（平成二五年五月三一日厚生労働省令第七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定及び第三章中第一節を第一節の二に改め、同節の前に一節

を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第二十五号による健康保険検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の

健康保険法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二五年一〇月一日厚生労働省令第一一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十五年改正法の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月二八日厚生労働省令第三四号）

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第四一号）

この省令は、公的年金制度の財政基盤及び 低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げ

る規定の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二六年三月三一日厚生労働省令第四六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

２　第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則の様式により使用されている書類は、当分の間、同条の規定による改正後の健康保険

法施行規則の様式によるものとみなす。

附　則　（平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年一一月四日厚生労働省令第一二〇号）

（施行期日）

１　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附　則　（平成二六年一二月一五日厚生労働省令第一三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の日（附則第三条第一項において「施行日」という。）前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二の規定

の適用については、なお従前の例による。

２　平成二十七年一月から同年十二月までの間においては、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第七十四条第一項第三号又は第百十条

第二項第一号ニの規定が適用される者及び健康保険法施行令第四十一条第一項第一号に規定する病院等に第一条の規定による改正後の健

康保険法施行規則（以下「新健保規則」という。）様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証又は新健保規則様式第十四号によ

る健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた

場合の当該療養を受けた者については、新健保規則第九十八条の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による健康保険限度額適用認定証及び

同令様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年二月一七日厚生労働省令第二〇号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後の様式によるものとみなす。

３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（平成二七年五月二七日厚生労働省令第一〇六号）

この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。

附　則　（平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」という。）の施行の

日（平成二十七年十月五日）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第二条及び第四条並びに附則第一条の二及び第一条の三の規定　平成二十九年一月一日

三　略

四　第三条、第五条、第十一条及び第十八条の規定　平成二十九年七月一日

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第一条の二　全国健康保険協会（以下この条において「協会」という。）が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者

の資格を取得若しくは喪失したとき若しくは協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときの届出等
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（届出、申出又は申請をいう。以下この条において同じ。）又は厚生労働大臣若しくは日本年金機構（以下「機構」という。）に提出する

こととされる届出等については、第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則の規定にかかわらず、平成三十年三月四日までの間

は、なお従前の例による。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号）

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附　則　（平成二七年一二月九日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二七年一二月一五日厚生労働省令第一六九号）

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附　則　（平成二八年二月四日厚生労働省令第一三号）　抄

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号）　抄

この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規

定の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

（短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）から平成二十八年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の健

康保険法施行規則第二十三条の五の規定の適用については、同条第二号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「健康保険法施行

規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令（平成二十八年厚生労働省令第七十五号）の施行の日（次号において「施行日」

という。）の属する月」と、同条第三号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七六号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年三月三一日厚生労働省令第七七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附　則　（平成二八年八月一八日厚生労働省令第一四一号）

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附　則　（平成二八年一〇月二七日厚生労働省令第一六二号）

この省令は、平成二十八年十月三十一日から施行する。

附　則　（平成二八年一一月一一日厚生労働省令第一六八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二八年一二月二八日厚生労働省令第一八七号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則に基づく様式による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。

２　当分の間、日本年金機構（以下この項において「機構」という。）に提出することとされる健康保険被保険者資格取得届の様式は、第

一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第三号による。

附　則　（平成二九年一月三〇日厚生労働省令第三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年三月九日厚生労働省令第一五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附　則　（平成二九年三月三一日厚生労働省令第四一号）

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附　則　（平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

附　則　（平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行規則第八十六条第一項並びに第九十八条の二

第一項、第二項及び第四項並びに第二条中船員保険法施行規則第八十七条第一項、第二項及び第四項の改正規定は、平成二十九年七月一

日から施行する。
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（健康保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規

則、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則及び第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に

基づく様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第三条　この省令の施行の日前の生活療養に関する生活療養標準負担額の減額の対象者については、なお従前の例による。

附　則　（平成二九年七月三一日厚生労働省令第八六号）

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成二九年一一月二九日厚生労働省令第一二八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一月三一日厚生労働省令第一〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第一条（第二表に係る改正規定に限る。）、第二条（第二表に係る改正規

定に限る。）、第十条（第二表に係る改正規定に限る。）及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例によ

る。

第三条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することがで

きる。

附　則　（平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附　則　（平成三〇年三月二三日厚生労働省令第三二号）

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　平成三十二年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率（健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をい

う。次条において同じ。）の算定については、なお従前の例による。

第三条　平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用について

は、同条第一項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。

２　令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関する第百三十五条の五の二の規定の適用については、同条第一

項第三号中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。

附　則　（平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九七号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十年八月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第十三号の二による限度額適用認定証は、当分

の間、同条の規定による改正後の同令様式第十三号の二の様式によるものとみなす。

附　則　（平成三〇年九月七日厚生労働省令第一一二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第四条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第六条　この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第一条中健康保険法施行規則第百五十九条の十の改正規定及び第二条中厚生年金保険法施行規則第百二十九条の改正規定　平成三十

一年十月一日

（電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十五条第三項、第二十六条第三項及び第二十七条第三項の規定並びに第二条

の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第十八条第三項、第十九条第四項及び第十九条の五第三項の規定は、特定法人の平成三十

二年四月一日以後に開始する事業年度に係る健康保険法施行規則第二十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十七条第一項並びに厚生

年金保険法施行規則第十八条第一項、第十九条第一項及び第十九条の五第一項に規定する届出について適用する。

附　則　（平成三一年一月三〇日厚生労働省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和元年五月七日厚生労働省令第一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年六月二八日厚生労働省令第二〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

（様式に関する経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年八月三〇日厚生労働省令第三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次条第二項及び第三項、附則第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項

及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第二条　医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）第一条の規定

による改正後の健康保険法（以下「改正後健康保険法」という。）第三条第七項並びに第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則

（以下「改正後健康保険法施行規則」という。）第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、

この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養

者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間

（その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、子、孫及び兄弟姉

妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間）に限り、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健

康保険法施行規則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法施行規則第三十八条第一項第三号に掲げる事

項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出（同条第三項の規定

による光ディスクの提出による場合を含む。次項において同じ。）の受理を行うことができる。

３　厚生労働大臣及び健康保険組合は、この省令の施行の日前においても、改正後健康保険法第三条第七項並びに改正後健康保険法施行規

則第三十七条の二及び第三十七条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況

を記載した改正後健康保険法施行規則第三十八条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。

附　則　（令和元年九月二七日厚生労働省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年一月一日から施行する。

附　則　（令和元年一〇月二八日厚生労働省令第六五号）

（施行期日）

第一条　この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和元年法律第九号）附則

第一条第四号の政令で定める日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省

令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

２　旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和元年一二月一三日厚生労働省令第八〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第十六号）の施行の日（令和元年十二月

十六日）から施行する。

附　則　（令和二年三月五日厚生労働省令第二三号）

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年九月二五日厚生労働省令第一六一号）

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附　則　（令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和二年一一月三〇日厚生労働省令第一八九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和二年十二月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月九日厚生労働省令第一九九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年一月二五日厚生労働省令第八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一月二九日厚生労働省令第一六号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年二月一五日厚生労働省令第三三号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年三月八日厚生労働省令第四六号）　抄

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和三年八月四日厚生労働省令第一三七号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年一月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前の出産に係る健康保険法施行規則第八十六条の二及び船員保険法施行規則第七十四条の規定の適用については、

なお従前の例による。

附　則　（令和三年八月一三日厚生労働省令第一四〇号）

この省令は、令和三年十月一日から施行する。

附　則　（令和三年八月三一日厚生労働省令第一四六号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八一号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年一月一日から施行する。

（傷病手当金に関する経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第八十四条の三の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の前

日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手

当金については、なお従前の例による。

附　則　（令和三年一二月二二日厚生労働省令第一九七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年三月四日厚生労働省令第三〇号）

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附　則　（令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第一条中健康保険法施行規則第二十三条の四（見出しを含む。）、第二十三条の五（見出しを含む。）、第二十三条の六の見出し及び同

条第一項並びに第二十六条の二第五号の改正規定並びに第三条中厚生年金保険法施行規則第九条の四（見出しを含む。）、第九条の五

（見出しを含む。）、第九条の六の見出し及び同条第一項並びに第十九条の二第一項第五号の改正規定　令和四年十月一日

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の健康保険法施行規則、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法施行

規則及び第五条の規定による改正前の国民年金法施行規則に基づく様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類

は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際限にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

３　厚生労働大臣（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこととさ

れた市町村長及び同法第二百四条第一項（第十一号に係る部分に限る。）の規定による委任を受けた者を含む。）、全国健康保険協会及び

健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下この項において「新健保則」という。）の規定にかかわらず、

当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届（以下この項にお

いて「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届」という。）を交付することができる。この場合において、旧健康保険厚生年金保険

被保険者氏名変更届については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（令和四年三月三〇日厚生労働省令第五二号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年五月一日から施行する。

（健康保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置）

第三条　施行日から令和九年四月三十日までの間における第二条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十三条の六の規定の適用に

ついては、同条第三項第二十五号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第二条第一号ニに

規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。
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（経過措置）

第二条　厚生労働大臣（健康保険法（大正十一年法律第七十号）第二百三条第一項の規定により厚生労働大臣が行う事務の一部を行うこと

とされた市町村長及び同法第二百四条第一項（第十一号に係る部分に限る。）の規定による委任を受けた者を含む。）、全国健康保険協会

及び健康保険組合は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則（以下この項及び次項において「新健保則」という。）の規定に

かかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第七号による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届、様

式第十号（１）及び（２）による健康保険高齢受給者証、様式第十三号による健康保険特定疾病療養受療証、様式第十三号の二による健

康保険限度額適用認定証、様式第十四号による健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証並びに様式第十五号及び様式第十五号の二に

よる健康保険被保険者手帳（以下この条において「旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等」という。）を交付することができる。

この場合において、旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

２　この省令の施行の際現に交付されている旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等については、新健保則の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

３　この省令の施行の際現にある旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用する

ことができる。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の規定は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

開始する健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、施行日前に開始した同項

に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年三月三一日厚生労働省令第六四号）

（施行期日）

１　この省令は、令和四年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。）附則第

二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）若しくは独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号）又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せ

られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正

後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ（１）、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確

保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ（１）並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四

十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ（１）の規定（次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」

という。）に該当する者とみなす。

３　整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。

附　則　（令和四年四月一日厚生労働省令第七九号）

（施行期日）

１　この省令は、令和六年一月一日から施行する。

（報奨金の額の算定に関する経過措置）

２　改正後の健康保険法施行規則第百三十五条の五の二の規定は、令和六年三月以後に用いられる都道府県単位保険料率（健康保険法（大

正十一年法律第七十号）第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。以下この項において同じ。）に係る報奨金（健康保

険法施行令（大正十五年勅令第二百四十三号）第四十五条の二第一号ニに規定する報奨金をいう。以下この項において同じ。）の額の算

定について適用し、同年二月以前に用いられる都道府県単位保険料率に係る報奨金の額の算定については、なお従前の例による。

附　則　（令和四年九月八日厚生労働省令第一二六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附　則　（令和四年九月一三日厚生労働省令第一二九号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和四年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和四年九月二七日厚生労働省令第一三六号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日（次条に

おいて「第八号施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

第二条　適用事業所の事業主は、被保険者（第八号施行日前から引き続き当該適用事業所に使用される者に限る。）が第八号施行日におい

て健康保険法（大正十一年法律第七十号）第三条第十項に規定する共済組合の組合員の資格を取得し、同法第二百条第一項及び第二百二

条の規定の適用を受ける場合には、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第二十九条の二第一項の規定にかかわらず、日本年

金機構に対し、同令様式第八号による届書を提出することを要しない。

附　則　（令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律（以下この項及び附則第五項において

「改正法」という。）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附　則　（令和五年一月二七日厚生労働省令第一〇号）

この省令は、公布の日から施行する。
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附　則　（令和五年四月七日厚生労働省令第六八号）　抄

１　この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（以下「法」という。）の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。

附　則　（令和五年五月三一日厚生労働省令第八一号）

この省令は、令和五年六月一日から施行する。

附　則　（令和五年九月二九日厚生労働省令第一二五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月一三日厚生労働省令第一三九号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月三〇日厚生労働省令第一四八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和五年十二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

（被保険者資格等の確認に係る経過措置）

第二条　療養又は指定訪問看護（健康保険法第八十八条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第七十

八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。）を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正前の

健康保険法施行規則第五十三条（同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。）、第二条の規定による改正前の船員保険法

施行規則第四十二条第一項（同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含む。）、第三条の規定による改正前の国民健康保険法

施行規則第二十四条の五又は第四条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十条の三の規定にかかわらず、

第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第五十三条第一項第三号（同令第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。）

、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十二条第一項第三号（同令第八十条及び第八十二条において準用する場合を含

む。）、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則第二十四条の五第一項第三号又は第四条の規定による改正後の高齢者の医療

の確保に関する法律施行規則第三十条の三第三号に掲げる方法によって、被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることができ

る。

附　則　（令和五年一一月三〇日厚生労働省令第一五〇号）

この省令は、令和五年十二月八日から施行する。

附　則　（令和六年一月一六日厚生労働省令第二号）

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の日前に健康保険法施行規則第百五十五条の四第五項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第五項

の規定に基づき、厚生労働大臣が提供することが適当と認めた申出を行った提供申出者については、この省令による改正後の健康保険法

施行規則第百五十五条の四第一項及び第二項並びに第百五十五条の八並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第一項

及び第二項並びに第五条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（令和六年一月一七日厚生労働省令第四号）　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年一月一七日厚生労働省令第五号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年二月二日厚生労働省令第二四号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、令和六年三月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月五日厚生労働省令第三四号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年六月一日から施行する。

（ウェブサイトへの掲載に係る経過措置）

第二条　この省令の施行の日から令和七年五月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第七十五条第二項の

規定の適用については、同項中「指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは「削除」とする。

附　則　（令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二八日厚生労働省令第五八号）

（施行期日）

第一条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるもの

とみなす。

２　この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附　則　（令和六年三月二九日厚生労働省令第六二号）

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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様式第一号（第二十一条関係）
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様式第二号（第二十二条関係）
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様式第三号（第二十四条関係）
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様式第三号の二（第二十四条関係）
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様式第四号（第二十五条関係）

様式第四号(第二十五条関係) 

(表面) 

  

  

様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  
被保険者報酬月額算定基礎届 

2 2 2 5 
(兼)厚生年金保険  70歳以上被用者算定基礎届 

  令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒    ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 
  

  

社会保険労務士記載欄     

 氏 名 等 
  

電話番号        (      ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 適用年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  

⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額   

⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 
⑭ 総計(一定の基礎日数以
上の月のみ) ⑱ 備考 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額   

  

  1 

① ② ③ ④ 
年9月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  2 

① ② ③ ④ 
年9月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  3 

① ② ③ ④ 
年9月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  4 

① ② ③ ④ 
年9月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 

  

  5 

① ② ③ ④ 
年9月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
4 月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

5 
月 日 円 円 円 

⑮平均額 
円 

6 
月 日 円 円 円 

⑯修正平均額 
円 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄    ： 事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号     0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ： 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ： 該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

            【元号】  1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 

                  9．令和 

            【記入例】 昭和63年5月3日の場合 

③ 

   5―630503 
  

⑦昇(降)給     ： 4月～6月の支払期において、昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでくださ

い。 

⑧遡及支払額    ： 4月～6月の支払期において、遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数： 月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

            月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

            ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額： 給料・手当等名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

            ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し、「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入して

ください。 

⑫現物によるものの額： 報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

            現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他

被服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ： 「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ： 「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計した金額を記入してください。 

            ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月の「⑬合計(⑪＋⑫)」を総計してください。 

⑮平均額      ： 「⑭総計」で算出した金額を、「⑩給与計算の基礎日数」が17日以上の月数で除して得た金額を記入してください。算出し

た平均額は、1円未満を切り捨ててください。 

            ※「パート」の場合で17日以上の月がない場合は、15日以上の月数で除してください。 

⑯修正平均額    ： 遅配分給与の支払いや昇給が遡ったことにより、対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入し

てください。低額の休職給がある場合は、休職給の支払いがあった月を除いた月数・総計をもとに平均額を算出してくださ

い。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ： 70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を

記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合

への届出については、記入不要です。 

⑱備考       ： 必要に応じて記入してください。 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第五号（第二十六条関係）

様式第五号(第二十六条関係) 

(表面) 

  

  

様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  
 被保険者報酬月額変更届 

2 2 2 1 
(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届 

  令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒    ― 

  

事業所

名 称 

  

事業主

氏 名 
  

  

社会保険労務士記載欄     

 氏 名 等 
  

電話番号 (      ) 

  

  
項
目
名 

① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 ④ 改定年月 
⑰ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ 

  
⑤ 従前の標準報酬月額 ⑥ 従前改定月 ⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額   

⑨ 

 給与

支給月 

⑩ 

給与計算の

基礎日数 

報酬月額 ⑭ 総計 
⑱ 備考 

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪＋⑫) 
⑮ 平均額 

⑯ 修正平均額   

  

  1 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  2 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  3 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  4 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 

  

  5 

① ② ③ ④ 
年   月 

⑰ 
                      

  

⑤ 
健 

千円 
 厚 

千円 
⑥ 

年   月 
⑦昇(降)給 

月 
1．昇給 
2．降給 

⑧遡及支払額 
月      円 

⑱ 

⑨支給月 
月 

⑩日数 
日 

⑪通貨 
円 

⑫現物 
円 

⑬合計(⑪＋⑫) 
円 

⑭総計 
円 

月 日 円 円 円 
⑮平均額 

円 

月 日 円 円 円 
⑯修正平均額 

円 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄    ： 事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号     0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号 ： 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日     ： 該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

            【元号】  1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 

                  9．令和 

            【記入例】 昭和63年5月3日の場合 

③ 

   5―630503 
  

④改定年月     ： 標準報酬月額が改定される年月を記入してください。「⑨給与支給月」で記入した3カ月目の翌月となります。 

⑤従前の標準報酬月額： 現在の標準報酬月額を千円単位で記入してください。 

⑥従前改定月    ： 「⑤従前の標準報酬月額」が適用された年月を記入してください。 

⑦昇(降)給     ： 昇給又は降給のあった月の支払月を記入し、該当する昇給又は降給の区分を○で囲んでください。 

⑧遡及支払額    ： 遡及分の支払があった月と支払われた遡及差額分を記入してください。 

⑨給与支給月    ： 固定的賃金の変動が反映した月から3カ月分の月について記入してください。 

⑩給与計算の基礎日数： 月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数等、報酬(給与)支払の基礎となった日数を記入してください。 

            月給・週給者で欠勤日数分の給与を差し引く場合は、就業規則等で定められた日数から欠勤日数を除いて記入してください。 

            ※基礎日数は給与支払日ではありませんので、ご注意ください。 

⑪通貨によるものの額： 給料・手当等、名称を問わず労働の対償として金銭(通貨)で支払われる全ての合計金額を記入してください。 

            ※昇給が遡ったためその差額が支給された場合は、その差額も含めて記入し「⑧遡及支払額」に支給月と差額を記入してく

ださい。 

⑫現物によるものの額： 報酬のうち食事・住宅・被服・定期券等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。 

            現物によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他

被服等は時価により算定した額)を記入してください。(健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑬合計       ： 「⑪通貨」と「⑫現物」の合計額を記入してください。 

⑭総計       ： 3カ月間の「⑬合計」を総計してください。 

⑮平均額      ： 「⑭総計」の金額を3で除して平均額を算出し、1円未満を切り捨ててください。 

⑯修正平均額    ： 昇給が遡ったため対象月中に差額分が含まれている場合は、差額分を除いた平均額を記入してください。 

⑰個人番号 

(基礎年金番号) 

 ： 70歳以上被用者の方のみ記入が必要になります。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を

記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合

への届出については、記入不要です。 

⑱備考       ： 必要に応じて記入してください。 

   備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

     2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第六号（第二十七条関係）

様式第六号(第二十七条関係) 

(表面) 

  

  

様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  
 被保険者賞与支払届 

2 2 6 5 
(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 

  令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

 事業所

整理記号 
        ―           

事 業 所

所 在 地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒 

  

事 業 所

名 称 

  

事 業 主

氏 名 
  

  

社会保険労務士記載欄     

 氏 名 等 

  
電話番号        (      ) 

  

  項目名 
① 被保険者整理番号 ② 被保険者氏名 ③ 生年月日 

⑦ 個人番号［基礎年金番号］ 
※70歳以上被用者の場合のみ   

④ 賞与支払年月日 ⑤ 賞与支払額 ⑥ 賞与額(千円未満は切捨て) ⑧ 備考 

  
  共 通 ④ 賞与支払年月日(共通) 9．令和   年   月   日   

  

  1 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  2 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  3 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  4 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  5 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  6 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  7 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  8 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  9 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 

  

  10 

① ② ③ ⑦                       

  
⑧ 

④※上記「賞与支払年月日(共通)」
と同じ場合は、記入不要です。 

9．令和  年  月  日 

⑤ 
 (通貨) 

円 

 
 (現物) 

円 

⑥(合計 ＋ )千円未満は切捨て 

,000円 
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(裏面) 

記入方法 

 

提出者記入欄     ： 事業所整理記号は下図を参照し、新規適用時又は名称・所在地変更時に付された記号を記入してください。 

  
事 業 所

整理記号     0 1 ― イ ロ ハ     

①被保険者整理番号  ： 資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

③生年月日      ： 該当する元号の番号と、年月日を下図のように記入してください。 

             【元号】  1．明治 3．大正 5．昭和 7．平成 

                   9．令和 

             【記入例】 昭和63年5月3日の場合 

③ 

   5―630503 
  

④賞与支払年月日(共通)： 事業所における賞与支払年月日を記入してください。 

             なお、各被保険者欄にある「④賞与支払年月日」欄は、「④賞与支払年月日(共通)」と異なる方のみ記入してください。 

⑤賞与支払額     ： 「 (通貨)」には、賞与・手当等名称を問わず労働の対償として、3カ月を超える期間ごとに金銭(通貨)で支払われる全て

の金額を記入してください。 

             ※年間4回以上支払われる賞与等については標準報酬月額の対象となりますので、『被保険者報酬月額算定基礎届』又は『被

保険者報酬月額変更届』に記入する報酬月額に算入してください。 

             「 (現物)」には、賞与のうち食事・住宅・被服等、金銭(通貨)以外で支払われるものについて記入してください。現物

によるものの額は、厚生労働大臣によって定められた額(食事・住宅については都道府県ごとに定められた価額、その他被

服等は時価により算定した額)を記入してください。 

             (健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。) 

⑥賞与額       ： 「 (通貨)」と「 (現物)」の合計から1,000円未満切捨てした金額を記入してください。 

⑦個人番号 

(基礎年金番号) 

  ： 70歳以上被用者の方のみ記入してください。本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記

入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載されている10桁の番号を左詰めで記入してください。ただし、健康保険組合

への届出については、記入不要です。 

⑧備考        ： 必要に応じて記入してください。 

  備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

    2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第七号（第二十八条関係）
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様式第八号（第二十九条関係）

様式第八号(第二十九条関係) 

(表面) 

  

  
様式コード 健 康 保 険  

厚生年金保険  

(兼)厚生年金保険 

 被保険者資格喪失届 

70歳以上被用者不該当届 2 2 0 1 

    令和   年   月   日提出 

  

提

出

者

記

入

欄 

事 業 所

整理記号 
        ―         

事業所

番 号 
            

  

事業所

所在地 

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。 

〒   ― 
  

事業所

名 称 

  

  

  

社会保険労務士記載欄   

事業主

氏 名 

  氏 名 等 

  

電話番号        (      ) 

  

  

被
保
険
者
１ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
２ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
３ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9.   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 

  

  

被
保
険
者
４ 

① 

被保険者

整理番号 
  

② 

氏 名 

(フリガナ)   ③ 

生 年

月 日 

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

  年   月   日 

  

(氏) (名) 

④ 
 個 人
番 号 

 基礎年
金番号 

                        

⑤ 

喪 失

年月日 

9．   年   月   日 ⑥ 

 喪 失

(不該当)

原 因 

4．退職等(令和  年  月  日退職等) 
5．死亡 (令和  年  月  日死亡) 
7．75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9．障害認定(健康保険のみ喪失) 
11．社会保障協定 

令
和 

 

⑦ 

備考   

保険証回収 

添付     枚  

返不能    枚  

⑧ 

 70歳

不該当 

 □70歳以上被用者不該当 

  (退職日または死亡日を記入してください) 

不該当年月日 
9． 
令和 

  年   月   日 
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(裏面) 

記入方法 

提出者記入欄    ：事業所整理記号・事業所番号は下図を参照し、新規適用時または名称・所在地変更時に付された記号・番号を記入してくださ

い。 

  
事 業 所

整理記号 
    0 1 ― イ ロ ハ   

事業所

番 号 
1 2 3 4 5   

①被保険者整理番号 ：資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号を、必ず記入してください。 

 

②氏名       ：氏名を記入してください。フリガナはカタカナで正確に記入してください。 

 

③生年月日     ：年号は該当する番号を○で囲んでください。生年月日は下図を参照し記入してください。 

  

5．昭和 

7．平成 

9．令和 

 

6 

年 

3 

 

0 

月 

5 

 

0 

日 

3 
  

④個人番号 

(基礎年金番号) 

 

 ：本人確認を行ったうえで、個人番号を記入してください。基礎年金番号を記入する場合は、基礎年金番号通知書等に記載され

ている10桁の番号を左詰めで記入してください。なお、「死亡」による資格喪失の場合は、基礎年金番号を記入してください。 

  ただし、健康保険組合への届出については、記入不要です。 

⑤喪失年月日    ：下図を参照し、喪失年月日を記入してください。 

  

退職等による資格喪失 

退職日の翌日 

転勤の当日 

雇用契約変更の当日 

  

死亡による資格喪失 死亡日の翌日 

75歳到達による健康保険の資格喪失 誕生日の当日 

障害認定による健康保険の資格喪失 認定日の当日 

社会保障協定による資格喪失 
社会保障協定発効の当日 

相手国法令の適用となった日の翌日 

⑥喪失(不該当)原因 ：下図を参照し、該当する番号を○で囲んでください。退職・死亡の場合は、その当日の年月日を( )内に記入してください。 

  

4．退職等 
退職した場合、雇用契約の変更等により被保険者の適用対象外となった場合、退職後に継続し

て再雇用した場合 

  

5．死亡 死亡した場合 

7．75歳到達 75歳に到達したことで後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格を喪失する場合 

9．障害認定 
65歳以上75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療に該当し、健康保険の被保険者資格

を喪失する場合 

11．社会保障協定 社会保障協定により、相手国法令の適用を受け、被保険者資格を喪失する場合 

⑦備考       ：必要に応じて記入してください。 

⑧70歳不該当    ：70歳以上の方の場合、「□70歳以上被用者不該当」にチェックを入れてください。 

           また、「不該当年月日」に退職または死亡した当日の年月日を記入してください。 

           在職中に70歳に到達された方の厚生年金保険被保険者資格喪失届は、この用紙ではなく『70歳到達届』を提出してください。 

     備考1：この用紙は、A列4番とすること。 

       2：必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 
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様式第八号の二（第二十九条関係）

様式第八号の二(第二十九条関係) 

□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 

  様式コード2201 1．個人番号 

 

  

10．被保険者氏名 フリガナ(カタカナ) 

  

   12． 生 年 月 日   

大正 昭和 

平成 令和 
   年   月   日 

  

17．社会保険事業所整理記号 

 

18．社会保険事業所番号 

 

19．社会保険被保険者整理番号 

 
20．基礎年金番号(個人番号を記入した場合は、記

入は不要です。) 21．社会保険喪失年月日 22．社会保険喪失原因 

 
 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

 

4 退職等(令和 年 月 日退職等) 
5 死亡(令和 年 月 日死亡) 
7 75歳到達(健康保険のみ喪失) 
9 障害認定(健康保険のみ喪失) 

23．備考  24．保険証回収 

 添付    枚 

 返不能   枚 
 ※保険証を回収できない場合は、

必ず「被保険者証回収不能届」
をご提出ください。 

25．70歳以上不該当 

 (チェックを入れて、退職日または死亡日を記入してください) 該当する項目を○で囲んでください。 

1 二以上事業所勤務者の喪失 

2 退職後の継続再雇用者の喪失 

3 その他(            ) 
 

 

5 昭和 
7 平成 
9 令和 

    

  

  

   35．事業所名称     

 

令和   年   月   日提出   

 

        住 所 〒 

    事 業 主 氏 名 

        電話番号 

  
社会保険

労 務 士

記 載 欄 

  氏 名 
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様式第九号（１）（第四十七条関係）

様式第九号(1)(第四十七条関係) 

(表 面) 

 
(被保険者)                 令和 年 月 日交付  

健 康 保 険

被 保 険 者 証 記号            番号           (枝番) 

         氏名 

         性別 

         生 年 月 日                 年  月  日 

         資格取得年月日                 年  月  日 

 

保 険 者 所 在 地 

保険者番号・名称                               印 

(裏 面) 

  

住 所   
  

備 考   

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を

加えることができる。 

   4．被保険者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管する

こと。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認

を受けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を事業主に提出すること。

ただし、任意継続被保険者の場合は保険者に返納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ

とがあること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに事業主を経由して保険者に

提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主を経由するこ

とを要しないこと。 

100



様式第九号（２）（第四十七条関係）

様式第九号(2)(第四十七条関係) 

(表 面) 

 
(被扶養者)                 令和 年 月 日交付  

健 康 保 険

被 保 険 者 証 記号            番号           (枝番) 

         氏名      被保険者氏名 

         性別 

         生 年 月 日                 年  月  日 

 

保 険 者 所 在 地 

保険者番号・名称                               印 

(裏 面) 

  

住 所   
  

備 考   

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を

加えることができる。 

   4．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管する

こと。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認

を受けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 被保険者の資格を喪失したとき又はその被扶養者でなくなったときは、5日以内に

被保険者証を事業主に提出すること。ただし、任意継続被保険者の場合は保険者に返

納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ

とがあること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに事業主を経由して保険者に

提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主を経由するこ

とを要しないこと。 
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様式第九号（３）（第四十七条関係）

様式第九号(3)(第四十七条関係) 

(表 面) 

  特 退 

(被保険者)                 令和 年 月 日交付  

健 康 保 険

特 例 退 職

被保険者証 記号            番号           (枝番) 

       氏名 

       性別 

       生 年 月 日                   年  月  日 

       資格取得年月日                   年  月  日 

 

保険者所在地 

 

保険者番号 

保険者名称                                 印 

(裏 面) 

  

住 所   
  

備 考   

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を

加えることができる。 

   4．被保険者に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管する

こと。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認

を受けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 特例退職被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に被保険者証を健康保険組合

に返納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ

とがあること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに健康保険組合に提出して訂

正を受けること。 
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様式第九号（４）（第四十七条関係）

様式第九号(4)(第四十七条関係) 

(表 面) 

  特 退 

(被扶養者)                 令和 年 月 日交付  

健 康 保 険

特 例 退 職

被保険者証 記号            番号          (枝番) 

       氏名      被保険者氏名 

       性別 

       生 年 月 日                   年  月  日 

 

保険者所在地 

 

保険者番号 

保険者名称                                 印 

(裏 面) 

  

住 所   
  

備 考   

  
  ※ 以下の欄に記入することにより、臓器提供に関する意思を表示することができます。

記入する場合は、1から3までのいずれかの番号を○で囲んでください。 

  

 1．私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。 

 2．私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。 

 3．私は、臓器を提供しません。 

 《1又は2を選んだ方で、提供したくない臓器があれば、×をつけてください。》 

【 心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球 】  

 〔特記欄：                           〕 

 署名年月日：     年   月   日 

 

 本人署名(自筆)：             家族署名(自筆)：             

じん すい 
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備考 1．プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 

   2．大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。 

   3．必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を

加えることができる。 

   4．被保険者等に次に掲げる事項を周知するものとする。 

    (1) 被保険者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管する

こと。 

    (2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認

を受けるか、被保険者証を提出すること。 

    (3) 特例退職被保険者の資格を喪失したとき又はその被扶養者でなくなったときは、5

日以内に被保険者証を健康保険組合に返納すること。 

    (4) 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けるこ

とがあること。 

    (5) 被保険者証の記載事項に変更があった場合には、直ちに健康保険組合に提出して訂

正を受けること。 
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様式第十号（１）（第五十二条関係）
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様式第十号（２）（第五十二条関係）
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様式第十一号　削除
様式第十二号（第八十三条関係）

様式第十二号(第八十三条関係) 

(表 面) 

注 意 事 項 

1 この証の交付を受けたときには、直ちに住所欄に住所を自署して大

切に保持してください。 

2 この証では、資格喪失の際に、現に診療を受けていた傷病及びこれ

によって発生した疾病についてのみ、診療が受けられます。診療を受

けようとする際には、必ずこの証をその窓口で渡してください。 

3 この証で診療を受けたときは、次の額をそのつど支払ってくださ

い。 

 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。) 

  ア 被保険者であった者 3割に相当する額 

    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日で

ある場合はその月)以後の場合は、2割(ただし、昭和19年4月1

日までに生まれた方は1割)に相当する額となります。 

  イ 被扶養者であった者 3割に相当する額 

    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3

月31日まで)の場合は2割に相当する額、70歳の誕生日の属する

月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は

2割(ただし、昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)に相当す

る額となります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定額の食事療

養標準負担額又は生活療養標準負担額 

4 この証は、健康保険法第3条第2項の規定による被保険者等として療

養の給付等が受けられるようになったとき、被保険者等、船員保険の

被保険者等、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者等

となったとき、被保険者の資格を喪失してから起算して6月を経過し

たときまたは診療を受けていた傷病が治った等のため不要となった

ときは、直ちに返納してください。 

5 表面の記載事項のうち被保険者又は受給者の氏名又は住所に変更

があったときは、この証を提出するとともに、新旧の氏名又は住所を

5日以内に届け出てください。 

6 不正にこの証を使用したときは、刑法によって罰せられますから注

意してください。 

健 康 保 険 

 

 

特 別 療 養 証 明 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保 険 者 名 

109



(裏 面) 

    

        

療

養

給

付

記

録

１ 

傷 病 名 

    

  健康保険 特別療養証明書   

令和  年  月  日 交付     

被
保
険
者
で
あ
っ
た
者 

記 号 
  

番 号 (枝番)    開始年月日 令和   年   月   日 

氏 名 

  
性 別 受 給 期 限 令和   年   月   日 

男・女 終了年月日 令和   年   月   日 転帰 
  

生年月日  昭・平・令  年 月 日生 
療

養

給

付

記

録

２ 

傷 病 名 

  

住 所 
  

受

給

者 

記 号 
  

番号 (枝番)    開始年月日 令和   年   月   日 

氏 名 

  性 別 受 給 期 限 令和   年   月   日 

男・女 終了年月日 令和   年   月   日 転帰   

生年月日  昭・平・令  年 月 日生 

療

養

給

付

記

録

３ 

傷 病 名   住 所 
  

保

険

者 

所 在 地   

名

称

及

び

印 

保

険

者

番

号 

  
開始年月日 令和   年   月   日 

受 給 期 限 令和   年   月   日 

終了年月日 令和   年   月   日 転帰 
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備 考 
  1 この証の大きさは、縦127ミリメートル、横182ミリメートルとし、点線の箇所から二つ折りとする。 
  2 この証は、受給者一人ごとにこれを作製すること。 
  3 受給者が被保険者であった者であるときは、「受給者」欄の「氏名」欄に被保険者本人と記載し、他の欄には斜線を引くこととし、受

給者が被扶養者であった者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載すること。 
  4 「性別」欄は、該当しない文字を抹消すること。 
  5 「療養給付記録」欄は、保険医療機関等において記載すること。ただし、「傷病名」、「開始年月日」及び「受給期限」欄は、保険者

において記載すること。 
  6 「療養給付記録」欄の記載については、次によること。 
   (い) 歯について保険診療を行った場合には、患歯の部位を「傷病名」欄に記載すること。 
   (ろ) 「開始年月日」欄には、保険診療を開始した年月日を記載すること。 
   (は) 「受給期限」欄には、特別療養給付を受けることができる期限を記載すること。 
   (に) 「終了年月日」欄には、この証の有効期限が満了したときは、その満了日を記載し、また、傷病が転帰したときは、その年月日を

記載すること。 
   (ほ) 「転帰」欄には、治ゆ、期間満了、転医、死亡、中止等の別を記載すること。 
  7 別途被保険者等に周知することにより、注意事項を省略することができる。 
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様式第十三号（第九十九条関係）
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様式第十三号の二（第百三条の二及び第百二十九条の二関係）
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様式第十四号（第百五条及び第百二十九条の三関係）
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様式第十五号（第百十五条関係）
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様式第十五号の二（第百十五条関係）
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様式第十六号（第百十九条関係）

様式第十六号(第百十九条関係) 

  (六)   (一)   (二)   

使 う 方 へ の 注 意 

1 初診を受けるときは、第五面のその月の欄に、確認の表
示がなければなりません。 

  確認を受けようとするときは、健康保険被保険者手帳
にこの票を添えて、交付機関に提出してください。 

2 この票を持っている方が診療を受けられる期間は、同一
の傷病について、療養の給付等の開始の日から1年(結核
性疾病については、5年)です。 

  ただし、その後であっても、第五面に確認の表示があ
る月は、診療を受けられます。 

3 保険医療機関等について診療を受けようとするときに
は、必ずこの票をその窓口で渡してください。この場合
には、その傷病の療養が終わるまでこの票は保管されて、
療養が終わってから所要の事項が記入されて返付されま
す。 

4 この票で診療を受けたときは、次の額をそのつど支払っ
てください。 

 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。) 
  ア 本人 3割に相当する額 
    ただし、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が

月の初日である場合はその月)以後の場合は、2割(た
だし、昭和19年4月1日までに生まれた方は1割)に相
当する額となります。 

  イ 被扶養者 3割に相当する額 
    ただし、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後

の最初の3月31日まで)の場合は2割に相当する額、70
歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日で
ある場合はその月)以後の場合は2割(ただし、昭和19
年4月1日までに生まれた方は1割)に相当する額とな
ります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定
額の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額 

5 この票では、業務上や通勤災害による傷病については、
診療を受けられません。 

6 不正にこの票を使用したときは、刑法で罰せられ、また、
費用を返さなければなりません。 

  

健康保険被保険者

受 給 資 格 者 票 

被扶養者氏名 
性

別 

生年月日 交付機関印 

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

令和  年  月  日交付 

健康保険被保険者

手帳の記号及び番号 

    
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

本

人 

氏 名 

  
男
・
女 

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

生 年 月 日 

明 
大 
昭 
平 
令 

年  月  日   
  

男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

住 所

又 は

居 所 

  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 

  

保 険 者 番 号

及 び

交 付 機 関 名 

  

摘

要 

  
                    

印  

 

  

診療の際は必ず第五面を参照してください。 
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  (三)   (四)   (五)   

被扶養者療養給付記録 本人療養給付記録 受 給 資 格 確 認 

氏名 傷病名 
開 始
年月日 

終 了
年月日 

転帰 請求金額 認印 傷病名 
開 始
年月日 

入 院
年月日 

終 了
年月日 

転帰 請求金額 認印 
令和  年1月 令和  年2月 令和  年3月 

      
                            

                              

                            
                              

令和  年4月 令和  年5月 令和  年6月 
                                  

                              

                            
                              

                            令和  年7月 令和  年8月 令和  年9月 
                                    

                            
                              

                            
                              令和  年10月 令和  年11月 令和  年12月 

      
                            

                              

                            
                              

保険医療機関等の注意 
1．確認の表示がされていない欄の月においては、療養の
給付等を開始する(初診を行う)ことができません。 

2．療養の給付等の期間は、同一の傷病について、初めて
療養の給付等を受けた日から1年(結核性疾病について
は、5年)です。 

  ただし、その期間経過後においても、確認の表示がさ
れている欄の月については、療養の給付等をすること
ができます。 

                            
                              

                            
                              

                            
                              

      
備考 1 この票の大きさは、縦127ミリメートル、横273ミリメートルとし、点線の個所から三つ折りとすること。 
   2 「男女」欄は、該当しない文字を抹消すること。 
   3 「本人療養給付記録」欄及び「被扶養者療養給付記録」欄は、保険医療機関等において記載すること。ただし、療養費支給の場合は、全国健康保険協会において記載すること。 
   4 「本人療養給付記録」欄及び「被扶養者療養給付記録」欄の記載については、次によること。 
    イ 歯について保険診療を行った場合には、患歯の部位を「傷病名」欄に記載すること。 
    ロ 「開始年月日」欄には、保険診療を開始した年月日を記載すること。 
    ハ 「入院年月日」欄には、保険診療により入院を開始した年月日を記載すること。 
    ニ 「終了年月日」欄には、保険診療を行わなくなった年月日を記載すること。 
    ホ 「転帰」欄には、治ゆ、期間満了、転医、死亡、中止等の別を記載すること。 
    へ 「請求金額」欄には、保険医療機関等が保険診療に関して保険者に請求すべき費用の額を記載すること。 
    ト 「認印」欄には、当該事項を記載した保険医療機関等においてなつ印すること。ただし、療養費支給の場合は、全国健康保険協会の職員がなつ印すること。 
   5 この票を再交付する場合において、その日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者が現に保険診療を受けるときは、その傷病名、保険診療を開始した年月日その他必要な事項を

交付機関において記載すること。 
   6 別途被保険者等に周知することにより、使う方への注意を省略することができる。 
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様式第十七号（第百三十一条関係）

様式第十七号(第百三十一条関係) 

(一) 

健 康 保 険 被 保 険 者 

特 別 療 養 費 受 給 票 

健康保険被

保険者手帳

の記号及び

番 号 

  

本

人 

氏 名   
男
・
女 

生年月日 

明 

大 

昭 

平 

令 

    年    月    日 

住 所   

居 所   

保険者番号

及び交付機

関名 

  

                    

印 

交付年月日 令和    年    月    日 

有 効 期 間 
令和    年    月    日から 

令和    年    月    日まで 
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(四)   

使 う 方 へ の 注 意 

1．この票を持っている方が診療を受けられる期間は、第一面の有効期間内です。 

2．保険医療機関等について診療を受けようとするときには、必ずこの票をその窓口で

渡してください。この場合には、その傷病の療養が終わるまでこの票は保管されて療

養が終ってから所要の事項が記入されて返付されます。 

3．この票で診療を受けたときは、次の額をそのつど支払ってください。 

 (1) 保険診療の費用((2)の費用を除く。)の 3割に相当する額 

   ただし、義務教育就学前(6 歳の誕生日の前日以後の最初の 3 月 31 日まで)の場

合は 2割に相当する額、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である

場合はその月)以後の場合は 2 割(ただし、昭和 19 年 4 月 1 日までに生まれた方は

1割)に相当する額となります。 

 (2) 入院時の食事療養又は生活療養に要する費用 定額の食事療養標準負担額又は

生活療養標準負担額 

4．次の日以後は、この票では診療を受けられません。 

 (1) 適用除外の承認を受け、健康保険法第 3 条第 2 項の規定による被保険者となら

ないこととなった日以後 

 (2) 健康保険被保険者手帳の返納の日の翌日以後 

5．この票では、業務上や通勤災害による傷病については、診療を受けられません。 

6．不正にこの票を使用したときは、刑法で罰せられ、また、費用を返さなければなり

ません。 

  

保 険 医 療 機 関 等 の 注 意 

 

第一面の有効期間外の期間については、この票では診療を行うことはできません。 
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(三) 

給 付 記 録 

氏 名 傷 病 名 
開 始

年 月 日 

終 了

年 月 日 
転 帰 請求金額 認 印 
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(二)   

被 扶 養 者 氏 名 性
別 

生 年 月 日 交 付 機 関 印 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

  
男 

女 

明 大 昭 平 令 

・ ・ 
  

摘

要 
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備考 1 この票の大きさは、縦127ミリメートル、横182ミリメートルとし、点線の個所か

ら二つ折とすること。 

   2 「男女」欄は、該当しない文字を抹消すること。 

   3 「給付記録」欄は、保険医療機関等において記載すること。ただし、療養費支給

の場合は、全国健康保険協会において記載すること。 

   4 「給付記録」欄の記載については、次によること。 

    イ 歯について保険診療を行った場合には、患歯の部位を「傷病名」欄に記載す

ること。 

    ロ 「開始年月日」欄には、保険診療を開始した年月日を記載すること。 

    ハ 「終了年月日」欄には、保険診療を行わなくなった年月日を記載すること。 

    ニ 「転帰」欄には、治ゆ、期間満了、転医、死亡、中止等の別を記載すること。 

    ホ 「請求金額」欄には、保険医療機関等が保険診療に関して保険者に請求すべ

き費用の額を記載すること。 

    ヘ 「認印」欄には、当該事項を記載した保険医療機関等においてなつ印するこ

と。ただし、療養費支給の場合は、全国健康保険協会の職員がなつ印すること。 

   5 この票を再交付する場合において、その日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者

であった者が現に保険診療を受けるときは、その傷病名、保険診療を開始した年

月日その他必要な事項を交付機関において記載すること。 

   6 別途被保険者等に周知することにより、使う方への注意を省略することができ

る。 
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様式第十八号（第百四十五条関係）

様式第十八号(第百四十五条関係) 

(表 紙)    

  

  
事 業 所

番 号 
    

健 康 保 険 印 紙 購 入 通 帳 

  

交付年月日    令和   年   月   日 

事 業 所 

 

 

名 称 

 

所在地 

  

事 業 主 氏 名   

交付年金事務所名 印 
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購 入 年 月 日 印紙の種類 購 入 枚 数 金 額 健康保険印紙販売機関名及び取扱者印 

(

一
ペ
ー
ジ
か
ら
五
ペ
ー
ジ
ま
で)

 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 
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購 入 年 月 日 印紙の種類 購 入 枚 数 金 額 健康保険印紙販売機関名及び取扱者印 

(

六
ペ
ー
ジ)

 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

令和  年  月  日 

級(    円) 枚 円 

印 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 

買 戻 請 求 理 由 印紙の種類 買戻請求枚数 金 額 
買戻の請求理由は、健康保険法施行規則に該当す

ることを確認します。 

令和  年  月  日 

年金事務所長 

氏名                  印 

の理由に 

より右の印紙の買戻を請

求します。 

令和  年  月  日 

事業主 

氏 名 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

級(    円) 枚 円 

計 枚 円 
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(裏表紙)    

注 意 事 項 

1 事業主は、健康保険印紙を購入する際には、この通帳の該当欄に、購入する印紙の種類、枚数、金額及び購入年月日を記入し、健康保険印

紙販売機関に提出してください。 

2 事業主は、その保有する印紙の買戻しを請求しようとするときは、あらかじめ年金事務所長の確認を受け、健康保険印紙販売機関に申し出

てください。 

3 事業主は、事業所ごとに日雇特例被保険者の保険料納付(健康保険印紙の貼り付け及び現金による保険料の納付)に関する帳簿を備え付け、

保険料納付の都度、記帳しなければなりません。 

4 事業主は、一月間の保険料納付の状況を翌月末日までに年金事務所長に所定の様式により報告しなければなりません。また、健康保険組合

に加入している事業主は、併せてその健康保険組合に報告しなければなりません。 

備考 この通帳の大きさは、B列6番とする。 
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様式第十九号（１）（第百四十九条関係）

様式第十九号(1)(第百四十九条関係) 

健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者非該当者用) 

  
印 紙 購 入

通 帳 番 号 

  

(令和  年  月分) 

  

健 康 保 険

組 合 等 

名 称       

事業所整理記号   事業の種類   保険者番号   

日

雇

労

働

者 

  
本月中の延人員 

4 月 か ら の 本 月

ま で の 延 人 員 

健

康

保

険

印

紙

受

払

状

況

等 

級別 

前月末の健康

保 険 印 紙 の

保 有 枚 数 

本月に購入し

た健康保険印

紙 の 枚 数 

本 月 中 に 貼 り

付けた健康保険

印 紙 の 枚 数 

本 月 末 の

健康保険印紙の

保 有 枚 数 

4月から本月までの印

紙貼り付け枚数の合計 

(4月から翌年3月まで) 

現金納付保険料内訳 

(賞与に関する保険

料を除く) 
適用除外 人 人 

賃

金

日

額

別

日

雇

特

例

被

保

険

者 

3,500円未満      (第1級) 人 人 (第1級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

3,500円以上5,000円未満(第2級) 人 人 (第2級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

5,000円以上6,500円未満(第3級) 人 人 (第3級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

6,500円以上8,000円未満(第4級) 人 人 (第4級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

8,000円以上9,500円未満(第5級) 人 人 (第5級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

9,500円以上12,000円未満(第6級) 人 人 (第6級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

12,000円以上14,500円未満(第7級) 人 人 (第7級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

14,500円以上17,000円未満(第8級) 人 人 (第8級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

17,000円以上19,500円未満(第9級) 人 人 (第9級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

19,500円以上23,000円未満(第10級) 人 人 (第10級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

23,000円以上      (第11級) 人 人 (第11級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

計 人 人 計 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

本月中に日雇特例被保険者に

支払った賃金総額 

円 現金納付保険料 

(賞与に関する保

険料を除く) 

本月中の現金納付保

険 料 延 納 付 日 数 
人日 

左欄の4月から本月までの累計 

(4月から翌年3月まで) 
人日 

  

備
考 

  

    この報告は、事実と相違ありません。 

令和  年  月  日 

 年金事務所長殿 

 

事業所 名 称 

    所 在 地 

事業主の氏 名 

    電話番号 

 

 (注) 健康保険組合等の名称・保険者番号は、加入している健康保険組合等の本部の名称・保険者番号を記入すること。 

    本手続は電子申請による報告も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本報告書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であ

ることを証明することができるものを本報告書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができること。 

 備考 この用紙の大きさは、A列4番とする。 
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様式第十九号（２）（第百四十九条関係）

様式第十九号(2)(第百四十九条関係) 

健康保険印紙受払等報告書(介護保険第2号被保険者該当者用) 

  
印 紙 購 入

通 帳 番 号 

  

(令和  年  月分) 

  

健 康 保 険

組 合 等 

名 称     

事業所整理記号   事業の種類   保険者番号   

日

雇

労

働

者 

  
本月中の延人員 

4 月 か ら の 本 月

ま で の 延 人 員 

健

康

保

険

印

紙

受

払

状

況

等 

級別 

前月末の健康

保 険 印 紙 の

保 有 枚 数 

本月に購入し

た健康保険印

紙 の 枚 数 

本 月 中 に 貼 り

付けた健康保険

印 紙 の 枚 数 

本 月 末 の

健康保険印紙の

保 有 枚 数 

4月から本月までの印

紙貼り付け枚数の合計 

(4月から翌年3月まで) 

現金納付保険料内訳 

(賞与に関する保険

料を除く) 

  

適用除外 人 人 

賃

金

日

額

別

日

雇

特

例

被

保

険

者 

3,500円未満      (第1級) 人 人 (第1級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

3,500円以上5,000円未満(第2級) 人 人 (第2級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

5,000円以上6,500円未満(第3級) 人 人 (第3級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

6,500円以上8,000円未満(第4級) 人 人 (第4級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

8,000円以上9,500円未満(第5級) 人 人 (第5級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

9,500円以上12,000円未満(第6級) 人 人 (第6級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

12,000円以上14,500円未満(第7級) 人 人 (第7級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

14,500円以上17,000円未満(第8級) 人 人 (第8級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

17,000円以上19,500円未満(第9級) 人 人 (第9級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

19,500円以上23,000円未満(第10級) 人 人 (第10級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

23,000円以上      (第11級) 人 人 (第11級) 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

計 人 人 計 枚 枚 枚 枚 枚 人日 

本月中に日雇特例被保険者に

支払った賃金総額 

円 
現金納付保険料 

(賞与に関する保

険料を除く) 

本月中の現金納付保

険 料 延 納 付 日 数 

人日 

左欄の4月から本月までの累計 

(4月から翌年3月まで) 
人日 

  

備
考 

  

   この報告は、事実と相違ありません。 

令和  年  月  日 

 年金事務所長殿 

 

事業所 名 称 

    所 在 地 

事業主の氏 名 

    電話番号 

 

 (注) 健康保険組合等の名称・保険者番号は、加入している健康保険組合等の本部の名称・保険者番号を記入すること。 

    本手続は電子申請による報告も可能であること。なお、本手続について、社会保険労務士が電子申請により本報告書の提出に関する手続を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士が当該事業主の提出代行者であ

ることを証明することができるものを本報告書の提出と併せて送信することをもって、当該事業主の電子署名に代えることができること。 

 備考 この用紙の大きさは、A列4番とする。 
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様式第二十号（第百五十三条関係）

様式第二十号(第百五十三条関係) 

 

督 促 状 

  

所 管    会 計    

  

事業所整理記号 事業所番号 年 度 所 属 年 月 

        

健 康 保 険 料 
円 

円 

厚 生 年 金 保 険 料 
円 

円 

子ども・子育て拠出金 
円 

円 

合 計 
円 

円 

指定期限  令和    年  月  日限り 

納付場所  日本銀行本店、支店、歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店若しくは支

店又は郵便局等)、年金事務所 

上記のとおり納付してください。 

 指定期限までに完納しないときは、納期限の翌日から法律に定める金額の延滞金を徴

収します。 

 指定期限を過ぎて完納しないときは、財産差押の処分をします。 

令和  年  月  日 

歳入徴収官の官職氏名又は健康保険組合理事長の氏名  印 

 金額の欄が二段で表示されているときは、上段が告知額、下段が納付されていない額

(督促の対象となる額)です。 

備 考 

 1 保険料以外の徴収金の督促状は、この様式に準ずること。 

 2 督促状を発する者が歳入徴収官である場合は、この様式により厚生年金保険料及び

子ども・子育て拠出金の督促を併せて行うことができること。 

 3 督促状を発する者が歳入徴収官であるときは、「所管」を「内閣府及び厚生労働省所

管」と、「会計」を「年金特別会計」と記載すること。 

 4 「所管」、「会計」、「事業所整理記号」及び「事業所番号」の欄は、督促状を発する

者が健康保険組合理事長であるときは、記載を要しないこと。 

 5 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができること。 
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様式第二十一号（第百五十七条関係）

様式第二十一号(第百五十七条関係) 

(表 面) 

第二百十二条の二 第七条の三十八第一項の規定に

よる報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若し

くは同項の規定による当該職員の質問に対して、

答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは

同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命

令に違反したときは、その違反行為をした協会の

役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

 
第二百十九条 健康保険組合又は連合会が、第十六
条第三項(第百八十八条において準用する場合を
含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽
の届出をし、第二十九条第一項若しくは第百八十
八条において準用する第七条の三十八の規定によ
る報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しく
は第二十九条第一項若しくは第百八十八条におい
て準用する第七条の三十八の規定による当該職員
の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、又は第二十九条第一項若し
くは第百八十八条において準用する第七条の三十
九第一項の規定による命令に違反したときは、そ
の役員を二十万円以下の過料に処する。 

健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第七条の三十八関係) 

(法 第 二 十九 条関 係) 

  
写

真 

  

 

 

官職又は職名 

 

氏 名 

 

(    年  月  日生) 

 

(裏 面) 

 

第    号 

 

 令和  年  月  日交付 

健康保険法(抄) 

 

 (報告の徴収等) 

第七条の三十八 厚生労働大臣は、協会について、

必要があると認めるときは、その事業及び財産の

状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協

会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若し

くは実地にその状況を検査させることができる。 

2・3 (省略) 

 

 (報告の徴収等) 

第二十九条 第七条の三十八及び第七条の三十九の

規定は、健康保険組合について準用する。この場

合において、同条第一項中「厚生労働大臣は」と

あるのは「厚生労働大臣は、第二十九条第一項に

おいて準用する前条の規定により報告を徴し、又

は質問し、若しくは検査した場合において」と、

「定款」とあるのは「規約」と読み替えるものと

する。 

2 (省略) 

  

厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長

印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十二号（第百五十七条関係）

様式第二十二号(第百五十七条関係) 

(表 面) 

第二百十五条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは
手当を行った者又はこれを使用する者が、第六
十条第一項(第百四十九条において準用する場合
を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、
帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当
な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定
による当該職員の質問に対して、正当な理由が
なくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたと
きは、十万円以下の過料に処する。 

健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第六十条関係) 

  
写

真 

  

官職又は職名 

 

氏    名 

 

(  年  月  日生) 

 

 

(裏 面) 

 

第    号 

 

 令和  年  月  日交付 

健康保険法(抄) 

 (診療録の提示等) 
第六十条 厚生労働大臣は、保険給付を行うにつ
き必要があると認めるときは、医師、歯科医
師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを
使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支
給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿
書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員
に質問させることができる。 

2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護
療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養
費の支給を受けた被保険者又は被保険者であっ
た者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又
は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の
内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問
させることができる。 

3 第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定に
よる質問について、同条第三項の規定は前二項
の規定による権限について準用する。 

第二百十条 被保険者又は被保険者であった者
が、第六十条第二項(第百四十九条において準用
する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜら
れ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同
項の規定による当該職員の質問に対して、正当
な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁
をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。 

  

厚生労働大臣、
地方厚生局長又
は地方厚生支局
長

印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十三号（第百五十七条関係）

様式第二十三号(第百五十七条関係) 
(表 面) 

 四 保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一
項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第
八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九
条において準用する場合を含む。次号において同
じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳
簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従
わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 五 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者
が、第七十八条第一項の規定により出頭を求めら
れてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対し
て答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者が
その行為をした場合において、その行為を防止す
るため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の
注意及び監督を尽くしたときを除く。)。 

 六～九 (省略) 
 (保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) 
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに
該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師
に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。 

 一 (省略) 
 二 保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第

八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六
条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条におい
て準用する場合を含む。以下この号において同
じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜ
ず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答
弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定
による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 三～六 (省略) 

健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第七十八条関係) 

  
写

真 

  

官職又は職名 

 

氏    名 

 

(  年  月  日生) 

 

 

(裏 面) 

 

第    号 

 

 令和  年  月  日交付 

健康保険法(抄) 
 
 (保険医療機関又は保険薬局の報告等) 
第七十八条 厚生労働大臣は、療養の給付に関して必
要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保
険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開
設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の
従業者であった者(以下この項において「開設者であ
った者等」という。)に対し報告若しくは診療録その
他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療
機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保
険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者
等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しく
は保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類
その他の物件を検査させることができる。 

2 第七条の三十八第二項及び第七十三条第二項の規定
は前項の規定による質問又は検査について、第七条
の三十八第三項の規定は前項の規定による権限につ
いて準用する。 

 (保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) 
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該
当する場合においては、当該保険医療機関又は保険
薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消
すことができる。 

 一～三 (省略) 
 
 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長

印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十四号（第百五十七条関係）

様式第二十四号(第百五十七条関係) 
(表 面) 

 五 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看

護事業所の看護師その他の従業者が、前条第一項

の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同

項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは

虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る

訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行

為をした場合において、その行為を防止するた

め、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監

督を尽くしたときを除く。)。 

 六～十 (省略) 

健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第九十四条関係) 

  
写

真 

  

官職又は職名 

 

氏    名 

 

(  年  月  日生) 

 

 

(裏 面) 

 

第    号 

 

 令和  年  月  日交付 

健康保険法(抄) 

 (指定訪問看護事業者等の報告等) 
第九十四条 厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給
に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護
事業者又は指定訪問看護事業者であった者若しくは
当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従
業者であった者(以下この項において「指定訪問看護
事業者であった者等」という。)に対し報告若しくは
帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護
事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看
護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者
等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係
者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事
業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。 

2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質
問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規
定による権限について準用する。 

 (指定訪問看護事業者の指定の取消し) 
第九十五条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに
該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者
に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことがで
きる。 

 一～三 (省略) 
 四 指定訪問看護事業者が、前条第一項(第百十一条

第三項及び第百四十九条において準用する場合を
含む。以下この条において同じ。)の規定により報
告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜら
れてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

  厚生労働大臣、

地方厚生局長又

は地方厚生支局

長

印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十四号の二（第百五十七条関係）

様式第二十四号の二(第百五十七条関係) 

(表 面) 

5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合にお
いて、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行
為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、
当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されること
を確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができ
る。 

6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従
わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべき
ことを命ずることができる。 

 
 (報告及び検査) 
第百九十四条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定に
よる措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる
範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反している
と認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報
告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち
入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること
ができる。 

2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に
ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それ
ぞれ準用する。 

 
第二百十三条の三 正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規
定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に
よる当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若
しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定に
よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰
金に処する。 

 

 

 

 

健 康 保 険 検 査 証 

 

 

 

(法第百九十四条の三関係) 

 

 

 

  

写

真 

  

 

 

  官職又は職名 

  氏 名 

           (  年  月  日生) 
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(裏 面) 

 

第     号 

 

 

 

  令和  年  月  日交付 

 

 

 

 

 

 

健康保険法(抄) 

 (被保険者等記号・番号等の利用制限等) 

第百九十四条の二 (省略) 

2 (省略) 

3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、

その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契

約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又

はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者

に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・

番号等を告知することを求めるとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定

める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めると

き。 

4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号

等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記

号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算

機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをい

う。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供され

ることが予定されているもの(以下この項において「提供データベー

ス」という。)を構成してはならない。 

 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベー

スを構成するとき。 

 二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で

定める場合に、提供データベースを構成するとき。 

  

厚生労働大臣印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十五号（第百五十七条関係）

様式第二十五号(第百五十七条関係) 
(表 面) 

  

健 康 保 険 検 査 証 

 

(法第百九十八条関係) 

  
写

真 

  

官職又は職名 

 

氏    名 

 

(  年  月  日生) 

 

(裏 面) 

 

第    号 

 

 令和  年  月  日交付 

健康保険法(抄) 
 (立入検査等) 
第百九十八条 厚生労働大臣は、被保険者の資
格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必
要があると認めるときは、事業主に対し、文書
その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は
当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質
問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。 

2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定によ
る質問又は検査について、同条第三項の規定は
前項の規定による権限について準用する。 

第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の
各号のいずれかに該当するときは、六月以下の
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 一～四 (省略) 
 五 第百九十八条第一項の規定による文書その

他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同
項の規定による当該職員(第二百四条の五第二
項において読み替えて適用される第百九十八
条第一項に規定する機構の職員及び第二百四
条の八第二項において読み替えて適用される
第百九十八条第一項に規定する協会の職員を
含む。次条において同じ。)の質問に対して、
答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しく
は第百九十八条第一項の規定による検査を拒
み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

第二百九条 事業主以外の者が、正当な理由がな
くて第百九十八条第一項の規定による当該職員
の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答
弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。 

  
厚生労働大臣、
地方厚生局長、
地方厚生支局
長、日本年金機
構又は全国健康
保険協会

印 

  

  

備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 
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様式第二十六号（第百五十八条の十九関係）

様式第二十六号(第百五十八条の十九関係) 

 
 

第
一
片 

原 符 

  事業所整理記号 

(船舶所有者整理記号) 
 

事業所番号 

(告知番号) 

 
 

 
 

 

内

訳 

 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

 

保険料

種 別 

 

令和     年度 

 

年金特別会計 
 

第  号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

 

日数 

金 額  

備 考 
                      

年 月   千 百 十 万 千 百 十 円   十 万 千 百 十 円 

住

所 

  

          

                                     

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

          

                                    

                                    

                                    

  

        
  

                                    

  
令和     年     月     日 

                                      

                                        

                                    

内証券受領額 
                                  

 

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

   ◎金額の頭部に必ず￥を付すこと。 残     枚 
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第
二
片 

領 収 証 書 

  事業所整理記号 

(船舶所有者整理記号) 
 

事業所番号 

(告知番号) 

内

訳 

 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

 

保険料

種 別 

 

令和     年度 

 

年金特別会計 
 

第  号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

 

日数 

金 額  

備 考 
                      

年 月   千 百 十 万 千 百 十 円   十 万 千 百 十 円 

住

所 

  

          

                                     

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

          

                                    

                                    

                                    

  右記の金額を領収しました。 

        
  

                                    

  
令和     年     月     日 

                                      

 

 

印  

                                      

                                    

内証券受領額 
                                  

 

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

                        

   ◎茶色のカーボンで書かれていない場合は、お手数でも年金事務所へご連絡ください。◎領収金額欄が修正されているものは無効です。 
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第
三
片 

  

                       領 収 済 報 告 書   届書コード 

 6 3 8 

①  事業所整理記号 

(船舶所有者整理記号) 

② 

事業所番号 

(告知番号) 

 
 

 

納付目的

年 月 

調
定
種
別 

 

保険料

種 別 

 

令和     年度 

 

年金特別会計 
 

第  号 

  

郡市区 記号 金 額 
延 滞 金 

 

日数 

金 額  

備 考                         
年 月   千 百 十 万 千 百 十 円   十 万 千 百 十 円 

住

所 

   
 

 
 

 

内

訳 

③ 

      

④   ⑩                   ⑪              

 

 

 

 

証券番号 

 

 

 

 

振 出 人 

                                    

                                    

氏

名 

殿  

⑤ 

      

⑥   ⑫                   ⑬             

                                    

                                    

  右記の金額を領収したので報告します。 
⑦ 

      

⑧   ⑭                   ⑮             

  ⑨ 
令和     年     月     日 

                                      

 

 

印  

 

 

 歳入徴収官 

殿  

 

                                    

                                    

内証券受領額 
                                  

⑯ 

領 収 金 額 

  千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

  

                        

  

    備 考 1．用紙寸法は、各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

        2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

        3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項は除く。)は、複写により記入するものとする。 
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様式第二十七号（第百五十八条の二十関係）

様式第二十七号(第百五十八条の二十関係) 

 

第
一
片 

 送付書・領収証書 国 庫 金     
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日、領収者

名及び領収印)又は

(領収者名の表示の

ある領収日付印) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び

厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(     ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
二
片 

 領 収 控 国 庫 金  送  
  

第       号 
  

    下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日、領収者

名及び領収印)又は

(領収者名の表示の

ある領収日付印) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び

厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(     ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

 

 

第
三
片 

 領 収 済 通 知 書 国 庫 金     
  

第       号 
  

   

あて先 歳入徴収官 

    所 属 庁 名 

    所 在 地 

下記の金額を領収し

ました。 

(領収年月日、領収者

名及び領収印)又は

(領収者名の表示の

ある領収日付印) 

  (収納職員所属氏名)   

  令 和        年 度 

年 金 特 別 会 計(0343) 
内 閣 府 及 び

厚生労働省所管 

(庁名) 

 厚生労働省年金局(○○○) 

(     ) 

  

  
送 付 金 額 

  千 百 十 万 千 百 十 円 

  翌年度6月1日以降現年度歳入組入   

    

     備 考 

     1．用紙寸法は各片ともおおむね縦11cm、横21cmとする。 

     2．各片は左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 

     3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 

     4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第二十八号（第百五十八条の二十一関係）

様式第二十八号(第百五十八条の二十一関係) 

 

保険料等収納簿 

 

年月日 摘要 保険料種別 収 送 
残 

            円     円     円 

 

 

 備 考 1．用紙の寸法は、A列4とする。 

     2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第二十九号（第百五十八条の二十二関係）

様式第二十九号(第百五十八条の二十二関係) 

原 符 

  

住 (居) 所 

  年度 令和  年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿      

    

 

     令和   年   月   日 摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

     ◎領収金額欄の頭部に必ず￥を付すこと。 残枚数 枚  

   

領 収 証 

  

住 (居) 所 

  年度 令和  年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿      

    

   右記の金額を領収しました。 

      令和   年   月   日 

 

印    

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  (ご注意)  ◎茶色のカーボンで書かれていないときは、お手数でも年金事務所までご連絡ください。 

        ◎領収金額欄を訂正したものは無効です。 
 

領 収 済 報 告 書 

  

住 (居) 所 

  年度 令和  年度 番号 第     号   

  受 入 区 分 

    

氏 名 

(名 称) 
殿      

    

   右記の金額を領収済につき報告します。 

      令和   年   月   日 

 

印    

 

殿           

摘

要 

  

  

  

領 収 金 額 
  千 百 十 万 千 百 十 円 

  

  備 考 1．用紙の寸法は、各片ともおおむね縦11.0cm、横21.0cmとする。 
      2．各片は、左端をのり付けその他の方法により接続するものとする。 
      3．各片に共通する事項(あらかじめ印刷する事項を除く。)は、複写により記入するものとする。 
      4．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三十号（第百五十八条の二十五関係）

様式第三十号(第百五十八条の二十五関係) 

 

保険料等収納状況報告書 

 

令和  年  月  日     

 

  厚生労働大臣 殿 

 

○○年金事務所 主任収納職員      

所 属 ・ 氏 名 印    

 

 

 令和  年度 令和  年  月分 

  
摘 要 前月送付未済額 本月収納額 計 本月送付済額 本月送付未済額 備 考 

  

主任収納職員 ○○ ○○ 
            

分任収納職員 ○○ ○○ 
            

   〃    ○○ ○○             

計 
            

  

 

 

 

 備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 
     2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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様式第三十一号（第百五十八条の二十七関係）

様式第三十一号(第百五十八条の二十七関係) 

 

現金現在高調書 

 

金種類 金額 備考 

  円     

    

      

  上記のとおり引継を終わりました。 

   令和   年   月   日 

前任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

後任収納職員 所 属 ・ 氏 名 認印 

 

 

 

 備 考 1．用紙寸法は、A列4とする。 

     2．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 
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